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第一部 【企業情報】

 

第1 【企業の概況】

 

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第3期 第4期 第5期

決算年月 2023年12月 2024年12月 2025年12月

売上高 (百万円) 327 6,161 19,306

経常損失(△) (百万円) △5,737 △5,702 △1,796

親会社株主に帰属する
当期純損失(△)

(百万円) △6,166 △8,013 △1,646

包括利益 (百万円) △6,166 △8,013 △1,582

純資産額 (百万円) 5,244 1,670 6,648

総資産額 (百万円) 8,499 10,830 26,236

1株当たり純資産額 (円) △306.64 △535.46 171.38

1株当たり当期純損失(△) (円) △253.78 △280.07 △51.40

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 60.8 13.2 23.7

自己資本利益率 (％) △119.2 △242.7 △43.0

株価収益率 (倍) － － －

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,469 △6,971 1,369

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,122 △1,458 △1,466

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,992 8,670 6,306

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 1,004 1,244 7,454

従業員数
(名)

114 155 179
〔ほか、平均臨時雇用人員〕 〔18〕 〔47〕 〔51〕
 

(注) 1．第3期から第5期については、事業企画、製品開発、生産準備及び社内管理体制の構築など事業立上げのため

の先行投資を行ったことにより、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失及び包括利益(△)を計上して

おります。また、同様の理由により、第3期及び第4期の営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスと

なっております。

2．第3期から第5期においては、EV充電サービスの自社拠点の機械装置について減損損失を計上しております。

また、第4期においては、製造拠点に設置している水冷モジュール製造設備について減損損失を計上してお

ります。

3．第3期及び第4期の1株当たり純資産額については、A種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株

式、B-1種優先株式、B-2種優先株式、C種優先株式及びC-1種優先株式に優先して配分される残余財産額を純

資産の部の合計額から控除して算定しているため、計算結果はマイナスとなっております。

4．第3期及び第4期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は

非上場であり、期中平均株価が把握できないため、及び1株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。また、第5期は、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

5．第3期及び第4期の株価収益率は、当社株式が非上場であるため記載しておりません。また、第5期は1株当た

り当期純損失であるため記載しておりません。
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6．第3期以降の連結財務諸表については、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大

蔵省令第28号）」に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査

法人トーマツにより監査を受けております。

7．従業員数は就業人員数（当社グループ外から当社グループへの出向者を含む）であり、臨時雇用者数(契約社

員、アルバイト、パートタイマー及び人材会社からの派遣社員を含む。)は、最近1年間の平均人員数を

〔　〕内に外数で記載しております。

8．当社は、2025年7月15日開催の取締役会において、AA種株式、A種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株

式、B種優先株式、B-1種優先株式、B-2種優先株式、C-1種優先株式のすべて及びC種優先株式3,776株につき

定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2025年8月1日付で自己株式として取得し、対価とし

て各種類株式1株につきそれぞれ普通株式1株を交付しております。また、C種優先株式102株について、その

所有者である株主から普通株式を対価とする取得請求権が行使されたことに伴い、2025年8月1日付で自己株

式として取得し、対価としてC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。当社は、上記で取得

した各種類株式のすべてを2025年8月1日付で消却しております。なお、当社は、2025年8月8日開催の臨時株

主総会の決議により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

9．当社は、2025年8月8日開催の臨時株主総会において、同日付をもって定款の一部を変更し、発行可能株式総

数及び単元株式数の変更を行っております。また、2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月

9日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。第3期の期首に当該株式分割

が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失（△）を算定しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期

決算年月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月 2025年12月

売上高 (百万円) － － 327 6,161 19,306

経常損失(△) (百万円) △272 △2,004 △5,737 △5,699 △1,608

当期純損失(△) (百万円) △272 △2,255 △6,157 △8,008 △1,461

資本金 (百万円) 70 2,913 6,952 9,089 4,634

発行済株式総数

(株)

     

普通株式 5,000 5,000 5,000 5,000 36,353,600

AA種株式 5,000 5,000 5,000 5,000 －

A種優先株式 － 7,566 7,566 7,566 －

A-1種優先株式 － 2,040 2,040 2,040 －

A-2種優先株式 － 2,037 2,037 2,037 －

B種優先株式 － － 3,309 3,309 －

B-1種優先株式 － － 2,409 2,409 －

B-2種優先株式 － － 628 628 －

C種優先株式 － － － 2,722 －

C-1種優先株式 － － － 265 －

純資産額 (百万円) 1,387 5,967 5,252 1,682 6,746

総資産額 (百万円) 1,501 7,884 8,510 11,177 26,676

1株当たり純資産額 (円) △17,292.90 △112,013.97 △306.35 △535.05 176.83

1株当たり配当額
(1株当たり中間配当額)

(円)
－ － － － －
(－) (－) (－) (－) (－)

1株当たり当期純損失
(△)

(円) △27,292.80 △136,083.01 △253.44 △279.92 △45.61

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) △11.5 41.3 60.9 12.9 24.1

自己資本利益率 (％) － △146.1 △146.0 △241.8 △37.1

株価収益率 (倍) － － － － －

配当性向 (％) － － － － －

従業員数
(名)

10 56 99 138 163
〔ほか、平均臨時雇用
人員〕

〔－〕 〔1〕 〔16〕 〔31〕 〔39〕

株主総利回り (％) － － － － －
(比較指標：－) (％) (－) (－) (－) (－) (－)

最高株価 (円) － － － － 2,835.0

最低株価 (円) － － － － 1,060.0
 

(注) 1．当社は、2021年3月22日設立のため、2021年12月期は9ヶ月と10日間となっております。

2．第1期から第5期については、事業企画、製品開発、生産準備及び社内管理体制の構築など事業立上げのため

の先行投資を行ったことにより、経常損失及び当期純損失を計上しております。

3．第1期から第2期については、事業企画、製品開発及び生産準備を行っていたため売上高を計上しておりませ

ん。

4．第3期から第5期においては、EV充電サービスの自社拠点の機械装置について減損損失を計上しております。

また、 第4期においては、製造拠点に設置している水冷モジュール製造設備について減損損失を計上してお

ります。
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5．1株当たり純資産額については、第1期は株主資本がマイナスのため、また、第2期から第4期は、A種優先株

式、A-1種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式、B-1種優先株式、B-2種優先株式、C種優先株式及びC-1

種優先株式に優先して配分される残余財産額を純資産の部の合計額から控除して算定しているため、計算結

果はマイナスとなっております。

6．第1期から第4期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は

非上場であり、期中平均株価が把握できないため、及び1株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。また、第5期は、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

7．第1期の自己資本利益率については、株主資本がマイナスのため記載しておりません。

8．第1期から第4期の株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。また、第5期は1株当たり

当期純損失であるため記載しておりません。

9．1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。

10．第3期から第5期の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人

トーマツにより監査を受けております。また、第1期については、「会社計算規則」（2006年法務省令第13

号）の規定に基づき算出した各数値を記載し、第2期の財務諸表については「財務諸表等の用語、様式及び

算定方法に関する規則（1963年大蔵省令第59号）に基づき作成しております。なお、当該各数値について

は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。

11．従業員数は就業人員数（グループ内への兼務出向を含む）であり、臨時雇用者数(契約社員、アルバイト、

パートタイマー及び人材会社からの派遣社員を含む。)は、最近1年間の平均人員数を〔　〕外数で記載して

おります。

12．当社は、2025年7月15日開催の取締役会において、AA種株式、A種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株

式、B種優先株式、B-1種優先株式、B-2種優先株式、C-1種優先株式のすべて及びC種優先株式3,776株につき

定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2025年8月1日付で自己株式として取得し、対価とし

て各種類株式1株につきそれぞれ普通株式1株を交付しております。また、C種優先株式102株について、その

所有者である株主から普通株式を対価とする取得請求権が行使されたことに伴い、2025年8月1日付で自己株

式として取得し、対価としてC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。当社は、上記で取得

した各種類株式のすべてを2025年8月1日付で消却しております。なお、当社は、2025年8月8日開催の臨時株

主総会の決議により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

13．当社は、2025年8月8日開催の臨時株主総会において、同日付をもって定款の一部を変更し、発行可能株式総

数及び単元株式数の変更を行っております。また、2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月

9日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。第3期の期首に当該株式分割

が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失（△）を算定しております。

14．当社は2025年12月19日に東京証券取引所グロース市場に上場したため、第1期から第5期までの株主総利回り

及び比較指標については記載しておりません。

15．最高株価及び最低株価は、東京証券取引所グロース市場におけるものであります。なお、当社は2025年12月

19日付をもって同取引所に株式を上場しましたので、それ以前の株価については記載しておりません。
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2 【沿革】

株式会社パワーエックス設立以降の企業集団に係る経緯は、次のとおりであります。

年月 概要

2021年3月 自然エネルギーの普及、蓄電・送電技術の進化のため新規事業を展開することを目的として、東京

都港区虎ノ門一丁目10番5号KDX虎ノ門一丁目ビルに㈱パワーエックスを設立

2022年6月 本社を東京都港区赤坂九丁目7番1号ミッドタウン・タワー43階に移転

2022年8月 蓄電池型急速EV充電システム（注1）「PowerX Hypercharger」と大型定置用蓄電システム「PowerX

Mega Power」の受注開始

2022年10月 国内最速級のEVユーザー向け充電サービス「PowerX Charge Station」を発表・開始

2023年4月 蓄電池製品及びその関連製品の製造を目的として、岡山県玉野市に完全子会社となる㈱PowerX

Manufacturingを新設分割により設立

2023年5月 高圧受電不要で、簡単導入と低コスト運用を実現した商用EV向け充電システム「PowerX

Hypercharger for Fleet」の受注を開始

2023年6月 岡山県玉野市に蓄電池製造工場「Power Base」を建設

2023年7月 「PowerX Hypercharger」が国際標準規格CHADeMOの最新プロトコルであるCHAdeMO 2.0.1の認証取得

2023年11月 電力小売の新サービス「X-PPA（現アドバンスプラン）」を発表

2024年2月 電気運搬船の開発・販売及び海上電力輸送関連事業の企画運営を目的として、完全子会社㈱海上パ

ワーグリッドを設立

2024年2月 産業用の中型定置用蓄電システム「PowerX Cube」と蓄電池から設置施設にも給電可能な蓄電池型急

速EV充電システム「PowerX Hypercharger Pro」を発表、受注開始

2024年9月 定置用蓄電システムの新製品「PowerX Mega Power 2500」を発表、受注開始

2024年10月 環境省より産業廃棄物の広域認定を取得

2024年11月 EVCS（EV Charge Station）事業において、安価な従量制充電料金や最大75分の利用時間等の特長を

備えた会費制の新サービス「PowerX First」の提供を開始

2025年1月 「PowerX Cube」の販売・施工を担う認定販売施工会社制度（注2）を開始

2025年2月 「PowerX Hypercharger Pro」の販売・施工を担う認定販売事業パートナー制度（注3）を公表

2025年2月 EVCS事業において、社用車向け急速EV充電法人プラン「PowerX EV充電法人プラン」の提供を開始

2025年6月 登記上の本社所在地を岡山県玉野市田井六丁目9番1号に移転

2025年10月 「PowerX Mega Power 2700A」及び「PowerX Mega Power 2500」について、独立行政法人情報処理推

進機構（IPA）が定めるIoT製品向けセキュリティ制度「JC-STAR」（注4）の適合ラベル（レベル1）

を取得

2025年12月 東京証券取引所グロース市場へ上場
 

（注1）最大出力240kWhの充電速度

（注2）「PowerX Cube」の設置・施工に関する研修を修了し当社の基準をクリアした事業者（認定販売施工会社）

と、当社製品の販売、施工及びメンテナンスにおいて協業する制度

（注3）「PowerX Hypercharger Pro」 の設置・施工に関する研修を修了し当社の基準をクリアした事業者（認定販

売事業パートナー）と、当社製品の販売、施工及びメンテナンスにおいて協業する制度

（注4）国内外の規格とも調和しつつ、独自に定める適合基準（セキュリティ技術要件）に基づき、IoT製品に対す

る適合基準への適合性を確認・可視化する、セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度
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3 【事業の内容】

パワーエックスは蓄電型発電所(注1)を製作する会社です。

当社グループは、「永遠に、エネルギーに困らない地球」をビジョンに、「日本のエネルギー自給率の向上を実現

する」をミッションに掲げ、バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS:Battery Energy Storage System。蓄電池と

電力制御を組み合わせて、状況に応じて電力を充放電する仕組み）の開発、製造、販売から、系統用蓄電所の企画、

運用までを一貫して提供しております。

2025年2月に日本政府が閣議決定した第7次エネルギー基本計画では、2040年度に総発電量のうち再生可能エネル

ギーの割合を4～5割程度とし、最大の電源とするとの指針が示されています(注2)。また、2025年1月には米国が国連

に対してパリ協定からの離脱を通告するなど、エネルギーを巡る問題は世界規模で不確実性が高まっていますが、エ

ネルギー自給率の向上や温室効果ガス削減等課題を解決するためには、再生可能エネルギーの主力電源化が鍵であ

り、その需要は急速に高まっております。蓄電池は、太陽光や風力などで発電された電力を余剰時に蓄え、不足時に

放出することで、発生をコントロールしにくい再エネ由来の電力を需要に応じて柔軟に供給することを可能とする、

化石燃料依存の脱却を実現する次世代の代替手段であり、その発展には高度なエネルギー制御とセキュリティ対策に

よって支えられた高品質且つ低コストでアクセスのしやすいハードウェアの普及が必要不可欠です。

当社グループは、脱炭素化社会の実現に貢献するため、岡山県玉野市に建設した自社工場「Power Base」及び提携

工場で生産する蓄電池製品を利用したソリューションを提供しており、BESS事業、EVCS事業、電力事業の3つの事業か

ら構成されております。

(注1) 2022年5月の電気事業法改正以降、出力10MW以上で電力系統に直接接続する蓄電システムは「発電所」として

扱われています。当社ではこうした系統用蓄電システムを「蓄電型発電所」と称しています。

(注2) 出典：経済産業省　資源エネルギー庁「第7次エネルギー基本計画の概要(2025年2月)」
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(Made in Japanの蓄電池製造基盤)

当社グループは、岡山県玉野市の自社工場「Power Base」及び提携工場において、定置用蓄電システムや蓄電池型

急速EV充電システム等、様々な用途に応じた蓄電池製品の製造を行っております。

近年は、ウクライナ紛争の長期化や、米中間における輸出入の禁止措置など、地政学上のリスクが高まる中で、日

本でも2025年6月に施行された経済安全保障推進法において重要物資の安定的供給や、基幹インフラ役務の安定的提供

の確保に関する制度が定められるなど、経済安全保障におけるエネルギー確保の重要性が認識されております。当社

グループは製品の設計、製造、ソフトウエア開発、メンテナンスのすべてを日本で行うことで、日本のエネルギー安

全保障に貢献するというコミットメントを表した「Made in Japan宣言」を行い、以下3点をお約束します。

① 日本国内で設計、組み立てられた製品

製品開発・生産拠点は、100％日本国内。岡山県玉野市に所在する自社工場及び提携工場にて高品質で信頼性のあ

る蓄電池製品を組立て。

② 自社開発ソフトウエアによるセキュリティの確保

国内のインフラを外部から守るために開発された自社ソフトウエア。電力の送配電等の基幹システムへのサイ

バー攻撃リスクを最小化し、国内電力の安定供給を支える。

③ 万全なサポート体制

当社グループの製品は、自社システムで24時間監視可能。技術サポートの専門チームが製品導入後の運営やトラ

ブル対応など、あらゆるサポートをオンサイトで提供。

当社グループは、多額の設備投資が必要な電池セル及び電池モジュール（電力を蓄える最小単位であるセルを、用

途に合わせて複数組み合わせて電圧や容量を向上させたものがモジュール）の製造を自社では行わず、その時点で最

も高品質でコスト競争力の高い電池セル及び電池モジュールを購入するビジネスモデルを採用しております。これに

より、電池セル及び電池モジュールの製造設備への投資や開発コストの負担を軽減し、低価格の製品提供が可能と

なっております。また、定置用蓄電池、急速EV充電器等の様々な蓄電池製品に使用する電池セル及び電池モジュール

は共通のものを調達し、それらを用いて製品を量産することで低価格化を図るとともに、今後拡大する蓄電池需要に

対応することができます。

また、当社グループでは、電池セルとして、三元系リチウムイオン電池に比べて異常時に熱暴走しにくいリン酸鉄

リチウムイオン電池を使用しており、それに加え、自社開発のバッテリー安全保護システム(BMS:Battery Management

System)により、過電圧、過放電、過電流、高温／低温、電気回路のショートなどのあらゆるトラブルから電池を保護

します。リン酸鉄リチウムイオン電池は、コバルト系や三元系のリチウムイオン電池と比べてエネルギー密度は低い

ものの、ニッケル、マンガン、コバルト等の希少性の高い鉱物資源を使用しているため原価が高騰しているコバルト

系や三元系のリチウムイオン電池よりも比較的安価であります。リン酸鉄リチウムイオン電池の定置用蓄電池への使

用は広く普及しつつあり、今後一層のコストカットも期待できます。

 
2025年12月31日時点における生産能力は以下のとおりです。

工場 所在地 対象製品 年間生産能力

Power Base 岡山県玉野市
PowerX Hypercharger
PowerX Cube

480台
（171MWh）

提携工場 岡山県玉野市 PowerX Mega Power
400台
（1,096MWh）
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当社グループが提供する蓄電池製品の主なラインナップは以下のとおりであります。
 

 
(BESS事業)

当事業は、主に大型定置用蓄電システム「PowerX Mega Power」、中型定置用蓄電システム「PowerX Cube」の販売

及びメンテナンスを行っております。「PowerX Mega Power」は、2.7MWhの大容量となっており、発電所等における電

力の発生から消費に至る一連の電力供給システムに接続する電力系統用、自社拠点に設置して利用する産業・商業用

のどちらにも利用可能で、再生可能エネルギーの有効な活用を可能とします。「PowerX Cube」は、産業用及び商業用

に設計された中型の定置用蓄電池で「PowerX Mega Power」よりも設置面積が小さく、様々な用途に展開できます。ま

た、当社のBESS事業では、バッテリー貯蔵システム(ESS)、パワーコンディショナー(PCS)、変圧器(TR)、パワー管理

システム(PMS)、エネルギー管理システム(EMS)、アグリゲーション・コーディネーター(AC/RA)などの、周辺インフラ

からエネルギーソリューションを含めた製商品及びサービスをラインナップしております。

BESS事業における主要顧客は、発電事業者や都市開発業者、不動産業者、自動車関連メーカーや機器メーカー及び

物流事業者など、幅広い業種にわたっております。また、当社グループが販売した蓄電池製品は、系統接続による電

力の売買や、自家消費用の電力コストの削減、収益物件としての運用など、顧客のニーズに応じた用途に供されてお

ります。そのため、当社グループでは製品の購入のみを希望されるお客様から、機器購入後の運用まで一貫して任せ

たいというお客様まで、あらゆるニーズへのきめ細かい価値提供を可能とするべく、製品販売のみではなく、蓄電池

の運用管理に必要なソフトウエアの開発・提供や、販売後の保守メンテナンスを含めて当社が対応する体制を構築し

ております。

また、電力系統に接続して電力の充放電を行う蓄電施設である系統用蓄電所向けの製品販売に当たっては、日本の

エネルギー需給や系統への接続可否の調査を踏まえた導入サポートを行っているほか、自社開発の蓄電池運用システ

ム「Power OS」を用いて遠隔監視による常時保守・保全を行っており、不具合発生時も適時に把握することが可能と

なっています。
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産業・商業用では、工場、倉庫、ビルなどの脱炭素化を蓄電池が実現可能とします。太陽光発電システムに加えて

蓄電池を導入することで、従来は廃棄していた余剰発電量を蓄電池に蓄えて夜間電力として最大限活用することや、

昼夜の電力の価格差を利用して電気代を削減することが可能なほか、災害等により系統からの電力供給が途絶えた場

合の非常用電源として、BCP(BCP: Business Continuity Plan)の観点からも活用が期待されます。

 
(EVCS事業)

当事業は、蓄電池型急速EV充電システム「PowerX Hypercharger」の顧客への販売、メンテナンス及び「PowerX

Hypercharger」を利用したEVユーザー向け充電サービス「PowerX Charge Station」を展開しております。

EVCS事業では国内外のカーディーラーや自動車用品販売業者、運送業者などを主要顧客として製品を販売するほ

か、EVユーザーである個人及び法人に対して充電サービスを提供する「PowerX Charge Station」の自社拠点の運営、

及びFC拠点の運営受託を行っております。

当社が販売及び運営を行っている「PowerX Hypercharger」、「PowerX Charge Station」の特徴は以下のとおりで

す。
 

① 急速充電/高圧変電設備不要

当社グループが独自開発している「PowerX Hypercharger」は、最大出力240kWhによる短時間充電を可能とし、

商業施設等の短時間の滞在を見込む場所での充電をサポートすることができます。また、変電機・パワーコン

ディショナー・充電器を兼ね備えたオールインワンの充電設備であり、高圧変電設備及び工事が不要です。一般

商業用の低圧電力(200V)契約で利用できることから設置場所の制限が少なく、低コストでの設置が可能です。

 
② 再エネ充電可能

「PowerX Hypercharger」は、蓄電池内蔵型であるため、気候条件により発電が左右される太陽光発電等の電力

を蓄電池に蓄えることが可能となり、「再エネ満タン」、すなわち100％再生可能エネルギーによるEV充電を実現

できます。

自社で運営する「PowerX Charge Station」においては、EVユーザーの環境意識の度合いに合わせて純再エネ

100％、純再エネ70％等、系統電力から電力を選んでEVを充電することが可能となっております。

 
③ 直感的なUI(User Interface）/ UX(User Experience)アプリ

EV充電ネットワークを利用できるアプリを自社開発いたしました。アプリは使いやすさを重視したシンプルな

設計で、ユーザーは直感的な操作で予約、充電状況の確認、決済をアプリ上で完結することが可能となっており

ます。

 
④ 検索＆予約可能

日本における充電スポットの中には検索可能であるものの予約はできず現地に到着するまで使用状況がわから

ない、また時間制限がありフル充電が難しいという施設もありますが、当社の「PowerX Charge Station」は、自

社開発アプリで充電スポットを検索・予約することでスムーズに充電でき、予約時間内であればフル充電も可能

となっております。

 
(電力事業)

当事業は、蓄電池を使ったオフサイトPPA(電力の需要家が、需要場所外に発電設備を確保して再生可能エネルギー

を調達するスキーム)である「アドバンスプラン（旧X-PPA）」をはじめとした蓄電池を利用した電力提供サービス及

び蓄電所の開発、運営サービスを展開しております。

「アドバンスプラン」は、昼間の太陽光や風力等のベース電源に加えて、日中に太陽光によって発電された電力を

蓄電池に蓄え、電力需要の高まる夕方以降の時間帯に「夜間太陽光」として、オフィスビルや商業施設等に供給す

る、新たな法人向け電力販売契約(PPA)を提供するものであります。
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日本においては各地にメガソーラーが建設されるなど、太陽光発電の導入が進んでいる一方で、太陽光発電の発電

量や価格は、季節や天気等の自然要因に大きく影響を受ける上、日没後は発電できないため、夜間使用される電気の

多くはいまだ火力由来の電源に頼っている現状であります。さらには、太陽光パネルを設置するスペースが限られる

ことや、再生可能エネルギーを証明する非化石証書(注)の価格が変動することにより予測が困難であること等、法人

による再生可能エネルギーの活用には様々な課題があります。

「アドバンスプラン」では、当社グループが電力提供元として、発電元より再生可能エネルギーを購入し、オフィ

スビルや商業施設等に電力を供給しております。再生可能エネルギーが夜間も電力系統を通して供給されることで、

法人顧客は再生可能エネルギーの高い活用率を実現することが可能となります。蓄電池製品の電力需給調整の特徴を

最大限活用したこのスキームにより、顧客は自らが設定した再エネ比率での電力供給を経済的かつ安定的に受けるこ

とができ、かつ、非化石価値を取得するための手間や価格変動リスクを低減できます。当社はこの「アドバンスプラ

ン」を多くの顧客に利用いただくことで、再生可能エネルギーの有効活用と更なる普及に貢献できるものと考えてお

ります。

(注) 非化石証書とは、再生可能エネルギー等の非化石エネルギーで発電された電力の、環境価値部分を証書化した

ものであります。化石燃料等による発電とは異なり、太陽光発電や風力発電による再生可能エネルギーは、物理

的な電気の価値に加え環境価値を持っております。これを切り分け、環境価値のみを取引できるようにしたのが

非化石証書であり、非化石エネルギーの利用を促進し環境保全に貢献することを目的としております。

 
　蓄電所の開発、運営サービスは、当社がディベロッパーとして新しい蓄電所の企画・開発を行い、当該蓄電所のア

セットオーナーに当社蓄電池製品を販売、商業運転開始後に蓄電所の充放電を最適化し、蓄電所オーナーに固定収入

を保証するトーリングモデル、電力市場における運用を中心としたマーチャントモデル、これらの中間にあたるハイ

ブリッドモデルを提供し、在庫リスクを抑えた安定的な収益確保を目指しています。

 

 
(海上送電事業)

海上送電事業は、連結子会社である株式会社海上パワーグリッドが担っており、電力を海上輸送する電気運搬船を

利用した電力運搬事業の事業化を進めております。再生可能エネルギーを調達し、電気を海上輸送、系統を通して顧

客に電気を届ける事業であり、大規模な敷設工事が必要となる海底ケーブルによる送電と比較すると、環境や自然に

も著しく優しく、災害にも強い、これまでにない送電方法となります。エネルギーといえば、燃料を船で運搬する方

法が一般的でありますが、電気を電気のまま運ぶ新しい方法で、日本の抱える自然エネルギーや系統の問題を抜本的

に解決するものであります。
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当社グループが開発する電気運搬船「Power Ark」及び「Power Barge」は、船に搭載される蓄電池に電力を溜め

て、電力を目的地まで運ぶことで、陸上の電力系統でカバーできない経路を補完することや、日本の海域にある洋上

風力発電所でつくられた電力の送電、電力の需要場所から離れた場所で生まれた再生可能エネルギーの輸送を可能と

します。

 

 
 
[事業系統図]

当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。
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4 【関係会社の状況】

当社グループは、当社、連結子会社2社及び関連会社1社の計4社で構成されております。

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(又は被所有)
割合(％)

関係内容

(連結子会社)      
㈱PowerX Manufacturing

(注)1、2

岡山県

玉野市

300 蓄電池製品及びその

関連製品の製造受託

 

100 蓄電池製品等の製造委託

不動産の賃貸

役員の兼任　4名

 
㈱海上パワーグリッド

(注)1、2、3

東京都

港区

5 電気運搬船の開発・

販売、電気運搬船を

用いた海上電力輸

送、電力販売、船舶

用蓄電池の販売

 

100 役員の兼任　3名

 

(注)1．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

　 2．特定子会社であります。

   3．㈱海上パワーグリッドは2026年3月に第三者割当増資及び新株予約権の行使が行われたことにより、有価証券

報告書提出日現在の資本金は604百万円、議決権の所有割合は69.43%となっております。

　 4．上記以外に持分法非適用関連会社が1社あります。
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5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

  2025年12月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

BESS事業 29 〔3〕

EVCS事業 19 〔11〕

電力事業 4 〔3〕

報告セグメント計 52 〔17〕

調達・製造 27 〔19〕

研究開発 52 〔6〕

全社（共通） 48 〔9〕

 合計 179 〔51〕
 

(注)1．従業員数は就業人員数（当社グループ外から当社グループへの出向者を含む）であり、臨時雇用者数(契約社

員、アルバイト、パートタイマー及び人材会社からの派遣社員を含む。)は、最近1年間の平均人員数を〔　〕

内に外数で記載しております。

2．全社（共通）は本社部門に所属しているものであります。

3．前連結会計年度末に比べ従業員数が24名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い採用が増加したこ

とによるものであります。

 
(2) 提出会社の状況

   2025年12月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

163〔39〕 39.7 1.8 11,851
 

　

  2025年12月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

BESS事業 29 〔3〕

EVCS事業 19 〔11〕

電力事業 4 〔3〕

報告セグメント計 52 〔17〕

調達・製造 11 〔7〕

研究開発 52 〔6〕

全社（共通） 48 〔9〕

合計 163 〔39〕
 

(注)1．従業員数は就業人員数（グループ内への兼務出向者を含む）であり、臨時雇用者数(契約社員、アルバイト、

パートタイマー及び人材会社からの派遣社員を含む。)は、最近1年間の平均人員数を〔　〕内に外数で記載し

ております。

2．全社（共通）は本社部門に所属しているものであります。

3．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

4．最近日までの1年間において従業員数が25名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い採用が増加した

ことによるものであります。

 

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

提出会社及び連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育

児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義

務の対象ではないため、記載を省略しております。

なお、管理職に占める女性労働者の割合等の指標については、「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考

え方及び取組 (4)指標及び目標」に記載しております。
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第2 【事業の状況】

 

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 経営方針

当社グループは、「永遠に、エネルギーに困らない地球」というビジョンのもとに、「日本のエネルギー自給率

の向上を実現する」というミッションを掲げております。

日本政府は、2050年までにカーボンニュートラルを達成する目標を掲げ、再生可能エネルギーの導入に取り組ん

でおります。一方、太陽光発電や風力発電等の出力が変動する再生可能エネルギーの大規模導入に伴い、余剰電力

の発生や電力供給の安定性の確保が課題となっております。また、昨今、エネルギーを巡る問題は世界規模で不確

実性が高まっている中で、再生可能エネルギーの主力電源化が鍵とされております。

当社グループでは、自然エネルギーの普及並びに蓄電、送電技術にイノベーションを起こし、脱炭素時代を担う

次世代型のエネルギー企業を目指して社会に貢献してまいります。

 

(2) 経営環境・戦略

Bloombergが発表したデータによりますと、温室効果ガスの主要因である二酸化炭素の排出量は年々増加してお

り、1990年から2022年にかけて約1.7倍に増加しております。また、全国地球温暖化防止活動推進センターが発表し

たデータによりますと、日本の部門別の二酸化炭素排出量の主要因の約40％が電力の発電によるものとされており

ます(発電及び熱発生に伴うエネルギー起源の二酸化炭素排出量を、電気及び熱の生産者側の排出として生産者側の

部門に計上した排出量で算定)。

 

出典：(左)Bloomberg「Global total CO2 emissions」、(右)全国地球温暖化防止活動推進センター「日本の部門別二酸化炭素排出量(2023

年度)」より当社作成

また、日本における2023年のエネルギー自給率はわずか15.3％（OECD中37位）にとどまり、先進諸国と比較しエ

ネルギー資源の対外依存が高い状態が継続しております。
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出典：国際エネルギー機関(2025年10月) 「World Energy Balances Highlights」より作成。エネルギー自給率は、当該国の国内エネル

ギー生産量(PJ)÷国内総エネルギー供給量(PJ)で算出。日本のエネルギー自給率のみ、「総合エネルギー総計（1990～2023年度確

報）時系列表」（経済産業省 資源エネルギー庁）から引用。なお、国際エネルギー機関と経済産業省のエネルギー自給率算出手法

には若干の差異があることに留意。

 
このようなエネルギー情勢の中、日本政府は2025年2月に第7次エネルギー基本計画を閣議決定しております。当

エネルギー基本計画では、2040年までに温室効果ガスの排出量を2013年度から73％削減することを目指すこととし

ており、また、エネルギーの安定供給の観点から再生可能エネルギーや原子力などエネルギー安全保障に寄与し、

かつ脱炭素効果の高い電源を最大限活用することによりエネルギー自給率を向上させる必要がある旨が示されてお

ります。2040年には総発電量のうち再生可能エネルギーの割合を4～5割程度とし、最大の電源とするとの指針が示

されており、その中でも太陽光発電と風力発電が再生可能エネルギー供給構成の大きな部分を占める見込みであり

ます。

 
再生可能エネルギーの普及拡大に伴い、電力安定化に不可欠な調整力に対する需要は増加することが見込まれて

います。今後、原子力の出力が増加したとしても、過剰供給による充電ニーズ、瞬時の放電（出力）ニーズに応え

るための調整力は依然として必要であり、調整力を提供する蓄電池に対する需要がより一層高まることが想定され

ます。
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当社グループの各事業を取り巻く経営環境は以下のとおりであります。

(BESS事業)

再生可能エネルギーの調達促進、有効活用のニーズ増加に加えて、エネルギー安全保障の観点から、再生可能エ

ネルギーを蓄えることができる蓄電池は導入が加速しており、今後も市場規模の拡大が見込まれております。当社

試算による定置用蓄電池の導入ポテンシャルは、2040年までに累計291～337GWh(累計約10.1兆円)（注1）と見込ん

でおりますが、この2040年において必要と推定される蓄電池容量は、国内の原子力発電所すべての出力を上回る規

模となります。このように、蓄電池は電力の重要な供給源となることから、日本の国家安全保障の観点からも、

BESSのセキュリティ強化、堅牢な国内制御が重要となります。
 

 

（注1）経済産業省及び資源エネルギー庁を含む、様々な公表資料に基づき試算。2040年の数値は第7次エネルギー基本計画に基づく日本政府

のエネルギーミックス予測値及び2040年の総発電量の日本政府の予測値を使用して推定。2050年の数値は、総発電量と2050年の洋上風

力発電の発電量目標に関する日本政府の予測に基づいて推定されており、その他の再生可能エネルギー発電量の数値については独自の

仮定を適用。特に2050年の数値を計算する際には、2021年の再生可能エネルギー量と2040年の日本政府の目標を比較して算出した成長

率を適用。2050年の再エネ以外の電源について、原子力発電については現在建設済み・建設中の原発を超えた発電能力の増加は想定せ

ず、水素・アンモニア発電の比率については政府想定の10％を前提とした。棒グラフの陰影部分は老朽化した揚水式水力発電が耐用年

数を迎えた時点ですべて電力需要の調整機能を持つ蓄電システムに置き換わると推定した場合に必要となる蓄電容量を示しているが、

様々な要因により想定したとおりに代替が進まない可能性がある。また、2040年までの価格変動が生じないと仮定し、蓄電池システム

の単価を30,000円/kWhとして算出した。

（注2）GWh値を日本におけるリチウムイオン電池の一般的な放電時間である4時間で除して算出

（注3）日本に現在設置されている原子力発電所の平均出力（2025年時点で1,003 MW）に基づいて算出（出所: 日本原子力安全機構）

（注4）既存の国内原子力発電所の総認可発電容量（2025年時点で33.08GW）に基づき算出 （出所: 日本原子力安全機構）
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BESS（Battery Energy Storage System）事業では、系統用蓄電池や再エネ併設蓄電池、産業・商業用蓄電池など

の用途で利用可能な大型定置用蓄電システム「PowerX Mega Power」や中型定置用蓄電システム「PowerX cube」の

製造販売及びメンテナンスを行っております。当社製品は、自社開発のプラットフォーム（Power OS）で監視や制

御、セキュリティサポートを行っており、ユーザーが自ら蓄電池の状態監視・充放電制御を管理することができま

す。また、このプラットフォームはAIアプリケーションと連携しており、蓄電池で生成された充放電データをAIモ

デルに学習させることで、バッテリーや周辺機器の制御、及び蓄電池に蓄えた電力の充放電制御の最適化を図り、

その精度を向上させることを通じて卸電力市場取引の自動化や、より適切なタイミングで電力売買を行うことによ

る収益性の向上を図ることができます。

蓄電池製品の販売後においては、自社専門チーム及び外部の協力会社による保守メンテナンスや技術サポートを

提供するとともに、運用面のサポートについても顧客ニーズに対応した提案を行っております。「PowerX Mega

Power」は最長20年間の容量保証が付帯するなど、蓄電池製品は長期間の使用を想定していることから、購入後のサ

ポート体制が充実していることは、顧客の製品購入の意思決定において重要なポイントであるとともに、当社とし

てもストック型収益を獲得することができる重要な事業機会であると認識しております。

このような高い付加価値を持つ蓄電池製品及びサービスを生み出すことで、来るべき蓄電池需要に対応した事業

展開をしてまいります。

 
(EVCS事業)

EVCS(EV Charge Station)事業では、当社グループが独自開発している蓄電池型急速EV充電システム「PowerX

Hypercharger」（以下、「HC」）を急速充電ニーズが高いカーディーラーや企業へ販売するとともに、自社でもHC

を複合商業ビルや空港、コンビニや道の駅の駐車場等に設置し、「PowerX Charge Station」を運営しております。

HCを使用することで、最大出力240kWの短時間充電を可能とし、商業施設等の短時間の滞在を見込む場所や経路で

の充電をサポートすることができます。急速充電ができることで、時間の制約により充分な充電を行うことができな

いといった課題を解決し、フル充電を行うことも可能です。また、当社グループでは、EV充電ネットワークを利用で

きるアプリを自社開発しており、いつでもどこでも充電を事前予約でき、待ち時間なくスムーズな充電を可能として

おります。スマホアプリによる分かり易い操作で、予約から決済まで高いユーザビリティを付与しております。

HCの設置場所については、バッテリー容量が大きく、急速充電ニーズの高い輸入車メーカーや商用車（バス・タク

シー等）の利用が見込まれる立地を中心に展開しております。また、これまでHCは、EV向け充電のみ可能でしたが、

HCに内蔵される蓄電池を産業・商業用蓄電池としても活用出来る「PowerX Hypercharger Pro」の販売開始により、

自治体・商業施設等におけるエネルギーマネジメント需要や防災需要に応えられる商品展開を図っています。

昨今のEVの普及状況を踏まえて顧客が投資時期を来期以降に先送りする傾向が認められる一方で、電動化の流れは

徐々に進んでいることから、マクロ環境・市場環境を見極めながら、事業戦略、商品戦略を図る方針です。

 
(電力事業)

再生可能エネルギーの活用を検討する企業においても、そのニーズは高い再エネ比率の実現や、より安価な再生

エネルギー利用など様々です。電力事業では、こうした顧客のニーズに合わせて、再生可能エネルギーやその他の

安定電源と蓄電池を組み合わせた様々な電力提供サービスを提供しています。

また、2025年には大手企業を中心としたオフテイカーの登場などにより、トーリング（蓄電池の充放電する権利

を一定期間借り手（オフテイカー）に貸し出し、固定リース料を受け取るモデル）が広がり始めました。当社グ

ループでは、主に自社で製造し販売した蓄電システムを使用して、蓄電所オーナ－等が所有する系統用蓄電所等の

電力運用を行うアグリゲーションサービス（運用を基本とするマーチャントモデル、安定収入を保証するトーリン

グモデル、これらを組み合わせたハイブリッドモデルなど）の提供も行っております。当社グループの蓄電システ

ムの特徴として、「Mage in Japan」の製品であり、自社開発のクラウドベースマネジメントシステムを使用するこ

とでセキュリティの確保もできており、顧客獲得の強みとなっています。これらの強みを活用して、安定的な収益

（アグリゲーターとしての収益）の積み上げを図ります。
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(量産型データセンター事業)

昨今、生成AI（人工知能）や機械学習技術の急速な普及に伴い、大規模な演算処理能力を持つGPUサーバーなどの

計算資源を収容するデータセンターの需要が世界的に急増しております。これに伴い、データセンターにおける電

力消費量は著しく増大しており、膨大な電力をいかに安定的かつ持続可能な形で確保するかが、デジタルインフラ

の拡充における喫緊の社会課題となっております。 また、電力系統への負荷軽減や遅延低減の観点から、従来の大

規模集中型（ハイパースケール）データセンターに加え、需要地に近い場所に設置可能な分散型データセンターや

エッジコンピューティングの重要性が高まっております。弊社の試算では、2040年における国内データセンターの

推定市場規模は5.3兆円～10.4兆円（注）に達する見込みです。

こうした市場環境の変化を捉え、当社グループは、電力インフラ（Watt）と計算資源（Bit）を統合的に最適化す

る「ワット・ビット連携」の実現を目指し、量産型データセンター事業へ参入いたします。 具体的には、当社のコ

ア技術である蓄電池システムによる調整力と演算基盤を一体化した量産型コンテナデータセンター「PowerX Mega

Power DC」を開発・展開してまいります。本製品は、蓄電池を併設することで、再生可能エネルギーの発電ピーク

時に安価な電力を蓄電し電力需給が逼迫する時間帯にサーバー稼働に充てることで、系統への負担を抑えながら安

定稼働を維持するなど、電力需給バランスに応じた柔軟なエネルギーマネジメントを可能にし、エネルギー効率と

脱炭素化を両立する次世代の計算インフラを提供します。まずは、以下図表におけるフェーズ0（委託モデル）から

の事業開始を予定しております。

 

 
当社グループは、本事業を通じて、AI時代の電力課題を解決し、地域分散型の持続可能なデジタル社会の構築に

貢献してまいります。なお、2026年12月期の連結業績予想において、収益面では売上高の計上を見込まない一方、

費用面では研究開発に係る費用を織り込んでおります。量産型データセンター事業に係る製品開発と販売体制の整

備、及び顧客からの需要が想定以上であった場合、追加での投資を行う可能性がございます。

（注）2040年国内データセンター年間需要電力量予測は、電力広域的運営推進機関「第10回 将来の電力需給シナリオに関する検討会」の報

告書上の2040年電力需要シナリオを参照。平均電力は、国内データセンター年間需要電力量に8760時間を除して算出。2024年末時点の

国内データセンターの電力容量はIDC Japanの調査(https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ53203025)より2,365.8MVA。

データセンターのIT負荷は力率が高いことから0.9とおき、有効電力では概ね 2.1 GW程度に相当と弊社独自で換算。国内推定市場規模

については、2040年から2024年末時点の電力容量の差分 (3~5.9GW = 3000MW ~5900MW) に、弊社Mega Power DCの受電MWあたりのコスト

(建設+5年OPEX）17.7億円/MWを乗じて算出。弊社Mega Power DCの受電MWあたりのコストの算出方法については2026年2月13日に公開の

弊社決算説明資料 Appendix 「PowerX Mega Power DCの優位性」パート (p84)を参照。

 
(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標

当社グループは、持続的な成長性と企業価値の向上の実現に向けた達成状況を測定するため、売上高、受注残

高、EBITDA、ROA、ROE及び温室効果ガス(GHG)削減貢献量を重要な経営指標として位置付けております。

当該指標を重視する理由は下記のとおりであります。

売上高及び受注残高は、事業規模・成長性の目安であり、当社製品の市場シェアの動向把握にも適した指標であ

るためです。
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EBITDAは、多額の初期投資を必要とする当社グループにおいて、減価償却費等の一過性の償却負担に過度に左右

されることなく、企業価値の向上を目指すために適した指標であるためです。なお、EBITDAの計算式は、「EBITDA

＝営業利益＋減価償却費＋株式報酬費用」としております。

ROA、ROEは、他人資本を取り入れながら資産効率・資本効率を最適化することを表す指標として有用であるため

です。

温室効果ガス(GHG)削減貢献量は、カーボンニュートラルの実現のため自然エネルギーの爆発的普及を目指す当社

にとって、重要な指標であるためです。

 
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

①成長戦略の推進

　当社グループは、中長期的な事業拡大と収益基盤の確立に向けて、既存事業の連続的成長及び非連続的成長をバ

ランスよく遂行することが課題となっております。

　既存事業の連続的成長については、主にBESS事業の既存製品の改善・進化、製品ラインナップの拡大、ターゲッ

ト市場・顧客の深化・拡大、蓄電システムの設置・導入の効率化、保守・メンテナンス体制の更なる高度化等、電

力事業における電力販売（小売、卸、仲介）や蓄電所開発の拡大、アグリゲーションの拡大等による収益及び収益

性の拡大を図ってまいります。

　また、非連続的成長については、量産型データセンター事業の開始、BESS事業における海外進出等により収益及

び収益性の拡大を図ってまいります。

 
② 生産キャパシティの確保

　当社グループは、主にBESS事業における受注の急拡大により、生産キャパシティの拡大による供給の安定化が課

題となっており、これに対応するため、IPO時の増資や借入資金等により、工場及び生産設備の増強を図ってまいり

ます。

 
③ 部材調達価格上昇への対応

　当社グループが製造する蓄電池製品の主要な部品である電池モジュールについては、現状中国の仕入先より輸入

しております。2026年1月以降、リチウムの生産事業者の操業停止、EVや蓄電システムの好調な需要、中国による

VAT（増値税）輸出還付の段階的廃止による駆け込み需要が連動し、原料価格の高騰を招いており、仕入先からのモ

ジュール価格が上昇する可能性が生じております。リチウムの価格が落ち着く可能性があり、受注済を含む販売契

約について、価格転嫁やコスト競争力のある新製品への切り替えも行う予定であり、中長期での影響は限定的とな

るものの、短期的には業績に影響を与える可能性があります。

　また、当該電池モジュールを含む輸入品については、ドル建ての仕入を行っており、為替レートについては155円

前後を想定しておりますが、直近の変動が激しく、一定の為替予約を行っているものの、ドル建て仕入価格の予測

が困難となっております。この状況は他社も同様であり、為替レートの動向によっては販売価格に転嫁していく可

能性があるものの、短期的には業績に影響を与える可能性がございます。

　これらに対応するため、販売価格への価格転嫁、コスト競争力のある新製品への切り替え、中国以外の会社を含

む部材調達先の拡大、為替予約のカバレッジ拡大等により収益性の確保を図ってまいります。

 
④ 人材の確保と育成の強化

当社グループの継続的な事業の成長と発展のために、優秀な人材の確保と育成は重要な課題の1つと認識してお

ります。当社グループとしては積極的な採用活動を継続するとともに、社内教育の充実、適切な目標管理と人事評

価を行い、優秀な人材の確保と活用に努めてまいります。

 
⑤ 財務基盤の強化

当社グループは、運転資金に加えて、優秀な人材の採用・育成、研究開発、および製造設備への積極的な投資を

継続しており、将来の成長に向けた多額の事業資金を必要としています。これら成長投資に必要な資金を安定的に

確保するため、増資や、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約など金融機関からの

借り入れにより、安定的な事業資金の確保に取り組んでおります。
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2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 
(1) ガバナンス

当社グループでは、持続可能な成長の実現と企業価値の向上に向けて、取締役会及び執行役会を中心としたガバ

ナンス体制の下でサステナビリティに関する課題や具体的な取り組みの方向性等を審議するとともに、課題への取

り組み実績を確認しております。

 

(2) 戦略

(サステナビリティ共通)

当社グループは、事業活動を通じて、「永遠に、エネルギーに困らない地球」を目指し、経済価値及び環境・社

会価値を追求することにより、持続可能な社会の実現と当社グループの持続的な発展の両立を図るものです。「日

本のエネルギー自給率向上に貢献する」というミッションを掲げ、自然エネルギーの普及並びに蓄電、送電技術に

イノベーションを起こし、脱炭素時代を担う次世代型のエネルギー企業を目指しております。

 

(人的資本について)

当社グループが持続的な成長を遂げ、社会に貢献し続けるためには、経営戦略上「人」への投資が極めて重要で

あり、全社員が高度な専門性を備えた「プロフェッショナル」として、その能力を最大限に発揮することが不可欠

であると考えております。

その考えに基づき、当社グループが目指すべき組織像は「自律したプロフェッショナル人材による少数精鋭の機

動性の高い組織」と考えております。各人が大きな裁量を持って業務を遂行することでパフォーマンスを最大化で

きるよう、プロフェッショナル人材がその真価を発揮しやすい社内環境の整備に注力しております。

 
● 社内環境整備の方向性

多様な視点や経験を持つ人材の確保は、事業拡大とイノベーションの創出に不可欠です。当社グループでは、

「日本のエネルギー自給率の向上」を目指し、当社のミッションやビジョン、事業に深く共感するプロフェッ

ショナル人材の獲得を最優先しております。こうした高い志を共にする人材や国籍やバックグラウンドを問わず

優秀なプロフェッショナル人材を惹きつけられる組織であるために、経営方針を共有する場を四半期に一度設け

るほか、その専門性と貢献に見合った市場競争力のある適正な報酬水準で報いることで、持続的なエンゲージメ

ントの向上を図っております。市場競争力のある報酬体系を構築しております。その結果、取締役7名のうち3名

が外国籍であるほか、全従業員における外国籍比率、特にエンジニア組織においては51.5％（いずれも2025年12

月31日時点）が外国籍人材となるなど、ミッションへの共感に基づいたグローバルかつ多様性に富んだ組織を実

現しております。

こうした多様なプロフェッショナルが、それぞれのミッションに深くコミットし、パフォーマンスを最大化さ

せるためには、画一的な時間や場所に縛られない自律的な働き方が最も効率的であると考えております。この考

えに基づき、各人が一定の裁量のもとで自律的に業務を遂行できるよう、フレックスタイム制やリモートワーク

制度を導入しております。これらの柔軟な勤務形態は、社内で定められた一定のルールと、チームをはじめとし

た社内外関係者との円滑な協調を前提として運用されており、プロフェッショナルが個々の専門性を最も発揮し

やすい状況を自律的に選択し、成果を追求するための戦略的な制度と位置付けております。

同時に、入社初日から付与する法定日数以上の年次有給休暇や、病気休暇、夏季休暇等の特別休暇制度を充実

させることで、心身のコンディション管理を徹底し、メリハリをつけて仕事にも取り組むことで、中長期的な高

い生産性の維持を支援しております。今後も、性別やライフステージを問わず、全ての社員がプロフェッショナ

ルとしての能力を存分に発揮し、自己実現と組織の成長を同時に達成できるよう、各種施策の深化と浸透に努め

てまいります。
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(3) リスク管理

サステナビリティに関するリスク及び機会については、取締役会及び執行役会を中心として、識別し、重要度を

評価してまいります。識別したリスク及び機会については、必要なリスク管理体制及び手法を整備・審議し、管理

体制の有効性をレビューして、当社グループ全体のリスクマネジメントを行ってまいります。

 
(4) 指標及び目標

本書提出日現在において、目標については公表をしておりません。今後、精査を踏まえ、開示内容を拡充してい

く予定です。

 

(サステナビリティ共通)

当社グループは、カーボンニュートラルの実現に向けて、主に以下の指標を用いております。

 
GHG削減貢献量の算定概要

　算定方法（ベースライン）：

　比較可能性を担保するために、環境省公表の「全国平均排出係数（全電源平均）」を用いた想定排出量から、

当社サービス・製品の実績に基づく実際排出量（調整後排出係数等を使用）を差し引いて算出しています。

　二重計上・配分について：

　本数値は、当社サービスの提供を通じて社会全体の排出削減にどれだけ寄与したかを示す『削減貢献量』であ

り、排出権取引等に用いられるクレジットや、当社自身のScope削減量とは性質が異なります。

　データ範囲：

　対象期間における実測放電データ、およびその稼働傾向に基づき算出した推計値を使用しています。

 
GHG削減貢献量(CO2削減量)実績((A)+(B)－(C))

(A) 電力及びEV充電サービスのリカーリング収益部分によるGHG削減貢献量：

　電力について、定置用蓄電池の顧客向けのみならず、当社電力事業において再エネ電力を販売すること

により削減した量を集計しております。具体的には対象期間の顧客ごと電力使用量での全国平均排出係数

における想定排出量から、当社の再エネメニューを含めた電力使用量における調整後排出係数による実際

排出量を控除し、削減量を計算しております。

　EV充電サービスについて、対象期間におけるEVユーザー向けに再エネ電力を供給することにより削減し

た量を集計しております。具体的には対象期間の充電量での全国平均排出係数における想定排出量から、

当社の再エネメニューを含めた充電量における調整後排出係数による実際排出量を控除し、削減量を計算

しております。また、使用する電力の再エネ属性は、非化石証書等により裏付けられています。

(B) 蓄電池販売のスポット収益部分によるGHG削減貢献量：

　定置用蓄電池の顧客が対象年度において当社蓄電池を導入したことによる再エネ利用の促進により、削

減した量を集計しております。具体的には対象期間において当社蓄電池の商用運転が開始されており、当

社システムにて再エネ充放電量の全量把握ができる対象蓄電池での削減量を計算しております。

(C) 蓄電池製造時のGHG発生量：

　対象期間における蓄電池製品工場での製造時GHG発生量を集計しております。

 

　　　　2025年12月期のGHG削減貢献量(CO2削減量)実績は、9,435tとなりました。
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(人的資本について)

当社グループは、多様なプロフェッショナル人材が集まり、活躍できる組織の実現を課題の一つとしておりま

す。前述の「(2) 戦略」の実践を踏まえ、多様なバックグラウンドを持つ全ての社員が、能力を十分に発揮できる

ようにするためのベンチマークの一つとして、以下の指標を用いております。

（2025年12月31日現在）

指標 直近実績

管理職に占める女性比率 7.6％

女性従業員の割合 14.8％

男女の賃金の差異 77.9％

男性の育児休業取得率 50.0％

全社員に占めるエンジニア職社員の割合
41.2％

うち外国籍の比率：51.5％
 

 
 
3 【事業等のリスク】

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を与える可能性がある

と認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項につい

ても、投資者の投資判断上で重要であると考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に

開示しております。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、発生の可能性の

あるすべてのリスクを網羅することを保証するものではありません。

 
(1) 事業環境に関するリスクについて

①日本の経済情勢に関するリスク

　（発生可能性：中、発生時期：特定時期なし、影響度：大）

再生可能エネルギーやその技術・製品に対する需要は、当社グループが事業を展開する日本の経済情勢によって

影響を受けます。即ち、少子高齢化の進行、金利上昇やインフレの進行によって日本の経済活動が停滞し、電力需

要全体が想定よりも伸び悩む可能性や、当社グループの顧客が定置用蓄電池の設置やEV急速充電器の展開等に対す

る投資余力を失う可能性、政府が税収減少により再生可能エネルギー関連の補助金を削減する可能性があります。

このように、日本の経済情勢の悪化により、蓄電池の使用やEV急速充電器の設置が当社グループの想定したとお

りに進まない場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
② 再生可能エネルギー市場に関するリスク

　（発生可能性：中、発生時期：特定時期なし、影響度：大）

2025年2月に政府が閣議決定した第7次エネルギー基本計画では、2040年度に総発電量のうち再生可能エネルギー

の割合を4～5割程度とし、最大の電源とするとの指針が示されています。そして、この目標を達成するため、国レ

ベルと地方レベルの両方で補助金を活用する方針・施策が示されていますが、政府のエネルギー戦略が変更され、

当該計画で示された方針・施策は改定される可能性があります。このような場合には、再生可能エネルギー市場が

縮小し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループは、上記第7次エネルギー基本計画及び第三者のデータや当社独自の分析に基づき、当社グ

ループの事業が展開可能な市場に関する市場規模を推定しています（「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題

等　(2)経営環境・戦略」をご参照ください。）。しかしながら、脱炭素社会の実現に向けた政府及び企業の考え方

の変化、炭素エネルギーにおける技術革新、原発の再稼働・新設による再生可能エネルギーへの依存の低下、老朽

化した揚水式水力発電施設の蓄電池への移行の遅れ、送電網の整備不足等により、当社グループが想定するほど当

該市場が成長しない可能性があります。さらに、当社グループの事業が展開可能な市場に関する市場規模の推定が

正確であった場合でも、他社との競合等により、当社グループの事業が成長しない可能性があります。
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③ 政府及び地方自治体による補助金に関するリスク

　（発生可能性：中、発生時期：特定時期なし、影響度：大）

日本の政府及び地方自治体は、再生可能エネルギー及びその関連技術の採用を促進するための政策を採用してい

ます。特に、当社グループの蓄電池製品は、第7次エネルギー基本計画のもと、補助金の対象となっており、顧客が

受け取る補助金の多寡は、顧客が蓄電池製品を導入する意思決定に大きな影響を与えます。しかしながら政府又は

地方自治体が方針を見直したり、予告なく中止したりする等、補助金が現状と同じ水準で続く保証はなく、顧客が

受け取る補助金が想定よりも少なくなる場合などには蓄電池製品等の需要に影響し、当社グループの経営成績及び

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
④ 気候変動に関するリスク

　（発生可能性：高、発生時期：長期、影響度：中）

地球温暖化による気候変動は、異常気象による自然災害の甚大化や、森林の減少・砂漠化、生物の絶滅等、地球

規模で深刻なリスクを生じさせます。これらのリスクは、当社グループが保有する生産設備の損壊、サプライ

チェーンの機能不全、規制強化等によるコスト増加等、当社グループの事業活動の多方面に影響を及ぼす可能性が

あります。

また、地球温暖化による気候変動が想定以上に進まない場合、国、社会及び企業の再生可能エネルギーへの関心

が薄れ、補助金や設備投資の減少により当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑤ EV充電サービス需要の変動リスク

　（発生可能性：高、発生時期：短期、影響度：小）

脱炭素化を背景として、電気自動車(EV)が普及していくことを想定していますが、日本におけるEVシフトの遅れ

やEVに替わる移動手段の出現などにより想定よりも日本国内におけるEVの普及が遅れた場合や、新たな技術による

EVへの充電方法が出現した場合は、当社グループのEV急速充電器の販売やEV充電サービスの売上が減少し、当社グ

ループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、過去、特定のEVメーカーの車両が当社グ

ループのEV急速充電器を使用した場合に、当該車両が故障する事案が発生しましたが、今後類似の事案が発生した

場合、当社グループのレピュテーション、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑥ 競合リスク

　（発生可能性：高、発生時期：短期、影響度：中）

当社グループは、再生可能エネルギーの普及のために蓄電池の活用は不可欠であり、蓄電池製品をより多く普及

させるためには、蓄電池を導入する顧客がストレージパリティ（蓄電池を導入することにより経済的なメリットを

享受できる状態）を達成できる、より魅力的な経済条件で製品及びサービスを供給することが重要であると認識し

ております。当社グループは、高品質の製品を競争力のある価格で供給していくことを基本方針として事業を行っ

ておりますが、国内外の競合他社との価格競争が激化し、想定した利益を確保できない場合には、当社グループの

経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループは、経済安全保障上の観点から、日本国内の蓄電池製品市場においては日本の製造業者が海

外の製造業者よりも競争上の優位性があると考えておりますが、そのような優位性が将来にわたって継続する保証

はありません。他方、現時点における国内の主要な競合他社の中には、当社グループよりも事業規模が大きい企業

もあり、経営資源の配分によっては、当社グループよりも優位に事業を展開できる可能性があります。さらに、今

後新規の競合他社が蓄電池製品市場に参入し、当社グループよりも強い競争力を有することとなる場合、当社グ

ループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑦ 技術革新によるリスク

　（発生可能性：中、発生時期：特定時期なし、影響度：中）

当社グループは、太陽光や風力等の電源から生成されるエネルギーの余剰分を蓄電池を用いて貯蔵し、不足する

時間帯に電力を供給することにより、再生可能エネルギーの導入に不可欠な役割を果たすことができると考えてお

ります。
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しかしながら、将来的には、蓄電池に代替する革新的な蓄電技術が開発される可能性は否定することはできない

と考えております。また、現状では当社の採用するリン酸鉄リチウムイオン電池に優位性がありますが、将来的に

より低コストで高品質な技術・製品の登場によりかかる優位性が損なわれる可能性もあります。さらに、化石燃料

発電における技術革新、原子力発電、地熱発電その他の再生可能エネルギーにおける技術革新や、蓄電池における

技術革新により、当社グループの製品及びサービスの優位性が損なわれる場合、当社グループの経営成績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑧ 原材料調達に関するリスク

　（発生可能性：中、発生時期：特定時期なし、影響度：大）

当社グループが製造する蓄電池製品の主要な部品である電池モジュールについては、集中購買により低い単価で

調達することを目的として、全量を中国の仕入先1社から輸入しております。しかしながら、当該仕入先における供

給能力の低下、当該仕入先との関係の悪化、サプライチェーンにおける障害の発生、品質問題の発生、地政学リス

クの顕在化、中国国内の政治情勢の変化等により、当該仕入先からの調達が困難となる場合、当社グループの経営

成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

なお、当社グループでは当該仕入先からの主要部品の調達が困難になった場合を想定し、研究開発部門及び調達

部門が連携して、他の事業者が製造している電池モジュール等についても品質面及びコスト面での評価を行うと

いった対策を講じております。また、中国以外の東アジア及び東南アジア等からの調達についても以前から検討を

進めており、一定の目途が立っております。しかしながら、主要部品の仕入先を変更する場合、変更までに追加的

な工数及びコストを要し、円滑な製品製造及び顧客への販売を継続できないことで、当社グループの経営成績及び

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑨ 原材料価格の変動リスク

　（発生可能性：高、発生時期：短期、影響度：中）

当社グループが製造する蓄電池製品の主要な部品は、需要動向や貿易政策の変化等を受け変動します。また、原

材料調達の一部は主に米ドル建てで行っており、為替変動の影響により調達価格は変動します。こうした状況に対

して、当社グループでは、今後の生産計画を踏まえた仕入量の合意に基づく仕入価格の低減を交渉するとともに、

外貨建取引について為替予約を付すことによる為替リスクの抑制、顧客への価格転嫁を図るといった対応策を講じ

ております。しかしながら、これらの対応策が不調となった場合や、当社の想定を上回る市場価格や為替相場の変

化が生じた場合には、原材料の価格変動によって、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。

 
(2) 事業運営・組織体制に関するリスクについて

① 契約締結・履行に関するリスク

　（発生可能性：中、発生時期：特定時期なし、影響度：中）

当社グループの主力であるBESS事業における販売及び収益認識プロセスは以下のとおりであり、初回のコンタク

トから見積もり・顧客社内での承認プロセスを経て契約書締結まで平均3-4か月の期間を、また正式受注から生産・

納品・検収を経てクロージングまで平均6-7か月の期間を、それぞれ想定しております。
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上記のとおり、当社蓄電池製品の販売は、商談から納品・クロージングまでに一定の期間を要するビジネスモデ

ルとなっており、商談や要件の調整、及び顧客社内での承認や補助金申請などに想定よりも時間を要し、当社が想

定したタイミングよりも収益計上や資金回収が遅れる場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。

また、正式に受注し売買契約を締結した案件についても、用地選定や基礎工事・受電日の遅れ、当社製品以外の

資材調達の遅れ、契約後の顧客の財務状況の変化、顧客による補助金申請に対する交付決定の動向等により、予定

したとおりに契約が履行されない可能性があります。これらの事象が発生した場合には、契約に基づき期待される

売上の全部もしくは一部が計上されない、又はその計上が遅れる結果、当社グループの経営成績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。

さらに、当社グループが納品する製品に不具合が発生した場合には、予定したとおりに顧客の検収を受けること

ができず、想定した時期に売上高を計上できない可能性や、契約に定める遅延損害金を当社が顧客に支払う可能性

があります。なお、顧客への製品の納品及び稼働試験業務の提供が完了した後においても、顧客の財務状況が変化

して製品販売代金の入金が得られない、又は遅延する場合や、顧客による補助金申請に対する交付が予定通りに得

られない場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

（注）「正式受注額」とは顧客から正式に発注され、売買契約が締結された拘束力のある注文金額を指します。

 
② 主要製品の製造委託に関するリスク

　（発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：大）

当社グループは、「5 重要な契約等」に記載のとおり、三井造船特機エンジニアリング株式会社との間で大型定

置用蓄電システム「PowerX Mega Power」の製造委託契約を締結しており、当社が製造販売する「PowerX Mega

Power」はその全量を三井造船特機エンジニアリング株式会社にて組み立てていることから、当該契約は当社グ

ループの主要な事業活動の前提となる事項に該当しております。当該契約は1年ごとの自動更新となっています

が、当事者のいずれか一方が契約違反や期限の利益喪失事由に該当する場合には他方の当事者が契約を解除するこ

とが可能であるほか、双方のいずれかが契約期限満了の6か月前までに書面で通知した場合は期限を延長しないこ

とが可能となっており、三井造船特機エンジニアリング株式会社の経営方針等が大きく変更された場合には契約を

解除される可能性があります。本書提出日現在において、当該契約の継続に支障を来たす要因は発生しておらず、

また当社グループでは「PowerX Mega Power」の自社工場での生産能力の増強を計画しており、完成後は本リスク

を軽減できる見通しですが、仮に完成前に当該契約の継続が困難になった場合、「PowerX Mega Power」の製造に

重大な支障が生じ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
③ 生産キャパシティに関するリスク

　（発生可能性：中、発生時期：中期、影響度：中）

当社グループは、増加する製品需要に対応すべく生産能力の拡大を計画しております。自社保有施設の拡張に加
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え、第三者への製造委託契約を活用して生産能力を拡大していくことを予定していますが、資金調達や、契約の更

新等が何らかの事由により進行せず、または建設関連コストの大幅な上昇や建設業者が確保できない状況などが生

じることにより、生産能力を維持・拡張できなかった場合、事業拡大に遅延が生じ、当社グループの経営成績及び

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、代替施設を利用することが可能である場合であっても、当該代

替施設への移転や生産開始に時間を要する可能性や、多額の追加費用を要する可能性があり、その場合には当社グ

ループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
④ 創業者への依存に関するリスク

　（発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：中）

当社の取締役 代表執行役社長CEO伊藤正裕は、当社の創業者であり当社設立以来、経営方針や経営戦略の決定を

はじめ、会社の事業推進に重要な役割を果たしております。当社グループでは、執行役への権限委譲やコーポレー

ト・ガバナンス体制の構築により、同氏に過度に依存しない経営体制の構築を進めておりますが、何らかの事情に

より同氏が当社グループの経営を継続することが困難になった場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。

 
⑤ 人材の確保と育成に関するリスク

　（発生可能性：低、発生時期：中期、影響度：中）

当社グループの事業を推進していくためには、高度な専門知識、技能及び経験を有する人材の確保及び育成が不

可欠です。当社グループでは、「2 サステナビリティに関する考え方及び取組 （2）戦略 （人的資本について）」

に記載のとおり、プロフェッショナル人材がパフォーマンスを発揮しやすい社内環境の整備や制度設計に注力する

など、人材投資を重視しております。一方、国内を含むグローバルな人材獲得競争は激化しており、予定していた

人員の確保及び育成が計画どおりに進まない場合や既存の人材の社外流出などがあった場合、及び人材の採用や育

成に関するコストが増加する場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑥ 知的財産に関するリスク

　（発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：大）

当社グループは、自社で開発した蓄電池製品を製造、販売しておりますが、これら蓄電池製品には電力の充放電

を最適化するためのアルゴリズムや機器構成といった技術やノウハウが含まれております。また、蓄電池製品の稼

働状況を監視、制御するためのアプリケーションシステムについても自社の研究開発部門で開発しており、これら

は当社の事業運営において不可欠な知的財産であります。これらのうち、発電設備とその電力出力方法、急速充電

装置及び関連するシステム、及び移動体を用いたエネルギー輸送システムなど、当社グループが重要であると判断

したものについては国内外において特許出願を行っておりますが、第三者による当社知的財産への侵害がなされた

場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、本書提出日現在において、当社グループが他社の知的財産を侵害したこと等によって当社グループの事業

及び業績に重大な影響を及ぼす可能性のある訴訟を提起されている事実はございません。今後も知的財産に関連す

る法令を遵守して事業活動を行ってまいる所存ですが、見解の相違も含めて、他社の知的財産を侵害する可能性が

あり、こうした状況が発生した場合には、解決に時間と費用を要し、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

 
⑦ 災害等の発生リスク

　（発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：大）

地震、津波、竜巻、台風、寒波等の自然災害や戦争・テロ、紛争、その他の要因による社会混乱により、本社や

主要な事業拠点が被災し、当社グループの主要な事業機能が麻痺することにより事業継続が困難になるリスクがあ

ります。 また、当社グループが販売する製品の主要な製造拠点は岡山県に集中しており、当該地域が被災した場

合、生産活動に甚大な影響を及ぼし、顧客への製品供給停滞による販売収益の大幅な減少や、多額の設備復旧費用

及び外部委託費用の発生等が生じるリスクがあります。当社グループは、災害や事故などで被害を受けた際に、重

要な機能を可能な限り中断せず、また中断した場合にもできるだけ早急に復旧できるように、事業継続計画(BCP：

Business Continuity Plan)を策定していますが、実際に自然災害等が発生した際にBCPが有効に機能しない場合、

当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑧ 製造物責任及び製品保証リスク
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　（発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：大）

当社グループは自ら策定した管理基準に基づき製品の設計、製造を行っておりますが、将来にわたり製品に欠陥

が生じる可能性を否定することはできないと考えております。また、当社グループが締結している売買契約の中に

は、検収後一定期間の無償保証期間を設けているものや、最長20年の容量保証等を提供しているものもあります。

これらの耐用年数や製品保証期間は、電池モジュール等のメーカーから提示されている試験結果や過去の運用結果

に基づいて設定しており、また保証期間における補償費用をカバーするための保証契約を保証会社と締結するな

ど、製品保証コストの抑制を図っております。しかしながら、実際の稼働可能期間が当社グループの想定を下回

る、または保証対象事案の発生の頻度又は重要度が当該想定を上回る場合には、当社グループが想定する以上の保

証責任が発生する可能性があります。加えて、電池モジュール等の原材料の一部についてはサプライヤーによる保

証期間が20年よりも短いことから、当該期間の経過後は、当社グループが当該原材料に起因する損害についても責

任を負担する可能性があります。当社グループの製品の欠陥は大規模な製品回収(リコール)や製造物賠償責任、無

償交換・修理等により多額の費用を必要とするだけではなく、当社グループのレピュテーションに重大な影響を与

える可能性があります。当社グループは製品の販売時に製品保証引当金を計上しておりますが、当該見積りを超過

する費用が発生した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑨ 取引先との関係性に関するリスク

　（発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：中）

当社グループは蓄電池製品の購入者、調達先や物流業者、EV急速充電器の設置及び事業展開について提携してい

る自動車メーカー、外部委託先等、多くの取引先との関係性を築きながら、事業を拡大しております。しかしなが

ら、取引先の全てが品質、価格、納期の観点で当社グループにとって有利な条件で取引を継続する保証はなく、他

の取引先に変更する必要が生じ、取引条件が悪化した場合等は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。

 
⑩ 内部管理体制に関するリスク

　（発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：小）

当社グループは、創業以来、事業の立ち上げ、業容拡大に応じて管理部門等の人員増強、各種規程・マニュアル

の整備、システム導入等を進め、内部管理体制を構築してまいりました。今後も規模拡大、業容拡大に応じて内部

管理体制の充実を図っていく方針でありますが、有効な内部管理体制が整備されなかった場合、または内部管理体

制の整備及び運用に多額のコストを要する場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

 
⑪ 法規制等に関するリスク

　（発生可能性：中、発生時期：特定時期なし、影響度：大）

当社グループの事業は、環境関連、知的財産、製品及び原材料の品質・安全性、競争関連、労働関連、税務関連

等の様々な法規制等の適用を受けており、それらの法規制等を遵守し、事業活動を行っていますが、法規制等につ

いて、遵守できなかった場合や変更・改正があった場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。

 
⑫ 情報セキュリティに関するリスク

　（発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：中）

当社グループでは、事業遂行にあたり、顧客の個人情報及び機密情報を入手することがあり、また営業上・技術

上の機密情報を保有しています。不正アクセス、コンピュータウイルスによる被害、内部不正者や外注先による情

報漏洩など、不測の事態が生じてこれらの情報が外部に漏洩した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑬ 訴訟に関するリスク

　（発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：大）

当社グループでは本書提出日現在、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす訴訟等は認識しておりませんが、

将来、当社グループの法令違反の有無に関わらず何らかの原因で取引先、同業他社、株主、各種団体等による訴訟

等を提起される可能性があります。これらの訴訟等が発生した場合、及び当該訴訟等において当社グループに不利

な判断がなされた場合、当社グループの社会的信用、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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⑭ ブランド認知に関するリスク

　（発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：中）

当社グループの事業推進において、ブランドイメージや社会的信用の維持・向上は重要であると考えておりま

す。一方で、当社製品の欠陥とそれに伴う製品回収(リコール)が発生した場合や、アフターメンテナンスが適切に

行われなかった場合、及び当社グループ又はその役職員に不祥事が発生した場合、当社グループのレピュテーショ

ンに重大な悪影響を与える可能性があります。こうした状況に対して適切な対応を講じることができない場合や、

マスコミによる報道やソーシャルメディアへの書き込みなどにより当社グループに対する否定的な風評が流布され

た場合には、当社グループのブランドイメージや社会的信用が著しく毀損され、当社グループの経営成績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
(3) 財務リスク等について

① 資金調達に関するリスク

　（発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：大）

当社グループは、受注時に前受金を受領して原材料を発注することで運転資本の圧縮を図るとともに、設備投

資、研究開発、不足する運転資本等で必要な事業資金については増資及び金融機関からの借入等により調達してお

ります。今後、当社グループの経営成績、財政状態の悪化や金融情勢の変化等により、当社グループが希望する金

額、時期、条件での資金調達ができない場合、当社グループの事業展開及び財政状態等に影響を与える可能性があ

ります。 また、当社グループが締結している借入契約に付された財務制限条項（「5 重要な契約等 (2)金銭消費貸

借契約」をご参照ください。）に抵触する場合、当社グループの事業の継続性に重大な影響を及ぼす可能性や、当

社グループの借入コストやその後の資金調達に悪影響を与える可能性があります。

 
② 金利変動リスク

　（発生可能性：中、発生時期：中期、影響度：小）

当社グループは、運転資金及び設備資金について金融機関からの借入れにより資金調達を行っており、本書提出

日現在における借入は全て変動金利型となっております。今後の金利動向が上昇局面となった場合、支払利息等の

金利負担が増加することで金融収支が悪化し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。

 
③ 固定資産の減損リスク

　（発生可能性：中、発生時期：中期、影響度：小）

当社グループの事業を推進していくためには、今後も、工場設備の増強等を行うことで固定資産が増加していく

ことが想定されますが、当社グループの業績が想定したとおりに進捗しない場合、これらの固定資産の減損損失を

計上することにより、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
(4) その他、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項について

① 社歴が浅いことについて

　当社は2021年3月に設立された社歴の浅い会社であります。当社グループが属する蓄電池関連市場は、再生可能エ

ネルギーの普及と日本のエネルギー自給率の向上に蓄電池が不可欠であることから急激に成長しております。一方

で、同市場の成長には多くの不確実性があり、また、当社グループも依然として急速な成長過程にあることから、

過年度の財務情報は期間業績比較を行うには不十分な可能性があるとともに、当社グループが今後の経営環境の変

化を予測し適切に対応するための経験が不足している可能性があります。

 
② 業績の下期偏重について

　当社グループの主要顧客は12月決算や3月決算の会社が多く、また顧客が利用する補助金制度の多くが年度末（3

月末）までに受給要件を充足することが求められていることから、顧客の予算執行時期が下期に偏重する傾向にあ

り、そのため当社グループの売上高も通常、下期偏重となります。これに対して販売費及び一般管理費はその多く

が固定費であることから、当社グループが営業利益、経常利益、当期純利益を計上する場合も、その割合は下期偏

重となります。

　2025年12月期連結会計年度における四半期連結会計期間ごとの売上高及び営業損益は以下のとおりです。なお、

各四半期会計期間の数値については、有限責任監査法人トーマツのレビューを受けておりません。
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2025年12月期

第1四半期連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年3月31日)

2025年12月期

第2四半期連結会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年6月30日)

2025年12月期

第3四半期連結会計期間

(自 2025年7月1日

 至 2025年9月30日)

2025年12月期

第4四半期連結会計期間

(自 2025年10月1日

 至 2025年12月31日)

売上高

（百万円）
1,757 2,889 2,675 11,983

営業損失（△）

（百万円）
△803 △759 △619 1,505

 

 
③ 業績の期ズレについて

当社グループの蓄電池製品及び関連する商品の販売については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結

財務諸表 注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 4．会計方針に関する事項 (5)重要な収

益及び費用の計上基準」に記載したとおり、収益認識会計基準の定めに則り、製品及び商品を引渡し顧客が検収し

た時点で顧客が当該製品及び商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該時

点において収益を認識しております。しかしながら、特にBESS事業における定置用蓄電池の販売においては、納品

前の用地選定や基礎工事・受電日の遅れ、当社製品以外の資材調達の遅れ、契約後に顧客の財務状況が変化するこ

と等の顧客都合により納品・検収の遅れが生じることがあり、このような場合、当初想定時期に収益を計上でき

ず、収益計上時期が決算期末を超える場合（期ズレ）があります。事前の納期・検収時期の調整や、自社保管場

所・寄託倉庫で納品・検収等を行う条項を契約に記載し合意することで、当初想定した時期に納品・検収される施

策を行っておりますが、当該施策が適時適切に行えなかった場合や顧客に受け入れられなかった場合には、当該事

業年度における売上高が翌事業年度以降に計上されることとなり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。

 
④ 新株予約権行使による株式価値の希薄化について

当社グループでは、企業価値の向上を意識した経営の推進を図るとともに、役員及び従業員の業績向上に対する

意欲や士気を一層高めることを目的として、当社グループの役員及び従業員らに対して新株予約権(ストックオプ

ション)を付与しております（本書提出日現在の新株予約権の発行状況については「第4 提出会社の状況 1 株式等

の状況 (2)新株予約権等の状況」をご参照ください。）。本書提出日の前月末現在における当社発行済株式総数に

対する潜在株式数は5,717,600株となっており、発行済株式数37,924,300株との合計43,641,900株に対する割合は

13.10%となっております。なお、当社グループは、今後においても役員及び従業員の士気向上や優秀な人材の確保

を図るため、継続的にストックオプションの発行を実施していく予定であります。今後、これらの新株予約権が行

使された場合には、既存株主が保有する株式価値の希薄化を生じ、また、行使の結果として交付される株式の処分

の状況によっては、当社株式の需給に影響を及ぼす可能性があります。
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4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」とい

う)の状況の概要は次のとおりであります。

① 経営成績の状況

当連結会計年度における世界経済は、米国との相互関税の引下げの合意等の好材料は見られたものの、米国の政

策動向、ウクライナや中東地域における地政学リスクの影響等により、先行きは不透明な状況で推移しました。日

本経済においては、雇用・所得環境の改善もあり、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような事業環境の中、2025年2月に政府が発表した第7次エネルギー基本計画では、2040年には発電電力量の

4-5割程度を再エネとする指針が示され、令和7年度補正予算でも系統用蓄電池への支援が継続されるなど、系統用

蓄電システムの導入促進も本格化する動きが継続して見られております。こうした状況に対して当社では、コスト

競争力のある蓄電システムの国内生産及び販売活動を基盤としながら、エネルギーインフラとして長期・安定的な

稼働を実現するソフトウエアなど複数の製品、サービスを展開しております。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高19,306百万円（前期比213.4%増加）、営業損失677百万円（前期は

4,942百万円の営業損失）、経常損失1,796百万円（前期は5,702百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する当期純

損失1,646百万円（前期は8,013百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。

なお、当社グループの連結業績は、顧客が利用する蓄電池製品の購入に関する補助金制度の受給要件充足の都合

上、下半期に売上高と利益が多く計上されるため、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。

 
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

（BESS事業）

BESS（Battery Energy Storage System）事業では、系統用蓄電池や再エネ併設蓄電池、産業・商業用蓄電池な

どの用途で利用可能な大型定置用蓄電システム「PowerX Mega Power」や中型定置用蓄電システム「PowerX

cube」の製造販売を行っております。BESS事業を取り巻く事業環境としては、今後、我が国における再エネの主

力電源化や電力の安定供給に向けて、余剰となる自然エネルギーの有効活用や、自然エネルギーの変動を電力需

要に合わせて調整する調整力の確保が急務となっております。こうした状況を背景に、電力系統に直接連系する

大型の定置用蓄電システムのニーズはますます高まっており、2026年出荷予定分を中心に受注は順調に積み上

がっております。

このような環境下、当連結会計年度のBESS事業は主に「PowerX Mega Power」の納品が順調に推移したことか

ら、売上高は17,102百万円（前期比312.8%増）、セグメント利益は3,870百万円（前期比352.6%増）となりまし

た。

 
（EVCS事業）

EVCS（EV Charge Station）事業では、B2B顧客向けの蓄電池型急速EV充電システム「PowerX Hypercharger」の

製造販売や、B2C顧客向けの「PowerX Hypercharger」を活用した急速EV充電サービスを提供しており、急速充電

ニーズの高い輸入車メーカーや商用車（バス・タクシー等）を中心に「PowerX Hypercharger」を設置していま

す。また、系統への双方向の接続が可能な「PowerX Hypercharger Pro」の販売開始により、自治体・商業施設等

におけるエネルギーマネジメント需要や防災需要に応えられる商品展開を図っていきます。一方で、昨今のEVの

普及状況を踏まえて顧客が投資時期を来期以降に先送りする傾向も認められております。

このような環境下、当連結会計年度のEVCS事業は「PowerX Hypercharger」の納品が前期から減少したものの、

蓄電池製品全体の生産量増加に伴い共通部材の仕入価格が低下し製造原価が抑制されたことから、売上高は1,149

百万円（前期比29.4%減）、セグメント損失は424百万円（前期は498百万円のセグメント損失）となりました。

 
（電力事業）

電力事業では、夜間太陽光や風力など、再生可能エネルギー由来の電力を中心に、顧客ニーズに合わせた最適

な組み合わせによる電力販売を提案・提供しております。幅広い事業者に対して蓄電システムメーカーならでは

の電力プランの提案を行い電力供給を行っております。また、蓄電所事業を運営する事業者への「PowerX Mega

Power」など蓄電システムの販売、及び系統用蓄電所等の電力運用サービスの提供も行っております。
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このような環境下、当連結会計年度の電力事業は電力販売、製品販売がいずれも順調に推移したことから、売

上高は1,054百万円（前期比170.6%増）、セグメント利益は35百万円（前期は55百万円のセグメント損失）となり

ました。

 
② 財政状態の状況

当連結会計年度末における総資産は26,236百万円となり、前連結会計年度末に比べて15,405百万円増加しまし

た。これは主に、製品販売契約締結に係る前受金の受領及び新規上場に伴う株式の発行などによる現金及び預金の

増加6,209百万円、増収による売掛金及び契約資産の増加3,720百万円、受注に対応した商品及び製品の増加1,147百

万円、生産量拡大に伴う原材料及び貯蔵品の増加1,218百万円、原材料などの調達に際してサプライヤーへ支払う前

払金の増加984百万円によるものであります。

当連結会計年度末における負債は19,587百万円となり、前連結会計年度末に比べて10,427百万円増加しました。

これは主に、契約負債（主に製品の販売に関する前受金）の増加8,035百万円、増収に伴う商品仕入に対応した買掛

金の増加618百万円、業容拡大に対応する運転資金としての短期借入金の増加1,307百万円によるものであります。

当連結会計年度末における純資産は、6,648百万円となり、前連結会計年度末に比べて4,978百万円増加しまし

た。これは主に、親会社株主に帰属する当期純損失1,646百万円の計上、東京証券取引所グロース市場への新規上場

に伴う株式の発行及び第三者割当増資により資本金及び資本剰余金がそれぞれ3,177百万円増加したことによるもの

であります。

なお、2025年8月8日開催の臨時株主総会の決議に基づき、資本金7,645百万円、資本準備金9,049百万円をそれぞ

れその他資本剰余金へ振替え、当該その他資本剰余金16,694百万円を繰越利益剰余金に振替え欠損填補を行ってお

りますが、これによる純資産合計の変動はございません。

 
③ キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して6,209百万円増加し7,454百万円と

なりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。

 
 (営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは1,369百万円の収入となりました（前期は6,971

百万円の支出）。これは主に、税金等調整前当期純損失の計上2,278百万円、契約負債の増加8,065百万円、売上

債権及び契約資産の増加3,720百万円、及び棚卸資産の増加2,381百万円によるものであります。

 
 (投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは1,466百万円の支出となりました（前期は1,458

百万円の支出）。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,275百万円、国庫補助金の受取額90百万円、及び

無形固定資産の取得による支出32百万円によるものであります。

 
 (財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは6,306百万円の収入となりました（前期は8,670

百万円の収入）。これは主に、株式発行による収入6,355百万円、短期借入金の純増額1,307百万円、長期借入金

の返済による支出750百万円、及び資金調達費用の支払による支出707百万円によるものであります。

 
④ 生産、受注及び販売の状況

a 生産実績

当連結会計年度における生産実績を製品群ごとに示すと、次のとおりであります。

製品群
生産高
(百万円)

前期比
(％)

定置用蓄電池 9,529 301.9

EV急速充電器 807 41.8

合計 10,336 203.1
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(注) 1．金額は、製造原価によっております。

2．当連結会計年度において、生産実績が著しく増加いたしました。これはBESS事業におきまして、主

に「PowerX Mega Power」の2025年出荷分を中心に生産が順調に進捗したことによるものであります。

 
b 受注実績

当連結会計年度における受注実績（正式受注額）を製品群ごとに示すと、次のとおりであります。

製品群
受注高
(百万円)

前期比
(％)

受注残高
(百万円)

前期比
(％)

定置用蓄電池 48,502 496.8 36,893 622.7

EV急速充電器 979 77.2 128 65.7

合計 49,481 448.5 37,022 604.9
 

(注) 1．金額は、販売価格によっております。なお、受注高は上記期間において顧客からの正式受注に基づ

いて売買契約が締結された拘束力のある注文金額であり、受注残高は上記期間の末日において受注済

みでありかつ売上未計上の注文金額であります。

2．当連結会計年度において、受注実績が著しく増加いたしました。これはBESS事業におきまして、主

に大型の系統用蓄電池製品に係る補助金採択案件の獲得、およびプロジェクトの大型化によるもので

あります。

3．上記受注残高の売上計上予定時期は以下のとおりです。

製品群

第6期

連結会計年度

(自 2026年 1月 1日

 至 2026年12月31日)

第7期

連結会計年度

(自 2027年 1月 1日

 至 2027年12月31日)

第8期

連結会計年度

(自 2028年 1月 1日

 至 2028年12月31日)

第9期

連結会計年度

(自 2029年 1月 1日

 至 2029年12月31日)

以降

合計

定置用蓄電池 28,785 3,852 2,732 1,523 36,893

EV急速充電器 128 - - - 128

合計 28,913 3,852 2,732 1,523 37,022
 

 
c 販売実績

当連結会計年度における販売実績を製品群ごとに示すと、次のとおりであります。

製品群
販売高
(百万円)

前期比
(％)

定置用蓄電池 17,539 417.6

EV急速充電器 1,090 62.7

その他 677 304.3

合計 19,306 313.4
 

(注) 1．金額は、販売価格によっております。

2．当連結会計年度において、販売実績が著しく増加いたしました。これはBESS事業におきまして、主

に「PowerX Mega Power」の納品が順調に推移したことによるものであります。

3．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

エネルギーパワー株式会社 - - 2,641 13.7
 

 
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであり、将来生じる実際の結

果と異なる可能性がありますのでご留意ください。
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① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

a．経営成績の状況の分析

経営成績の状況の分析につきましては「(1)経営成績等の状況の概要 ① 経営成績の状況」に記載のとおりで

す。

b．財政状態の状況の分析

財政状態の状況の分析につきましては「(1)経営成績等の状況の概要 ② 財政状態の状況」に記載のとおりで

す。

 
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

キャッシュ・フローの状況につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フローの状況」に

記載のとおりであります。

当社グループの主な資金需要は、岡山県玉野市にある自社工場「Power Base」における製造ライン及び製造管理

システムへの投資、製品生産に用いる原材料等の購入、及び人件費等の諸経費の支払いであります。資金調達につ

いては現在、金融機関からの借入れ、または新株発行等によっております。資金調達の基本的な方針として、運転

資金は自己資金及び金融機関からの借入により調達し、設備投資の必要性が生じた際には投資金額、手元資金、資

本コスト等を総合的に考慮して最適な手段により調達することとしております。

 

③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお

ります。経営者は債権、固定資産の減損、繰延税金資産、引当金等に関する会計上の見積り及び判断について、過

去の実績や状況に応じて合理的と思われる様々な要因に基づき、継続して評価を行っており、その結果は資産・負

債の簿価及び収益・費用の報告数字についての判断の基礎となります。会計上の見積りは、その性質上、入手しう

る情報や判断に基づいて行うため、実際の結果は異なる場合があります。重要となる会計方針については「第5 経

理の状況 1　連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表　注記事項　（重要な会計上の見積り）」に記載しております。

 
④ 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等については、「第2 事業の状況

 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標」に記

載のとおり、主な経営指標として、売上高、受注残高、EBITDA、ROA、ROE、及び温室効果ガス(GHG)削減貢献量を

重視しております。各指標の推移は以下のとおりであります。

 
第4期連結会計年度
(自 2024年1月1日 
 至 2024年12月31日)

第5期連結会計年度
(自 2025年1月1日 
 至 2025年12月31日)

前期比増減(％)

売上高(百万円) 6,161 19,306 213.4

受注残高(百万円) 6,120 37,022 504.9

EBITDA(百万円) △4,450 △137 -

ROA(％) △82.9 △8.9 -

ROE(％) △242.7 △43.0 -

温室効果ガス(GHG)
削減貢献量（t）

3,632 9,435 159.8
 

(注) 当社は、当連結会計年度より、収益性および現金創出能力をより適切に把握するため、EBITDAの算定方

法を「営業利益＋減価償却費」から「営業利益＋減価償却費＋株式報酬費用」に変更しております。こ

れに伴い、前連結会計年度の数値についても、当該変更後の算定方法に基づき再計算した数値を記載

し、比較分析を行っております。なお、当該変更による影響額は、前連結会計年度で166百万円、当連結

会計年度で80百万円であります。
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5 【重要な契約等】

（1）製品の製造委託に関する契約

契約の相手先 契約内容 締結日 契約期間

三井造船特機エンジニアリ
ング株式会社

業務委託基本契約
大型定置用蓄電システム
「PowerX Mega Power」の
製造委託

2023年3月16日
2年間
（以後1年毎自動延長）

 

 
（2）金銭消費貸借契約

① 新生信託銀行株式会社との金銭消費貸借契約

当社は2024年1月17日付で、新生信託銀行株式会社と金銭消費貸借契約を締結しております（2025年8月7日に一部改

定）。当該金銭消費貸借契約の主な契約内容は、以下のとおりであります。

1 契約の相手先

新生信託銀行株式会社

2 当初借入金額

3,500百万円

3 返済期限

2025年7月22日より6か月ごとに返済（最終返済日2027年1月19日）

4 担保

売掛金、棚卸資産、建物、土地、機械及び装置、関係会社貸付金

5 金利

　 基準金利（全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBOR）＋適用スプレッド

6 主な借入人の義務

 (1) 当社グループの年次事業報告、決算書等を定期的に提出すること

 (2) 財務制限条項を遵守すること（注）

 
② 株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約

当社は2025年3月26日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとするコミットメントライン契約を締結しておりま

す。当該コミットメントライン契約の主な契約内容は、以下のとおりであります。

1 契約の相手先

エージェント：株式会社みずほ銀行

貸付人：株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社

2 借入枠

4,000百万円

3 コミットメント期間

2025年3月31日から2026年3月31日

4 担保

売掛金、建物、土地

5 金利

　 基準金利（全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBOR）＋適用スプレッド

6 主な借入人の義務

 (1) 当社グループの年次事業報告、決算書等を定期的に提出すること

 (2) 財務制限条項を遵守すること（注）

 
（注）詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表　注記事項（連結貸借対照表関係）」に記載の通りであります。
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6 【研究開発活動】

当社グループは、今後大幅な拡大が見込まれる蓄電池需要を背景に、コスト競争力があり、長期・安定的な稼働

が可能な蓄電池製品の研究開発に取り組んでおります。

研究開発はエンジニアリング・研究開発部が中心に推進しており、分野ごとに各事業部や調達部門などの社内部

門、及び外部の協力企業と連携しながら製品の企画・研究・開発・設計まで一貫して対応しております。エンジニ

アリング・研究開発部には2025年12月末時点で52名（臨時従業員6名は含まない）が所属しており、専門領域ごとに

チームを編成しております。各チームとその対応領域は以下のとおりです。

（Series Development Team）

大型定置用蓄電システム「PowerX Mega Power」や蓄電池型急速EV充電システム「PowerX Hypercharger」

などの蓄電池製品に係る継続的な機能改良や製造プロセスの改善、信頼性及び耐久性の評価、ユーザーイン

ターフェース（UI）及び顧客体験（UX）の改善などを担当。またコンテナデータセンター「Mega Power DC」

のプロトタイプ制作を行っております。

（Advanced Engineering Team）

今後展開する新製品に搭載するBMS（バッテリーマネジメントシステム）の機構設計、蓄電池システムやコ

ンテナデータセンターに搭載する組込みソフトウェアの開発を担当。

（Information Technology Team）

各製品のフロントエンド/バックエンドシステムの開発、及びPower OS（「PowerX Mega Power」向け運用

管理システム）やPowerX App（「PowerX Hypercharger」を用いたEVユーザー向け充電サービス向けアプリ）

など製品運用に用いるアプリケーションの開発を担当。

（Life Cycle Management・Controlling Team）

研究開発活動におけるコストエンジニアリング及び必要な部材等の調達、及びエンジニアリング・研究開

発部の全般的な運営サポートを担当。

各チームは担当する領域における研究開発をリードするとともに、案件単位では緊密に連携しながら当社グルー

プが展開する製品の性能及び品質の向上や安全性の確保に取り組んでおります。

 
当連結会計年度における当社グループの研究開発費は1,775百万円であり、主な内容は、冷却能力が高く温度管理

に優れた水冷式の電池モジュールを用いた「PowerX Mega Power 2500」（本書提出日現在において販売している

「PowerX Mega Power」では空冷式の電池モジュールを採用）のプロトタイプ制作といった陸用蓄電池製品や船舶用

蓄電池に使用する水冷モジュール、コンテナデータセンター「Mega Power DC」の新規開発であります。

なお、上記の研究開発の金額は特定のセグメントに関連付けられないため、セグメント別の記載は行っておりま

せん。
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第3 【設備の状況】

 

1 【設備投資等の概要】

当社グループは拡大する顧客需要に対応するための製造設備の増強や業務効率化に資する設備の導入、及び研究開

発力の強化のための設備投資を継続的に実施しています。

当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は1,370百万円であり、主なものは当社製品を用いたEV

充電サービス提供のための自社CS拠点充電設備の取得であります。

なお、当社グループの主要な設備は各報告セグメントに製品を供給する工場設備及び本社及び事務所など全社資産

であるため、セグメント区分による記載はしておりません。

 
 
2 【主要な設備の状況】

事業所別の主要な設備は、次のとおりであります。なお、当社グループの主要な設備は各報告セグメントに製品を

供給する工場設備及び本社及び事務所など全社資産であるため、セグメント区分による記載はしておりません。

(1) 提出会社

      2025年12月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物

建物附属設備
土地
(面積㎡)

工具器具
備品

機械装置 その他 合計

Power Base第1工場
(岡山県玉野市)
(注5、6)

工場設備 1,909
1,001

(28,272)
86 360 224 3,581

－
(－)

東京オフィス
(東京都港区)

事務所設備 103 － 21 － 61 185
126
(33)

アクソール六本木
(東京都港区)
(注7)

事務所設備 109 － 9 － － 118
－
(－)

POWERD LAB
(東京都大田区)

研究開発設備 84 － 175 － 8 268
37
(6)

 自社CS拠点（38拠点）
 （東京都江東区 他）

機械設備 － － － 540 － 540
－
(－)

 

(注) 1．現在休止中の主要な設備はありません。

2．帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具、ソフトウエア及び建設仮勘定の合計であります。

3．従業員数の(　)は、臨時雇用者数(契約社員、アルバイト、パートタイマー及び人材会社からの派遣社員を含

む。)の最近1年間の平均人員数を外書きしております。

4．建物及び土地を一部賃借しております。年間賃借料は下記のとおりであります。なお、POWERD LABは2025年7

月に開設し業務を開始しており、川崎ラボは2025年10月に退去しております。

東京オフィス　　     ：84百万円

アクソール六本木     ：88百万円

POWERD LABO　　　　　 ：52百万円

川崎ラボ　　　　     ：22百万円

5．貸与している土地1,001百万円(28,272㎡)を含んでおり、子会社である株式会社PowerX Manufacturingに貸与

しております。

6．Power Base(岡山県玉野市)には、外部委託先に設置している当社保有の設備が含まれております。

7．アクソール六本木は、主にBESS事業及びEVCS事業に所属する役員及び従業員が勤務する東京オフィスの拡張

スペースであります。東京オフィスとアクソール六本木は相互に従業員の行き来があることから、東京オ

フィス従業員数として一括で集計しております。
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(2) 国内子会社

       2025年12月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数
(名)建物

建物付属設
備

土地
(面積㎡)

工具器具
備品

機械装置 その他 合計

㈱PowerX
Manufacturing

Power Base
(岡山県玉野市)

工場設備 1 － 1 132 － 135
14
(12)

 

(注) 1．現在休止中の主要な設備はありません。

2．従業員数の(　)は、臨時雇用者数(契約社員、アルバイト、パートタイマー及び人材会社からの派遣社員を含

む。)の最近1年間の平均人員数を外書きしております。

3．土地は親会社である株式会社パワーエックスから賃借しております。

 
 
3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

足元の受注残の積み上がり、及び前述の外部環境における蓄電池需要の増大を踏まえた、自社工場及び蓄電池製品

製造ラインの増設を計画しております。また、現在、複数のオフィスに分散している本社機能を集約することでコ

ミュニケーションをより円滑にして業務効率を向上させることを目的に、東京オフィスの移転を計画しております。

 

会社名
事業所名
(所在地)

設備の内容
投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定
年月

完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

提出
会社

Power Base第2工
場
(岡山県玉野市)

蓄電池製
品製造設
備

8,615 －
増資資金、自己
資金及び借入金

2026年12月 2028年7月
年間生産能
力6.8GWh
(注)1

東京オフィス
(東京都中央区)

本社機能 985 19
増資資金、自己
資金及び借入金

2025年6月 2026年8月 (注)2

Power Base第1工
場
(岡山県玉野市)

蓄電池製
品製造設
備

2,000 －
自己資金及び借
入金

2026年3月 2027年1月
年間生産能
力2GWh
(注)3

Power Base
Hokkaido
(北海道苫小牧市)

蓄電池製
品製造設
備

3,000 －
自己資金及び借
入金

2026年3月 2027年6月
年間生産能
力2GWh
(注)4

 

(注)1．生産能力は、「PowerX Mega Power 2500」の生産可能台数2,720台に同製品のストレージ容量を乗じて算出し

ております。生産可能台数はPower Base第2工場及び岡山のパートナー工場双方の拡張計画に基づいており、両

工場がそれぞれ1ライン2交代制で稼働することを前提として算出しております。

   2．完成後の増加能力については、見積もることが困難であることから記載しておりません。

   3．生産能力は、「PowerX Mega Power 2500」の生産可能台数800台に同製品のストレージ容量を乗じて算出して

おります。また、生産可能台数は2ライン・常昼で稼働することを前提として算出しております。

   4．生産能力は、「PowerX Mega Power 2500」の生産可能台数800台に同製品のストレージ容量を乗じて算出して

おります。また、生産可能台数は2ライン・常昼で稼働することを前提として算出しております。

   5．設備投資を計画している資産は各報告セグメントに製品を供給する工場及び東京オフィスなど全社資産である

ため、セグメント区分による記載はしておりません。

　  6．「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等　(1)連結財務諸表　注記事項（重要な後発事象）（重要な設備投資）」

に記載のとおり、2026年2月27日の執行役会において、Power Base第1工場への「PowerX Mega Power」製造ライ

ンの増設、及びPower Base Hokkaidoの設置について決議いたしました。また、2026年3月23日の執行役会にお

いて、Power Base Hokkaidoの土地及び建物の取得について決議し、同日付で土地建物売買契約を締結しており

ます。

 
(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 128,000,000

計 128,000,000
 

(注) 2025年8月8日開催の臨時株主総会において、定款の一部変更を行い、同日付でAA種株式、A種優先株式、A-1種優

先株式、A-2種優先株式、B種優先株式、B-1種優先株式、B-2種優先株式、C種優先株式、C-1種優先株式に関する定

款の定めを廃止するとともに、定款第9条に定める株式の譲渡制限を廃止し、会社法第113条の規定に基づき、発行

可能株式総数を200,000株から128,120株へ変更しております。また、2025年7月15日開催の取締役会の決議によ

り、2025年8月9日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割に伴い、会社

法第184条第2項の規定に基づき、2025年8月9日付で当社定款第6条に定める発行可能株式総数を128,000,000株へ変

更しております。

 
② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2025年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年3月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 36,353,600 37,924,300
東京証券取引所
グロース市場

完全議決権株式であり、権利内容
に何ら限定のない当社における標
準となる株式であります。なお、
単元株式数は100株であります。

計 36,353,600 37,924,300 ― ―
 

(注)1．2026年1月19日に、有償第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）に

より、発行済株式総数が1,158,200株増加しております。

2．当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2026年2月28日）までの間に、新株予約権の行使により、発行済株

式総数が412,500株増加しております。

3．提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。なお、第3回新株予約権（付与数615株）につ

いては、2023年10月に全新株予約権が放棄されております。

 
第1回新株予約権

決議年月日 2021年10月7日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社社外取締役　3
当社執行役　　　1
当社使用人　　　4

新株予約権の数(個)※ 32,010［27,060］　(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式　320,100［270,600］　(注)1、8

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 60　(注)2、8

新株予約権の行使期間※ 2021年10月15日～2031年10月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格　　61.2
資本組入額　30.6　(注)8

新株予約権の行使の条件※ (注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項※

(注)6
 

※当事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から本書提出日の前月

末現在（2026年2月28日）にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を［　］内

に記載しており、その他の事項については発行時における内容から変更はありません。

(注) 1．新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式0.01株

とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。

ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式

の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これ

らの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整

を行うことができるものとする。

2．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい

う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金60,000円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を

調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1

分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株

式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己

株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株あたり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その

他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の

調整を行うことができるものとする。
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3．増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項

に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、本新株予約権の割当日から行使期

間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行

使することができないものとする。

① 60,000円(上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価

とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同項第200条第

2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場

合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。

② 60,000円(上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を行使

価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点にお

ける当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。

③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない

場合、60,000円(上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格

を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低い

と認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内外のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、

上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が60,000円(上記2において定

められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。

(2) 新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内外のいずれかの金融商品取引所に上

場された場合（以下「株式公開」という。）または当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)

が認めた場合に限り、本新株予約権を行使することができる。

(3) 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業

員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると代表取締役(取

締役会設置会社の場合には取締役会)が認めた場合は、この限りではない。

(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことができない。

(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(7) 新株予約権者は、上記(2)の条件を満たした場合に、以下に掲げる割合を限度として、本新株予約権を行使

することができる。

① 株式公開の日から1年間：行使可能割合 33%

② ①の期間が経過した日から1年間：66%

③ ②の期間が経過した日以降：100%

5．新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認

を要しない場合には取締役の決定、または取締役会設置会社の場合には取締役会)がなされた場合は、当社

は、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が別途定める日の到来をもって、本新株予約権

の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合

は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、

「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以

下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該
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新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行

使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記5に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

7．本新株予約権は新株予約権1個につき12円で有償発行しております。

8．当社は、2025年8月9日付で普通株式1株を1,000株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的

となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 
 

第2回新株予約権

決議年月日 2021年10月7日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社顧問、アドバイザー　4［3］

新株予約権の数(個)※ 4,000［3,000］　(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式　40,000［30,000］　(注)1、8

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 60　(注)2、8

新株予約権の行使期間※ 2021年10月15日～2031年10月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格　　61.2
資本組入額　30.6　(注)8

新株予約権の行使の条件※ (注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項※

(注)6
 

※当事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から本書提出日の前月

末現在（2026年2月28日）にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を［　］内

に記載しており、その他の事項については発行時における内容から変更はありません。

(注) 1．新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式0.01株

とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。

ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式

の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これ

らの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整

を行うことができるものとする。

2．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい

う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金60,000円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を

調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1

分割(または併合)の比率
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また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株

式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己

株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株あたり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その

他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の

調整を行うことができるものとする。

3．増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項

に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、本新株予約権の割当日から行使期

間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行

使することができないものとする。

① 60,000円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価

格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同項

第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格

である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。

② 60,000円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価

格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行

時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。

③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない

場合、60,000円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下

回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著

しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内外のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、

上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が60,000円(ただし、上記2に

おいて定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。

(2) 新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内外のいずれかの金融商品取引所に上

場された場合または当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が認めた場合に限り、本新株予

約権を行使することができる。

(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または

従業員又はアドバイザー、顧問、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社関係者との間で委

任、請負等の継続的な契約関係にある者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、そ

の他正当な理由があると代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が認めた場合は、この限りでは

ない。

(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことができない。

(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5．新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認

を要しない場合には取締役の決定、または取締役会設置会社の場合には取締役会)がなされた場合は、当社

は、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が別途定める日の到来をもって、本新株予約権

の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合

は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、

「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下

の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
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(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行

使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記5に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

7．本新株予約権は新株予約権1個につき12円で有償発行しております。

8．当社は、2025年8月9日付で普通株式1株を1,000株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的

となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 
 

第4回新株予約権

決議年月日 2022年8月31日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役　1

新株予約権の数(個)※ 1,077　(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式　1,077,000　(注)1、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 190　(注)2、7

新株予約権の行使期間※ 2022年9月15日～2032年9月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格　　190.2
資本組入額　 95.1　(注)7

新株予約権の行使の条件※ (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項※

(注)5
 

※当事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2026年2月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1．新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とす

る。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。

以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、

本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、

調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これ

らの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整

を行うことができるものとする。
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2．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい

う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金190,000円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を

調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1

分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株

式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株

式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調

整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行

う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の目的である当社の普

通株式が日本国内外のいずれかの金融商品取引所に上場された場合（以下「株式公開」という。）、または

当社の取締役会が認めた場合で、割当日から2028年12月31日までにおいて次に掲げる事由が一度でも生じた

場合にのみ本新株予約権を行使することができる。

① 1株当たり5,454,540円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとす

る)を上回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が普通株式の株

価とは異なると認められる価格である場合を除く。)。

② 1株当たり5,454,540円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとす

る)を上回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株

予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。

③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、1株当たり5,454,540円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものと

する)を上回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価

よりも著しく高いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上

場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が5,454,540円(ただし、上記2

において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を上回る価格となったとき。

(2) 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から上記①の条件を満たすまでの期間において次に掲げる事由の

いずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。

① 1株当たり190,000円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)

を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第

3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認めら

れる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。

② 1株当たり190,000円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)

を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予

約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。

③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、1株当たり190,000円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとす

る)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よ

りも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上

場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が190,000円(ただし、上記2に

おいて定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。

(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役または執行役であ

ることを要する。ただし、任期満了による退任の場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合

は、この限りではない。

(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(7) 新株予約権者は、上記(1)④に基づいて新株予約権を行使する場合、以下に掲げる割合を限度として、本新

株予約権を行使することができる。
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① 株式公開の日から1年間：行使可能割合 50%

② ①の期間が経過した日から1年間：75%

③ ②の期間が経過した日以降：100%

4．新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認

(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める

日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合

は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で

取得することができる。

5．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、

「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下

の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行

使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記3に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記4に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6．本新株予約権は新株予約権1個につき200円で有償発行しております。

7．当社は、2025年8月9日付で普通株式1株を1,000株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的

となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 
 
第5回新株予約権

決議年月日 2022年8月31日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役　 1［ 1］
当社執行役　 3［ 3］
当社使用人　30［28］

新株予約権の数(個)※ 1,866［1,618］　(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式1,866,000［1,618,000］　(注)1、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 190　(注)2、7

EDINET提出書類

株式会社パワーエックス(E40934)

有価証券報告書

 46/163



新株予約権の行使期間※ 2022年9月15日～2032年9月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格　　193.8
資本組入額　 96.9　(注)7

新株予約権の行使の条件※ (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項※

(注)5
 

※当事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から本書提出日の前月

末現在（2026年2月28日）にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を［　］内

に記載しており、その他の事項については発行時における内容から変更はありません。

(注) 1．新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とす

る。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本

新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調

整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これ

らの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整

を行うことができるものとする。

2．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい

う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金190,000円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を

調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1

分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株

式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株

式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調

整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行

う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日から行使期

間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行

使することができないものとする。

① 1株当たり190,000円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)

を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第

3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認めら

れる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。

② 1株当たり190,000円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)

を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予

約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。

③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、1株当たり190,000円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとす

る)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よ

りも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上

場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が190,000円(ただし、上記2に

おいて定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。
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(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、執行役または従

業員であることを要する。ただし、任期満了による退任の場合、定年退職の場合、その他正当な理由がある

と取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(6) 新株予約権者は、(i)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内外のいずれかの金融商品取引所

に上場された場合（以下「株式公開」という。）、または(ⅱ)当社の取締役会が認めた場合に限り、本新株

予約権を行使することができる。但し、(i)に基づいて本新株予約権を行使する場合、以下に掲げる割合を限

度として、本新株予約権を行使することができる。

① 株式公開の日から1年間：行使可能割合 50%

② ①の期間が経過した日から1年間：75%

③ ②の期間が経過した日以降：100%

4．新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認

(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める

日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合

は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で

取得することができる。

5．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、

「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下

の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行

使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記3に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記4に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6．本新株予約権は新株予約権1個につき3,800円で有償発行しております。

7．当社は、2025年8月9日付で普通株式1株を1,000株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的

となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 
 

第6回新株予約権

EDINET提出書類

株式会社パワーエックス(E40934)

有価証券報告書

 48/163



決議年月日 2022年8月31日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社顧問、アドバイザー　3

新株予約権の数(個)※ 20　(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式　20,000　(注)1、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 190　(注)2、7

新株予約権の行使期間※ 2022年9月15日～2032年9月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格　　193.8
資本組入額　 96.9　(注)7

新株予約権の行使の条件※ (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項※

(注)5
 

※当事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2026年2月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1．新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とす

る。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本

新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調

整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これ

らの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整

を行うことができるものとする。

2．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい

う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金190,000円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を

調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1

分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株

式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株

式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調

整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行

う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日から行使期間

の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使

することができないものとする。

① 1株当たり190,000円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)

を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第

3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認めら

れる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
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② 1株当たり190,000円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)

を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予

約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。

③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、1株当たり190,000円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとす

る)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よ

りも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上

場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が190,000円(ただし、上記2に

おいて定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。

(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の顧問、アドバイザー、コ

ンサルタント、その他名目の如何を問わず当社または当社関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関

係が有効に存続していることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りで

はない。

(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(6) 新株予約権者は、(i)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内外のいずれかの金融商品取引所

に上場された場合、または(ⅱ)当社の取締役会が認めた場合に限り、本新株予約権を行使することができ

る。

4．新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認

(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める

日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合

は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で

取得することができる。

5．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、

「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下

の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行

使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記3に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記4に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6．本新株予約権は新株予約権1個につき3,800円で有償発行しております。
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7．当社は、2025年8月9日付で普通株式1株を1,000株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的

となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 
 

第7回新株予約権

決議年月日 2023年10月13日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役　1

新株予約権の数(個)※ 322　(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式　322,000　(注)1、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 696　(注)2、7

新株予約権の行使期間※ 2023年10月25日～2033年10月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格　　710.2
資本組入額　355.1　(注)7

新株予約権の行使の条件※ (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項※

(注)5
 

※当事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2026年2月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1．新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とす

る。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本

新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調

整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これ

らの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整

を行うことができるものとする。

2．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい

う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金695,406円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調

整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1

分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株

式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株

式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調

整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行

う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の目的である当社の
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普通株式が日本国内外のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、または当社の取締役会が認めた場

合で、本新株予約権の割当日から2029年12月31日までにおいて次に掲げる事由が一度でも生じた場合にの

み本新株予約権を行使することができる。

① 1株当たり5,454,540円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとす

る)を上回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が普通株式の株

価とは異なると認められる価格である場合を除く。)。

② 1株当たり5,454,540円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとす

る)を上回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株

予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。

③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、1株当たり5,454,540円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものと

する)を上回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価

よりも著しく高いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上

場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が5,454,540円(ただし、上記2

において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を上回る価格となったとき。

(2) 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から上記①の条件を満たすまでの期間において次に掲げる事由

のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。

① 1株あたり695,406円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)

を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第

3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認めら

れる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。

② 1株あたり695,406円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)

を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予

約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。

③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、1株あたり695,406円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとす

る)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よ

りも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上

場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が695,406円(ただし、上記2に

おいて定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。

(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役または執行役であ

ることを要する。ただし、任期満了による退任の場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合

は、この限りではない。

(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4．新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認

(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める

日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合

は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で

取得することができる。

5．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

　当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、

「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下

の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該
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新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行

使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記3に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記4に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6．本新株予約権は新株予約権1個につき14,200円で有償発行しております。

7．当社は、2025年8月9日付で普通株式1株を1,000株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的

となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 
 

第8回新株予約権

決議年月日 2023年10月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    1［ 1］

当社執行役    3［ 3］

当社使用人　 56［54］

子会社使用人　 5［ 5］

新株予約権の数(個)※ 742［709］　(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式　742,000［709,000］　(注)1、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 696　(注)2、7

新株予約権の行使期間※ 2023年10月25日～2033年10月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格　　712.4
資本組入額　356.2　(注)7

新株予約権の行使の条件※ (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項※

(注)5
 

※当事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から本書提出日の前月

末現在（2026年2月28日）にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を［　］内

に記載しており、その他の事項については発行時における内容から変更はありません。

(注) 1．新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とす

る。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本

新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調

整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これ

らの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整

を行うことができるものとする。

2．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
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本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい

う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金695,406円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調

整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1

分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株

式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株

式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調

整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行

う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日から行使期間

の満了日までの期間において次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権

を行使することができないものとする。

① 1株あたり695,406円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)

を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第

3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認めら

れる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。

② 1株あたり695,406円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)

を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予

約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。

③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、1株あたり695,406円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとす

る)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よ

りも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上

場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が695,406円(ただし、上記2に

おいて定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。

(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、執行役または従

業員であることを要する。ただし、任期満了による退任の場合、その他正当な理由があると取締役会が認め

た場合は、この限りではない。

(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(6) 新株予約権者は、(i)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内外のいずれかの金融商品取引所

に上場された場合（以下「株式公開」という。）、または(ⅱ)当社の取締役会が認めた場合に限り、本新株

予約権を行使することができる。但し、(i)に基づいて本新株予約権を行使する場合、以下に掲げる割合を限

度として、本新株予約権を行使することができる。

① 株式公開の日から1年間：行使可能割合 50%

② ①の期間が経過した日から1年間：75%

③ ②の期間が経過した日以降：100%

4．新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認

(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める

日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合

は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で

取得することができる。

5．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
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「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下

の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行

使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記3に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記4に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6．本新株予約権は新株予約権1個につき16,400円で有償発行しております。

7．当社は、2025年8月9日付で普通株式1株を1,000株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的

となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 
 

第9回新株予約権

決議年月日 2023年10月13日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社顧問、アドバイザー　7

新株予約権の数(個)※ 80［75］　(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式　80,000［75,000］　(注)1、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 696　(注)2、7

新株予約権の行使期間※ 2023年10月25日～2033年10月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格　　712.4
資本組入額　356.2　(注)7

新株予約権の行使の条件※ (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項※

(注)5
 

※当事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から本書提出日の前月

末現在（2026年2月28日）にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を［　］内

に記載しており、その他の事項については発行時における内容から変更はありません。

(注) 1．新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とす

る。
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なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本

新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調

整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これ

らの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整

を行うことができるものとする。

2．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい

う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金695,406円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調

整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1

分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株

式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株

式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調

整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行

う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日から行使期間

の満了日までの期間において次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権

を行使することができないものとする。

① 1株あたり695,406円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)

を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第

3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認めら

れる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。

② 1株あたり695,406円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)

を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予

約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。

③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、1株あたり695,406円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとす

る)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よ

りも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上

場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が695,406円(ただし、上記2に

おいて定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。

(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の顧問、アドバイザー、コ

ンサルタント、その他名目の如何を問わず当社または当社関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関

係が有効に存続していることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りで

はない。

(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(6) 新株予約権者は、(i)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内外のいずれかの金融商品取引所

に上場された場合（以下「株式公開」という。）、または(ⅱ)当社の取締役会が認めた場合に限り、本新株

予約権を行使することができる。但し、新株予約権者のうち、本新株予約権の割当後に当社役員に就任した

者については、(i)に基づいて本新株予約権を行使する場合は以下に掲げる割合を限度として、(ⅱ)に基づい

て本新株予約権を行使する場合は取締役会が定めた個数を限度として、本新株予約権を行使することができ

る。

① 株式公開の日から1年間：行使可能割合 50%

② ①の期間が経過した日から1年間：75%
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③ ②の期間が経過した日以降：100%

4．新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認

(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める

日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合

は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で

取得することができる。

5．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、

「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下

の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行

使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記3に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記4に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6．本新株予約権は新株予約権1個につき16,400円で有償発行しております。

7．当社は、2025年8月9日付で普通株式1株を1,000株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的

となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 
 

第10回新株予約権

決議年月日 2023年10月13日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社執行役　 3［ 3］
当社使用人　35［33］

新株予約権の数(個)※ 449［350］　(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式　449,000［350,000］　(注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 60　(注)2、6

新株予約権の行使期間※ 2025年10月24日～2033年10月13日
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新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格　　60
資本組入額　30　(注)6

新株予約権の行使の条件※ (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項※

(注)5
 

※当事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から本書提出日の前月

末現在（2026年2月28日）にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を［　］内

に記載しており、その他の事項については発行時における内容から変更はありません。

(注) 1．新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とす

る。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本

新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調

整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これ

らの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整

を行うことができるものとする。

2．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい

う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金60,000円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調

整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1

分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株

式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株

式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調

整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行

う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日から行使期間

の満了日までの期間において次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権

を行使することができないものとする。

① 1株あたり60,000円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を

下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3

項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められ

る価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。

② 1株あたり60,000円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を

下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約

権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。

③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、1株あたり60,000円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとす

る)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よ

りも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上

場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が60,000円(ただし、上記2にお

いて定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。

(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、執行役または従

業員であることを要する。ただし、任期満了による退任の場合、定年退職、その他正当な理由があると取締
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役会が認めた場合は、この限りではない。

(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(6) 新株予約権者は、(i)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内外のいずれかの金融商品取引所

に上場された場合（以下「株式公開」という。）、または(ⅱ)当社の取締役会が認めた場合に限り、本新株

予約権を行使することができる。但し、(i)に基づいて本新株予約権を行使する場合、以下に掲げる割合を限

度として、本新株予約権を行使することができる。

① 株式公開の日から1年間：行使可能割合 75%

② ①の期間が経過した日以降：100%

4．新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認

(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める

日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合

は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で

取得することができる。

5．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、

「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下

の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行

使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記3に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記4に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6．当社は、2025年8月9日付で普通株式1株を1,000株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的

となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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第11回新株予約権

決議年月日 2025年4月25日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役　　　　1
当社アドバイザー　1

新株予約権の数(個)※ 555　(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式　555,000　(注)1,8

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 770　(注)2,8

新株予約権の行使期間※ 2025年5月20日～2035年5月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格　　783 
資本組入額　391.5　(注)8

新株予約権の行使の条件※ (注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項※

(注)6
 

※当事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2026年2月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1．新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とす

る。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本

新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調

整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これ

らの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整

を行うことができるものとする。

2．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい

う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金769,099円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を

調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1

分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株

式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式

交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整

し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株あたり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行

う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3．増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項

に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4．新株予約権の行使の条件
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(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の目的である当社の普

通株式が日本国内外のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、または当社の取締役会が認めた場合

で、割当日から2029年12月31日までにおいて次に掲げる事由が一度でも生じた場合にのみ本新株予約権を行

使することができる。

① 1株当たり5,454,540円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとす

る)を上回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が普通株式の株

価とは異なると認められる価格である場合を除く。)。

② 1株当たり5,454,540円(ただし、上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとす

る)を上回る価格を対価とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約

権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。

③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない

場合、5,454,540円(上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を上回る価

格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく高

いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内外のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、

上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が5,454,540円(上記2におい

て定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を上回る価格となったとき。

(2) 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から上記(1)の条件を満たすまでに期間において次に掲げる事由の

いずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。

① 769,099円(上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価

とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同項第200条第

2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場

合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。

② 769,099円(上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を行使

価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点にお

ける当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。

③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない

場合、769,099円(上記2において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格

を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低い

と認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内外のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、

上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が769,099円(上記2において

定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。

(3) 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役ま

たは従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締

役会が認めた場合は、この限りではない。

(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことができない。

(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5．新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認

を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ

て、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合

は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することがで

きる。

6．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、

「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下

の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
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え、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行

使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記5に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

7．本新株予約権は新株予約権1個につき13,000円で有償発行しております。

8．当社は、2025年8月9日付で普通株式1株を1,000株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的

となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 
 
第12回新株予約権

決議年月日 2025年4月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役　　　1
当社使用人　　 95
子会社取締役　　1
子会社使用人　 14

新株予約権の数(個)※ 691　(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式　691,000　(注)1,7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 770　(注)2,7

新株予約権の行使期間※ 2027年5月15日～2035年4月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格　　770
資本組入額　385　(注)7

新株予約権の行使の条件※ (注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項※

(注)6
 

※当事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2026年2月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1．新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とす

る。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本

新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調

整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これ

らの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整

を行うことができるものとする。

2．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい

う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金769,099円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を

調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1

分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株

式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式

交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整

し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株あたり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行

う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3．増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項

に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時においても、当

社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことができない。

(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(5) 新株予約権者は、(i)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内外のいずれかの金融商品取引所

に上場された場合（以下「株式公開」という。）、または(ⅱ)当社の取締役会が認めた場合に限り、本新株

予約権を行使することができる。但し、(i)に基づいて本新株予約権を行使する場合、以下に掲げる割合を限

度として、本新株予約権を行使することができる。

① 株式公開の日から1年間：行使可能割合 50%

② ①の期間が経過した日から1年間：75%

③ ②の期間が経過した日以降：100%

5．新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認

を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ

て、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合

は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することがで

きる。

6．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、

「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下

の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
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新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行

使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記5に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

7．当社は、2025年8月9日付で普通株式1株を1,000株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的

となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 
 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 
 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2021年3月22日
(注)1

普通株式
4,000

普通株式
4,000

40 40 ─ ─

2021年7月30日
(注)2

普通株式
6,000

普通株式
10,000

30 70 30 30

2021年9月30日
(注)3

普通株式
△5,000

A種株式
5,000

普通株式
5,000

A種株式
5,000

─ 70 ─ 30

2022年3月29日
(注)4

─

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

─ 70 ─ 30

2022年5月31日
(注)5

A-1種優先株式
2,022

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A-1種優先株式
2,022

277 347 277 307

2022年5月31日
(注)6

A-1種優先株式
18

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A-1種優先株式
2,040

2 350 2 310

2022年5月31日
(注)7

A-2種優先株式
2,037

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

500 850 500 810

2022年5月31日
(注)8

A種優先株式
5,784
 

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
5,784

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

1,577 2,427 1,577 2,387

2022年6月30日
(注)9

A種優先株式
85

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
5,869

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

23 2,450 23 2,410

2022年6月30日
(注)10

A種優先株式
869

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
6,738

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

236 2,687 236 2,647
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年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2022年8月31日
(注)11

A種優先株式
733

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
7,471

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

199 2,887 199 2,847

2022年8月31日
(注)12

A種優先株式
95

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
7,566

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

25 2,913 25 2,873

2023年7月14日
(注)13

B種優先株式
1,371

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
7,566

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

B種優先株式
1,371

958 3,872 958 3,832

2023年8月15日
(注)14

B-1種優先株式
2,409

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
7,566

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

B種優先株式
1,371

B-1種優先株式
2,409

1,350 5,222 1,350 5,182

2023年8月15日
(注)15

B-2種優先株式
628

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
7,566

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

B種優先株式
1,371

B-1種優先株式
2,409

B-2種優先株式
628

375 5,597 375 5,557
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年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2023年8月15日
(注)16

B種優先株式
1,938

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
7,566

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

B種優先株式
3,309

B-1種優先株式
2,409

B-2種優先株式
628

1,355 6,952 1,355 6,912

2024年9月13日
(注)17

C種優先株式
1,455

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
7,566

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

B種優先株式
3,309

B-1種優先株式
2,409

B-2種優先株式
628

C種優先株式
1,455

1,040 7,993 1,040 7,953

2024年9月20日
(注)18

 
C-1種優先株式

132

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
7,566

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

B種優先株式
3,309

B-1種優先株式
2,409

B-2種優先株式
628

C種優先株式
1,455

C-1種優先株式
132

95 8,088 95 8,048
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年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2024年10月31日
(注)19

C種優先株式
369

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
7,566

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

B種優先株式
3,309

B-1種優先株式
2,409

B-2種優先株式
628

C種優先株式
1,824

C-1種優先株式
132

263 8,352 263 8,312

2024年10月31日
(注)20

C種優先株式
73
 

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
7,566

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

B種優先株式
3,309

B-1種優先株式
2,409

B-2種優先株式
628

C種優先株式
1,897

C-1種優先株式
132

52 8,404 52 8,364

2024年10月31日
(注)21

C-1種優先株式
133

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
7,566

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

B種優先株式
3,309

B-1種優先株式
2,409

B-2種優先株式
628

C種優先株式
1,897

C-1種優先株式
265

95 8,499 95 8,459
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年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2024年11月29日
(注)22

C種優先株式
384

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
7,566

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

B種優先株式
3,309

B-1種優先株式
2,409

B-2種優先株式
628

C種優先株式
2,281

C-1種優先株式
265

274 8,773 274 8,733

 
2024年12月30日
(注)23

C種優先株式
441

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
7,566

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

B種優先株式
3,309

B-1種優先株式
2,409

B-2種優先株式
628

C種優先株式
2,722

C-1種優先株式
265

315 9,089 315 9,049

 
2025年2月28日
(注)24

C種優先株式
329

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
7,566

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

B種優先株式
3,309

B-1種優先株式
2,409

B-2種優先株式
628

C種優先株式
3,051

C-1種優先株式
265

235 9,324 235 9,284
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年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

 
2025年3月7日
(注)25

C種優先株式
619

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
7,566

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

B種優先株式
3,309

B-1種優先株式
2,409

B-2種優先株式
628

C種優先株式
3,670

C-1種優先株式
265

442 9,767 442 9,727

2025年6月17日
(注)26

C種優先株式
106

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
7,566

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

B種優先株式
3,309

B-1種優先株式
2,409

B-2種優先株式
628

C種優先株式
3,776

C-1種優先株式
265

75 9,843 75 9,803

2025年7月28日
(注)27

C種優先株式
102

普通株式
5,000

AA種株式
5,000

A種優先株式
7,566

A-1種優先株式
2,040

A-2種優先株式
2,037

B種優先株式
3,309

B-1種優先株式
2,409

B-2種優先株式
628

C種優先株式
3,878

C-1種優先株式
265

72 9,916 72 9,876
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年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2025年8月1日
(注)28

普通株式
27,132

AA種株式
△5,000

A種優先株式
△7,566

A-1種優先株式
△2,040

A-2種優先株式
△2,037

B種優先株式
△3,309

B-1種優先株式
△2,409

B-2種優先株式
△628

C種優先株式
△3,878

C-1種優先株式
△265

普通株式
32,132

－ 9,916 － 9,876

2025年8月9日
(注)29

普通株式
32,099,868

普通株式
32,132,000

－ 9,916 － 9,876

2025年8月26日
(注)30

－
 
普通株式

32,132,000
△7,645 2,270 △9,049 826

2025年12月18日
(注)31

普通株式
4,166,700

普通株式
36,298,700

2,351 4,621 2,351 3,177

2025年12月22日～
2025年12月23日
(注)32

普通株式
54,900

普通株式
36,353,600

12 4,634 12 3,190

 

 

(注) 1．当社の設立時発行株式の引受けに係る出資がなされたものであります。

発行価格　　　10,000円

資本組入額　　10,000円

割当先　　　　株式会社FAROUT、アキュメン株式会社

2．有償第三者割当

発行価格　　　10,000円

資本組入額　　 5,000円

割当先　　　　株式会社FAROUT、アキュメン株式会社

3．普通株式5,000株をA種株式5,000株に転換したものであります。

4．A種株式からAA種株式に名称変更したものであります。

5．第1回J-KISS型新株予約権111個をA-1種優先株式2,022株に転換したものであります。

6．第2回J-KISS型新株予約権1個をA-1種優先株式18株に転換したものであります。

7．第3回J-KISS型新株予約権200個をA-2種優先株式2,037株に転換したものであります。

8．有償第三者割当

発行価格　　　545,454円

資本組入額　　272,727円

割当先　　　 Spiral Capital Japan Fund2号投資事業有限責任組合、日本瓦斯株式会社、日本郵船株式会

社、Double Hawkfeather Pte. Ltd.、Southern Route Maritime, S.A.、BEMAC株式会社、

Caesar Sengupta、Paolo Cerruti、当社従業員1名、樋口　敦士、浅田　一憲、山本　康

正、吉野　次郎、Ben Ferguson、合同会社 K4 Ventures、東京センチュリー株式会社、三井

物産株式会社、Japan Airlines & TransLink Innovation Fund, L.P.、みずほ成長支援第4

号投資事業有限責任組合、株式会社三菱UFJ銀行、未来創造投資事業有限責任組合

9．有償第三者割当

発行価格　　　545,454円

資本組入額　　272,727円

割当先　　　　Double Hawkfeather Pte. Ltd.

10．有償第三者割当

発行価格　　　545,454円

資本組入額　　272,727円

割当先　　　　Frontive X Limited、電源開発株式会社、三菱商事株式会社
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11．有償第三者割当

発行価格　　　545,454円

資本組入額　　272,727円

割当先　　　　森トラスト株式会社、伊藤忠商事株式会社

12．有償第三者割当

発行価格　　　545,454円

資本組入額　　272,727円

割当先　　　　今治造船株式会社、株式会社三菱UFJ銀行

13．有償第三者割当

発行価額　　　1,398,656円

資本組入額　　 699,328円

割当先　　　　センコーグループホールディングス株式会社、ナミックス株式会社、株式会社脱炭素化支援

機構、Spiral Capital Japan Fund2号投資事業有限責任組合、日本瓦斯株式会社、東北電力

株式会社

14．第4回J-KISS型新株予約権540個をB-1種優先株式2,409株に転換したものであります。

15．第5回J-KISS型新株予約権150個をB-2種優先株式628株に転換したものであります。

16．有償第三者割当

発行価額　　　1,398,656円

資本組入額　　 699,328円

割当先　　　　石油資源開発株式会社、株式会社安川電機、NEC and Translink Orchestrating Future

Fund, L.P.、森トラスト株式会社、日本瓦斯株式会社、Benjamin William Ferguson、Japan

Airlines & TransLink Innovation Fund, L.P.、FRONTIVE X LIMITED、パワーエックス従業

員持株会、池添　通則

17．有償第三者割当

発行価格　　　1,430,421円

資本組入額　　715,210.5円

割当先　　　　戸田建設株式会社、SMBC日興証券株式会社、株式会社中国銀行、パワーエックス従業員持株

会、ちゅうぎんインパクトファンド投資事業有限責任組合、FRONTIVE X LIMITED、当社従業

員1名、吉田 誠之助、小川 雅人、王 貞治、Spiral Capital Japan Fund 2 号投資事業有限

責任組合

18．第6回J-KISS型新株予約権38個をC-1種優先株式132株に転換したものであります。

19．有償第三者割当

発行価格　　　1,430,421円

資本組入額　　715,210.5円

割当先　　　　東邦瓦斯株式会社、松田 久、株式会社FAROUT

20．有償第三者割当

発行価格　　　1,430,421円

資本組入額　　715,210.5円

割当先　　　　吉田 誠之助、小川 雅人、王 貞治、FRONTIVE X LIMITED

21．第6回J-KISS型新株予約権38個をC-1種優先株式133株に転換したものであります。

22．有償第三者割当

発行価格　　　1,430,421円

資本組入額　　715,210.5円

割当先　　　　豊田通商株式会社、Nagata and Company株式会社

23．有償第三者割当

発行価格　　　1,430,421円

資本組入額　　715,210.5円

割当先　　　　伊藤忠商事株式会社、永伸商事株式会社、寺田 親弘、中村 春雄

24．有償第三者割当

発行価格　　　1,430,421円

資本組入額　　715,210.5円

割当先　　　　今治造船株式会社、正栄汽船株式会社、大西 英之、川﨑 敦司、王 貞治、吉田 誠之助、小

川 雅人、永伸商事株式会社

25．有償第三者割当

発行価格　　　1,430,421円

資本組入額　　715,210.5円

割当先　　　　株式会社三菱UFJ銀行、Solaris ESG Master Fund LP、パワーエックス従業員持株会、浅田

一憲、浅田 風太
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26．有償第三者割当

発行価格　　　1,430,421円

資本組入額　　715,210.5円

割当先　　　　永伸商事株式会社、吉田 誠之助、小川 雅人、王 貞治、佐藤 昌子、チェン ミンミン、当

社従業員1名

27．有償第三者割当

発行価格　　　1,430,421円

資本組入額　　715,210.5円

割当先　　　　パワーエックス従業員持株会、大西 英之、呉 兆顕、株式会社ウェルフェアグループ、青木

良好、国吉 誠、宮原 一郎、夕田 清史、大江 太人、当社従業員1名

28．2025年7月15日開催の取締役会において、AA種株式、A種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株式、B種優

先株式、B-1種優先株式、B-2種優先株式、C-1種優先株式のすべて及びC種優先株式3,776株につき定款に定め

る取得条項に基づき取得することを決議し、2025年8月1日付で自己株式として取得し、対価として各種類株式

1株につきそれぞれ普通株式1株を交付しております。また、C種優先株式102株について、その所有者である株

主から普通株式を対価とする取得請求権が行使されたことに伴い、2025年8月1日付で自己株式として取得し、

対価としてC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。当社は、上記で取得した各種類株式のす

べてを2025年8月1日付で消却しております。

29．2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合を

もって株式分割を行っております。

30．今後の資本政策の柔軟性・機動性を図るとともに、財務内容の健全化のため、会社法第447条第1項及び第3

項の規定に基づき、2025年8月8日開催の臨時株主総会において減資を決議し、2025年8月26日付で効力が発生

したことから、資本金の額7,645百万円、資本準備金の額9,049百万円をそれぞれ減少させ、その他資本剰余金

に振替えております（減資割合77.1%）。また、同日付でその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振替え

て欠損填補に充当しております。

31．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格　　　  　1,220円

引受価額　　　　1,128.50円

資本組入額　　　 564.25円

払込総額　　  4,702百万円

32．新株予約権の行使による増加であります。

33．2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、第三者割当による新株式の発行、及び新株予約権の行使によ

り、発行済株式総数が1,570,700株、資本金及び資本準備金がそれぞれ719百万円増加しております。詳細は、

「第5 経理の状況 1 連結財務諸表　注記事項（後発事象）」に記載の通りであります。

 
 

(5) 【所有者別状況】

       2025年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

- 10 26 144 39 46 8,005 8,270 ―

所有株式数
(単元)

- 30,891 22,310 179,610 43,773 4,748 82,169 363,501 3,500

所有株式数
の割合(％)

- 8.50 6.14 49.41 12.04 1.31 22.60 100.00 ―
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(6) 【大株主の状況】

2025年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社FAROUT 東京都港区六本木一丁目6番1号 4,742 13.04

アキュメン株式会社 東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目20番1号 3,197 8.80

今治造船株式会社 愛媛県今治市小浦町一丁目4番52号 2,184 6.01

株式会社日本カストディ銀行（信
託口）

東京都中央区晴海一丁目8番12号 1,447 3.98

日本瓦斯株式会社 東京都渋谷区代々木四丁目31番地8号 1,140 3.14

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山二丁目5番1号 900 2.48

Spiral Capital Japan Fund2号投
資事業有限責任組合

東京都港区虎ノ門五丁目9番1号 773 2.13

株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 769 2.12

NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C
JAPAN FLOW
(常任代理人　野村證券株式会社)

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB,
UNITET KINGDOM
(東京都中央区日本橋一丁目13番1号)

751 2.07

持田　昌典 東京都港区 696 1.91

計 ― 16,601 45.67
 

(注)1．所有株式数の割合は、小数点第三位以下の端数を四捨五入して表示しております。

2．2025年12月19日付の臨時報告書（主要株主の異動）にてお知らせしましたとおり、2025年11月21日時点におい

て主要株主であったアキュメン株式会社は、当事業年度末現在において主要株主ではなくなりました。また、

2026年1月19日付の臨時報告書（主要株主の異動）及び2026年1月22日付の臨時報告書の訂正報告書にてお知ら

せしましたとおり、アキュメン株式会社は、本書提出日現在において主要株主となりました。

 

 
(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2025年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

363,501

完全議決権株式であり、権利内容に
何ら限定のない当社における標準と
なる株式であります。なお、単元株
は100株であります。

36,350,100

単元未満株式
普通株式  

―

 

3,500 ―

発行済株式総数 36,353,600 ― ―

総株主の議決権 ― 363,501 ―
 

 
② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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2 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】  
 

会社法第155条第1号及び会社法第155条第4号に該当するAA種株式、A種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株

式、B種優先株式、B-1種優先株式、B-2種優先株式、C種優先株式及びC-1種優先株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

取締役会（2025年7月15日）での決議状況
（取得期間 2025年8月1日）

AA種株式　     5,000
A種優先株式 　 7,566
A-1種優先株式 　2,040
A-2種優先株式 　2,037
B種優先株式　  3,309
B-1種優先株式 　2,409
B-2種優先株式　  628
C種優先株式　  3,776
C-1種優先株式　  265

－

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式
(2025年1月1日～2025年12月31日)

AA種株式　     5,000
A種優先株式 　 7,566
A-1種優先株式 　2,040
A-2種優先株式 　2,037
B種優先株式　  3,309
B-1種優先株式 　2,409
B-2種優先株式　  628
C種優先株式　  3,776
C-1種優先株式　  265

－

残存決議株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) － －
   

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合(％) － －
 

（注）2025年7月15日開催の取締役会において、AA種株式、A種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株

式、B-1種優先株式、B-2種優先株式、C-1種優先株式のすべて及びC種優先株式3,776株につき定款に定める取得条

項に基づき取得することを決議し、2025年8月1日付で自己株式として取得し、対価として各種類株式1株につきそ

れぞれ普通株式1株を交付しております。また、2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、上記で取得した各種

類株式のすべてを2025年8月1日付で消却しております。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式
(2025年1月1日～2025年12月31日)

C種優先株式　  102 －

当期間における取得自己株式 － －
 

（注）C種優先株式102株について、その所有者である株主から普通株式を対価とする取得請求権が行使されたことに伴

い、2025年8月1日付で自己株式として取得し、対価としてC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しておりま

す。また、2025年7月23日開催の取締役会決議に基づき、上記で取得したC種優先株式のすべてを2025年8月1日付で

消却しております。
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)
処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式

AA種株式
5,000

A種優先株式
7,566

A-1種優先株
2,040

A-2種優先株
2,037

B種優先株式
3,309

B-1種優先株
2,409

B-2種優先株式
628

C種優先株式
3,878

C-1種優先株式
265

－ － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割
に係る移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他(　　―　　) － － － －
     

保有自己株式数 － － － －
 

（注）2025年7月15日開催及び2025年7月23日開催の各取締役会の決議に基づき、自己株式として取得したAA種株式、A

種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式、B-1種優先株式、B-2種優先株式、C種優先株式及びC-

1種優先株式のすべてを2025年8月1日付で消却しております。

 
 
 
3 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つと認識し、将来の事業展開と経営体質の強化のために必

要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を行うことを基本方針としております。一方で、当社は現在成長過程にあ

ると認識しており、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図り、事業拡大のための投資に充

当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。このことから創業以来配当は実施して

おらず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であります。

内部留保資金については、事業拡大の投資資金として、有効に活用していく方針であります。

なお、剰余金の配当については、年1回の期末配当を基本方針と考えております。また、当社は会社法第459条第1項

の規定に基づき、剰余金の配当に係る決定機関を取締役会とする旨を定款に定めております。
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4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当社グループの長期的な競争力の維持向上を図る

ため、コーポレート・ガバナンスの強化と充実が経営の重要課題と認識しております。当社グループは株主、顧

客、従業員、取引先、社会など様々な利害関係者に対して責任ある企業経営を実現することを目的とし、コーポ

レート・ガバナンスの充実を図るとともに、適切な情報開示による透明性・健全性の向上と、市場の変化、経営環

境の変化に対応できる組織体制の構築に努めてまいります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ．企業統治の体制の概要

当社は、経営の監督機能の強化と透明性の向上、意思決定の迅速化などを図ることを目的として、指名委員

会等設置会社制度を採用しています。この体制のもとで当社は、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離

し、業務執行の権限を大幅に執行役に委譲しており、経営の効率性と監督機能の強化を図る観点から適切な体

制であると判断しています。当社の各機関の構成員は次のとおりであります。

a 取締役会

提出日（2026年3月25日）現在、取締役会は、7名の取締役(うち5名が社外取締役)で構成され、当社グルー

プの経営の基本方針を決定し、取締役及び執行役の職務の執行を監督しています。また、経営の基本方針の

決定にあたっては、持続的成長と企業価値の向上を実現するための経営戦略に関する審議を十分に行ってい

ます。取締役のうち1名は、代表執行役を兼務しています。取締役会は、定例取締役会のほか、必要に応じ機

動的に臨時取締役会を開催しております。取締役会の構成員は以下のとおりであります。

取締役会長　　　鍵本　忠尚

取締役　　　　　伊藤　正裕

社外取締役　　　パオロ・セルッティ

社外取締役　　　シーザー・セングプタ

社外取締役　　　マーク・ターセク

社外取締役　　　芹澤　貢

社外取締役　　　佐久間　達哉

 

b 指名委員会

提出日（2026年3月25日）現在、指名委員会は、社外取締役3名、取締役会長1名及び代表執行役を兼務する

取締役1名で構成されております。年1回の開催を原則とし、取締役および執行役の選任・再任・解任等に関

する議案の内容を決議しております。指名委員会の構成員は以下のとおりであります。

取締役会長　　　鍵本　忠尚

取締役　　　　　伊藤　正裕

社外取締役　　　パオロ・セルッティ

社外取締役　　　シーザー・セングプタ

社外取締役　　　マーク・ターセク

 

c 報酬委員会

提出日（2026年3月25日）現在、報酬委員会は、社外取締役3名、取締役会長1名及び代表執行役を兼務する

取締役1名で構成されております。年1回の開催を原則とし、取締役及び執行役の報酬内容決定の方針を決定

するとともに、これに基づく個人別の報酬の内容を各人の業績その他の会社への貢献度等を考慮した上で決

定しております。報酬委員会の構成員は以下のとおりであります。
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取締役会長　　　鍵本　忠尚

取締役　　　　　伊藤　正裕

社外取締役　　　パオロ・セルッティ

社外取締役　　　シーザー・セングプタ

社外取締役　　　マーク・ターセク

 
d 監査委員会

提出日（2026年3月25日）現在、監査委員会は、社外取締役2名及び取締役会長1名で構成されております。

月1回の開催を原則とし、取締役及び執行役の職務執行の監査並びに会計監査人の選任及び解任等に関する議

案の内容を決定しております。監査委員は内部監査部門と緊密に連携して監査を実施しております。監査委

員会の構成員は以下のとおりであります。

取締役会長　　　鍵本　忠尚

社外取締役　　　芹澤　貢

社外取締役　　　佐久間　達哉

 
(注) 2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役6名選任の件」を提案し

ております。当該議案が承認可決されますと、当社の取締役会の構成および各委員会メンバーと構成は

下記のとおりとなります。

地位 氏名 取締役会 指名委員会 報酬委員会 監査委員会

取締役会長 鍵本　忠尚 ○ ○ ○ ○

取締役 伊藤　正裕 ◎ ○ ○  

社外取締役 シーザー・セングプタ ○ ○ ○  

社外取締役 マーク・ターセク ○ ○ ◎  

社外取締役 芹澤　貢 ○   ◎

社外取締役 佐久間　達哉 ○ ◎ ○ ○
 

◎は機関の長（取締役会議長または委員長）、○は構成員をそれぞれ示しています。

 

e 執行役会

提出日（2026年3月25日）現在、執行役会は、執行役6名(うち、代表執行役1名)で構成されております。月

1回の開催に加え、必要に応じて臨時執行役会を開催し、取締役会決議により委任された業務を執行しており

ます。また、取締役会の決議をもって執行役の中から代表執行役及び役付執行役を選定するとともに、執行

役の職務の分掌等を定めております。執行役会の構成員は以下のとおりであります。

代表執行役社長　　　伊藤　正裕

執行役　　　　　　　藤田　利之

執行役　　　　　　　中屋　英美

執行役　　　　　　　池添　通則

執行役　　　　　　　森居　紘平

執行役　　　　　　　小嶋　祐輔

 
(注) 2026年3月27日開催予定の定時株主総会後に開催される取締役会において執行役を選任し、代表執行役

を選任する予定であります。選任後の執行役会の構成員は以下のとおりとなります。

代表執行役社長 伊藤　正裕

執行役 藤田　利之

執行役 小嶋　祐輔

執行役 森居　紘平

執行役 ラウト　ディーパック　クマール

執行役 大西 英之

執行役 吉原 博之
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f 内部監査

当社では、独立した内部監査担当部署である内部監査室を設置しており、社内の各業務が経営方針や社内

規程・会計方針に準拠して行われているか、法令を遵守しているかについて、「内部監査規程」及び内部監

査計画に基づき、定期的に内部監査を実施しております。監査委員とも連携し、経営改善が図れるよう指摘

事項の適時適切な指摘と改善報告の実施を行っております。

 
g 会計監査人

当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立の立場から会計監査が実施されておりま

す。

 
ロ．当該体制を採用する理由

当社は、指名委員会等設置会社を選択しております。指名委員会等設置会社は、監査役会設置会社や監査等

委員会設置会社と異なり、取締役会が業務執行の決定を大幅に執行役に委任し、取締役会自身は主に執行役の

監督機能の役割を担う機関設計であります。この点、当社においては指名委員会等設置会社の機関設計を採用

しており、経営の基本方針等の決定及び監督機能と業務執行の機能とを分離した方が、経営の監督機能の強

化、透明性の向上及び経営の機動性向上に資するものと判断しております。

また、指名委員会等設置会社は、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3委員会が、取締役候補者

の指名や役員報酬決定、取締役・執行役の職務執行の監査等を行う機関設計であります。この点、当社におい

ては指名委員会等設置会社の機関設計を採用した方が、役員人事や報酬に係る意思決定プロセスの高度化及び

透明性の向上、並びに取締役・執行役の職務執行に対する監督機能の強化に資するものと判断しております。

 
③ 企業統治に関するその他の事項

イ．内部統制システムの整備状況

　当社は、日常の管理業務において、社内規程に則り牽制機能を働かせながら業務を行うほか、「職務権限規程」

に応じた決裁権限を適切に行使することで、各職位が明確な権限と責任をもって業務を遂行しております。当社は

2023年7月1日開催の取締役会において、有価証券上場規程第439条で定める体制を構築するため、「内部統制シス

テムの基本方針」を決議し、2025年6月16日開催の取締役会にて一部改訂いたしました。以下は、当社が定める

「内部統制システムの基本方針」であります。

 
a 執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 執行役会は、執行役及び使用人にコンプライアンスの実践を求める。

(b) 執行役及び使用人は、当社の定めた規定に従い、企業倫理の遵守及び浸透を行う。

(c) 中立・独立の社外取締役である監査委員を含む監査委員会により、監査の充実を図る。

(d) 法務コンプライアンス部をコンプライアンスの推進に従事すべき部署とするとともに、内部監査を担当す

る内部監査室を設置して、執行役及び使用人の教育、コンプライアンスの状況の監査等を行う。

(e) 内部監査室は、法令等遵守状況についての監査を定期的に実施し、その結果を執行役社長及び監査委員会

に報告する。

 
b 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 執行役により構成される執行役会を設置し、情報及び意見の交換を促進することにより、迅速かつ効率的

な職務の執行に努める。

(b) 取締役会及び執行役会それぞれの運営及び付議事項等を定めた「取締役会規程」及び「執行役会規程」を

制定する。

(c) 社内の指揮命令系統の明確化及び責任体制の確立を図るため、経営組織、業務分掌及び職務権限に関する

諸規程を制定する。
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c 企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a) 当社及び子会社における内部統制の構築を目指し、「関係会社管理規程」を制定する。

(b) 当社執行役及び子会社の社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任

を有する。

(c) 内部監査室は、当社及び子会社の内部監査を実施し、その結果を執行役社長及び担当部署及び責任者に報

告し、必要に応じて内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。

 
d 監査委員会の職務の執行について生ずる費用に関する事項

(a) 当社は、監査委員会が監査の実施のための費用を請求する時、当該請求に係る費用が監査委員会の職務執

行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことはできないものとする。

 
e 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、その取締役及び使用人の執行役からの独立

性に関する事項並びにその使用人に対する監査委員会の指示の実効性の確保に関する事項

(a) 監査委員会の監査の実効性を高め、かつ、その職務の円滑な遂行を確保するため、監査委員会の要請に応

じ、監査委員会の職務を補助すべき取締役又は監査委員会補助員に必要に応じて監査業務を補助させる。

(b) 監査委員会の職務を補助すべき取締役又は監査業務の補助を命ぜられた監査委員会補助員は、当該監査業

務の補助に関しては、監査委員会の指示に従うものとし、執行役及び所属する部署の管理職の指揮命令を

受けないものとする。

(c) 監査委員会は、当該取締役及び監査委員会補助員の業務執行者からの独立性の確保に努めるとともに、そ

の権限、属する組織及び人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査委員会の同意権並びに監査委員会

の指示権限の明確化などを必要に応じ検討する。

 
f 取締役（監査委員である取締役を除く。）、執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制、その

他の監査委員会への報告に関する体制及び監査委員会への報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱

いを受けないことを確保するための体制

(a) 執行役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、ただちに監査委員会に報告し

なければならないものとする。

(b) 取締役（監査委員である取締役を除く。）、執行役及び使用人は、他の役員及び使用人の法令違反行為を

知ったときは、「コンプライアンス・リスク管理規程」に従い速やかに監査委員会に通報する。かかる通

報は匿名でも受け付けるものとし、また、口頭、電話、郵便等いかなる方法でも行い得るものとする。

(c) 通報を受けたときは、法務コンプライアンス部、人事総務部等の対応部署が速やかに事実関係の調査を行

うものとし、この調査にあたっては通報者のプライバシーに十分配慮しなければならないものとする。

(d) 監査委員会は、内部統制システムの構築及び運用の状況についての報告を執行役に対して定期的に求める

ほか、内部統制上の組織・規程・手続等の諸制度に変更があった場合にも執行役に対して報告を求める。

 
g 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a) 執行役の職務の執行に係る情報については、文書(電磁的記録を含む。)の整理保管、保存期限及び廃棄

ルール等を定めた「文書管理規程」及び適用法令に基づき、適正な保存及び管理を行う。

(b) 取締役及び執行役はこれらの文書を常時閲覧できる。

 
h 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

(a) 諸規定を整備し、事業活動を行うにあたり経営の脅威となりうる要因の洗い出しに取り組むとともに、そ

れら要因への対応力の強化を図る。

(b) コンプライアンス・リスク管理委員会が全社的なリスクマネジメントを統括し、各部署におけるリスクマ

ネジメントの適正化を図る。

(c) 「リスクマネジメント基本方針」に基づき、リスクマネジメントに関する社内ルール化、文書化、研修・

教育の実施を推進することを通じ、当社の経営に対するリスクの軽減を図る。
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i 反社会的勢力の排除に向けた体制

(a) 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し、弁護士や警察等とも連携し、毅然と

した姿勢で組織的に対応する。

 
j その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 監査委員会は、自ら監査を行うほか、内部監査を有効に活用し連携することで、その実効性を高める。

(b) 監査委員会は、内部監査計画について事前に報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査計画の変更を

依頼する。

(c) 監査委員会は、定期的に内部監査室から監査結果等につき報告を受け、内部監査の実施状況を監督する。

(d) 監査委員会は、定期的に情報交換を行うなど会計監査人との連携を密に行い、会計に関する監査を行う。

 
k 財務報告に係る内部統制の整備及び運用のための体制

(a) 当社及び子会社は、金融商品取引法その他の関係法令及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関

する実施基準」（金融庁・企業会計審議会公表）等に基づき、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を

定める。

(b) 当社及び子会社は、同基本方針に則り、内部統制事務局を設置し、財務報告に係る内部統制を整備し、継

続的に運用する。

(c) 当社の内部監査室は、当社及び子会社の内部統制の整備状況の適切性及び運用状況の有効性を適正に評価

するため、独立した立場から監査を実施する。

 
ロ．リスク管理体制の整備状況

当社は、事業環境の変化に対応しながら持続的な成長を達成していくため、コンプライアンス・リスク管理委員

会を設置し、リスク管理体制を構築するとともに、「コンプライアンス・リスク管理規程」を制定し、その適正な

運用を行っております。事業活動上の重大な事態が発生した場合には、コンプライアンス・リスク管理委員会に対

してその報告を行い、必要に応じてその対策について協議を行う体制となっており、また必要に応じて、弁護士、

監査法人、税理士等の外部専門家等から助言を受ける体制を構築し、リスクの早期発見及び未然防止に努めており

ます。また、事業活動上の重大な事態が発生した場合には、対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行えるよ

う、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整えております。

 

ハ．取締役の定数

当社の取締役は13名以内とする旨を定款に定めております。

 

ニ．取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、株主総会の決議によって選任することとし、取締役の選任決議は、議決権を行使

することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって

行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めており

ます。

 

ホ．株主総会の決議要件

当社は、株主総会の普通決議要件について、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を

もって行う旨を定款に定めております。

 

ヘ．責任限定契約の内容の概要

当社と取締役(業務執行取締役であるものを除く。)は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定により、同法第

423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、同法第425

条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
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ト．株主総会決議事項のうち取締役会で決議できる事項

（自己株式の取得）

当社は、経営環境の変化に対応した資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会

の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

（剰余金の配当）

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項につい

ては、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めて

おります。

（取締役及び執行役の責任免除）

当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含

む。)及び執行役(執行役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議に

よって免除することができる旨を定款に定めております。

 
④ 取締役会の活動状況

当事業年度における開催状況及び出席状況については、次のとおりであります。

役職 氏名
開催状況及び出席状況

取締役会

取締役会長 鍵本　忠尚 94％ (17/18回)

取締役 ◎　伊藤　正裕 100％ (18/18回)

社外取締役 パオロ・セルッティ 94％ (17/18回)

社外取締役 シーザー・セングプタ 89％ (16/18回)

社外取締役 マーク・ターセク 89％ (16/18回)

社外取締役 芹澤　貢 100％ (18/18回)

社外取締役 佐久間　達哉 89％ (16/18回)
 

(注) 1．( )内は、出席回数／在任中の開催回数を示しております。

2．◎は議長を示しております。

取締役会における具体的な検討内容としては、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認、執行役

による業務の報告、社内規程等の改訂、執行役選任の決議、募集株式発行の決議、その他重要な決議承認及び報告

等を行っております。

 
⑤ 指名委員会の活動状況

当事業年度における開催状況及び出席状況については、次のとおりであります。

役職 氏名
開催状況及び出席状況

指名委員会

社外取締役 ◎　パオロ・セルッティ 100％ (1/1回)

取締役会長 鍵本　忠尚 100％ (1/1回)

取締役 伊藤　正裕　 100％ (1/1回)

社外取締役 シーザー・セングプタ 100％ (1/1回)

社外取締役 マーク・ターセク 100％ (1/1回)
 

(注) 1．( )内は、出席回数／在任中の開催回数を示しております。

2．◎は委員長を示しております。

指名委員会における具体的な検討内容としては、取締役候補者についての協議と株主総会提出議案の作成、執行

役候補についての協議と取締役会提出議案の作成等を行っております。
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⑥ 報酬委員会の活動状況

当事業年度における開催状況及び出席状況については、次のとおりであります。

役職 氏名
開催状況及び出席状況

報酬委員会

社外取締役  ◎　マーク・ターセク 100％ (2/2回)

取締役会長 鍵本　忠尚 100％ (2/2回)

取締役 伊藤　正裕　 100％ (2/2回)

社外取締役 パオロ・セルッティ 50％ (1/2回)

社外取締役 シーザー・セングプタ 100％ (2/2回)
 

(注) 1．( )内は、出席回数／在任中の開催回数を示しております。

2．◎は委員長を示しております。

報酬委員会における具体的な検討内容としては、執行役に対する業績連動報酬の支給金額の決議、取締役及び執

行役の報酬額決定についての決議、及び新任執行役の報酬額決定についての決議等を行っております。

 
⑦ 監査委員会の活動状況

当事業年度における開催状況及び出席状況については、次のとおりであります。

役職 氏名
開催状況及び出席状況

監査委員会

社外取締役 ◎　芹澤　貢 100％ (12/12回)

取締役会長 鍵本　忠尚 92％ (11/12回)

社外取締役 佐久間　達哉 100％ (12/12回)
 

(注) 1．( )内は、出席回数／在任中の開催回数を示しております。

2．◎は委員長を示しております。

監査委員会における具体的な検討内容は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況」に記載のと

おりです。

 
⑧ 執行役会の活動状況

当事業年度における開催状況及び出席状況については、次のとおりであります。

役職 氏名
開催状況及び出席状況

執行役会

代表執行役 ◎　伊藤　正裕 100％ (33/33回)

執行役 　　佐藤　悦緒 93％ (25/27回)

執行役 藤田　利之 100％ (33/33回)

執行役 中屋　英美 97％ (32/33回)

執行役 池添　通則 100％ (33/33回)

執行役 森居　鉱平 91％ (30/33回)

執行役 小嶋　祐輔 100％ (33/33回)
 

(注) 1．( )内は、出席回数／在任中の開催回数を示しております。

2．◎は議長を示しております。

3．執行役佐藤悦緒氏は、2025年10月31日をもって辞任しておりますので、在任中に行われた執行役会へ

の出席状況を記載しております。

執行役会では業務執行に係る重要事項や、グループ全体に関する事業計画などグループ横断的な事項について協

議、決定を行っております。具体的な検討内容としては、年度予算に関する決議、設備及びシステム等に対する投

資案件の決議や、金融機関からの借入及びグループ内の資金貸借に関する決議、重要な契約の締結に関する決議の

ほか、決算の審議等を行っております。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

1．2026年3月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社は、指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の

状況は、それぞれ次のとおりであります。

男性12名　女性-名(役員のうち女性の比率-％)

a 取締役の状況

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数(株)

取締役 伊藤　正裕 1983年9月5日

2000年12月 ㈱ヤッパ(現 ㈱ZOZO NEXT)　設立　代表取締役社

長　就任

2014年7月 ㈱スタートトゥデイ工務店(現 ㈱ZOZO NEXT)に㈱

ヤッパの全株式を売却、同年10月同社の傘下とな

る

2015年12月 同社　代表取締役CEO　就任

2017年6月 ㈱ZOZO　取締役　就任

2019年7月 同社　取締役 兼 COO　就任

2020年10月 ㈱FAROUT　設立　代表取締役　就任(現任)

2021年3月 当社　設立　代表取締役社長　就任

2022年3月 ㈱スノーピーク　社外取締役　就任

2022年3月 当社　取締役 兼 代表執行役社長CEO　就任(現

任)

 当社　指名委員 兼 報酬委員　就任(現任)

2023年4月 ㈱PowerX Manufacturing　代表取締役会長　就任

(現任)

2024年2月 ㈱海上パワーグリッド　設立　代表取締役社長　

就任

2024年7月 函館市　政策アドバイザー　就任(現任)

2025年1月 ㈱海上パワーグリッド　代表取締役会長　就任

（現任）

(注)3
4,942,000

(注)4

取締役会長 鍵本　忠尚 1976年12月1日

2003年4月 九州大学病院　入職

2004年4月 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院 入職

2005年1月 九州大学病院　入職

2005年4月 アキュメンバイオファーマ㈱（現 アキュメン

㈱）設立 代表取締役社長 就任（現任）

2011年2月 ㈱日本網膜研究所（現 ㈱ヘリオス）設立

2012年2月 同社 代表取締役社長 就任

2014年2月 ㈱サイレジェン　代表取締役社長 就任（現任）

2018年3月 ㈱ヘリオス　取締役 兼 代表執行役社長CEO 就任

（現任）

2021年3月 当社　設立 取締役会長 就任（現任）

2022年3月 当社　指名委員 兼 報酬委員 兼 監査委員 就任

（現任）

2023年7月 ㈱プロセルキュア　取締役（現任）

2025年4月 ㈱日本医療LLM研究所　代表取締役会長　就任(現

任)

(注)3
4,456,000

(注)4

取締役
パオロ・

セルッティ
1970年4月24日

1996年6月 Renault S.A.　入社

2005年7月 日産自動車㈱　入社

2012年3月 Tesla Motors, Inc.　入社

2016年4月 Northvolt AB　COO　就任

2021年6月 当社　取締役　就任

2022年3月 当社　社外取締役　就任(現任)

 当社　指名委員　兼　報酬委員　就任（現任）

2023年3月 Northvolt North America, Inc.　北米CEO 兼 取

締役会議長　就任

(注)3 37,000
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数(株)

取締役
シーザー・

セングプタ
1976年1月11日

2002年9月 Encentuate　入社(2008年にIBMが買収)

2025年5月 Standard Chartered Bank サマーアソシエイト

参加

2006年7月 Google,Inc.　入社

2009年3月 同社　ChromeOSバイス・プレジデント兼プロダク

トリード　就任

2015年4月 同社　バイス・プレジデント兼ゼネラルマネー

ジャー、ネクスト・ビリオン・ユーザー　就任

2018年1月 同社　ペイメント＆ネクスト・ビリオン・ユー

ザー担当バイス・プレジデント兼ゼネラルマネー

ジャー　就任

2021年7月 当社　取締役　就任

2021年8月 Arta Finance　取締役（現任） 兼 CEO　就任

(注)5

2021年10月 The/Nudge Institute

創設者フィランソロピスト

2022年3月 当社　社外取締役　就任(現任)

 当社　指名委員 兼 報酬委員　就任(現任)

(注)3 36,000

取締役
マーク・

ターセク
1957年2月2日

1979年9月 Bank of America Corporation　入行

1984年8月 ゴールドマン・サックス・グループ　入社

2008年5月 ザ・ネイチャー・コンサーバンシー　入社

2021年7月 当社　取締役　就任

2022年3月 当社　社外取締役　就任(現任)

 当社　指名委員 兼 報酬委員　就任(現任)

2022年8月 RNWBL　取締役　就任（現任）

2022年11月 Potential Energy Coalition Inc. 取締役　就

任（現任）

(注)3 46,000

取締役 芹澤　貢 1957年7月28日

1980年4月 ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)　入行

2001年4月 マニュファクチャラーズ銀行　経営企画室長

2005年11月 ㈱三井住友銀行　欧州統括部長

2009年7月 マニュファクチャラーズ銀行(米国)　会長兼

CEO　就任

2015年6月 SMBCインターナショナルビジネス㈱　代表取締役

社長　就任

2018年4月 SMBCオペレーションサービス㈱　取締役副社長　

就任

2021年11月 当社　監査役　就任

2022年3月 当社　社外取締役(非常勤)　就任(現任)

 当社　監査委員　就任(現任)

(注)3 ―

取締役 佐久間　達哉 1956年10月2日

1981年4月 司法修習生

1983年4月 検事　任官(東京、那覇、新潟、東京地方検察庁

に順次勤務)

1990年4月 法務省　刑事局付

1993年7月 在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官

1996年8月 法務省　刑事局付

1997年4月 東京地検　検事

1999年4月 法務省　大臣官房付

1999年10月 同省　人権擁護局調査課長

2003年1月 同省　刑事局公安課長

2004年6月 同省　刑事局刑事課長

2005年12月 東京地方検察庁　特別捜査部副部長

2007年1月 同庁　総務部長

2008年7月 同庁　特別捜査部部長

2010年7月 大津地方検察庁　検事正

2011年8月 国連アジア極東犯罪防止研修所　所長

2013年7月 前橋地方検察庁　検事正

2014年11月 千葉地方検察庁　検事正

2016年6月 法務省法務総合研究所　所長

2019年3月 ㈱bitflyer　社外取締役　就任

2019年6月 イオンフィナンシャルサービス㈱　社外取締役　

就任(現任)

2019年11月 弁護士登録　青山TS法律事務所　開設(現任)

2022年3月 当社　社外取締役　就任(現任)

 当社　監査委員　就任(現任)

2023年6月 ㈱リケン　社外取締役　就任

2023年10月 リケンNPR㈱　社外取締役　就任（現任）

(注)3 ―

計 9,517,000
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(注) 1．取締役パオロ・セルッティ、シーザー・セングプタ、マーク・ターセク、芹澤貢及び佐久間達哉の各氏は、

社外取締役であります。

2．当社の委員会体制は、以下のとおりであります。

指名委員会　　委員長：パオロ・セルッティ

　　　　　　　委　員：鍵本　忠尚、伊藤　正裕、シーザー・セングプタ、マーク・ターセク

報酬委員会　　委員長：マーク・ターセク

　　　　　　　委　員：鍵本　忠尚、伊藤　正裕、パオロ・セルッティ、シーザー・セングプタ

監査委員会　　委員長：芹澤　貢

　　　　　　　委　員：鍵本　忠尚、佐久間　達哉

3．取締役の任期は、2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4．所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。

5．取締役シーザー・セングプタは、2026年1月31日をもってArta FinanceのCEOを退任しております。

 
ｂ　執行役の状況

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数(株)

代表執行役

社長CEO
伊藤　正裕 1983年9月5日 「ａ　取締役の状況」参照 (注)1

4,942,000

(注)2

執行役

コーポレート

領域管掌

藤田　利之 1971年9月4日

1995年11月 ㈱ソニークリエイティブプロダクツ　入社

1996年9月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマ

ツ)

2000年9月 ㈱フレームワークス　入社

2000年12月 同社　取締役CFO　就任

2005年4月 ㈱KPMG FAS　入社

2012年4月 ㈱レアジョブ　入社

2012年6月 同社　取締役CFO　就任

2015年6月 同社　取締役　副社長　就任

2019年11月 ㈱スタジアム　社外監査役　就任

2021年7月 ㈱レアジョブ　非常勤取締役　就任

2021年10月 当社　執行役員CFO　就任

2022年3月 当社　執行役CFO　就任

2022年3月 ㈱PR TIMES　社外監査役　就任(現任)

2023年4月 ㈱PowerX Manufacturing　監査役　就任(現任)

2024年3月 ㈱海上パワーグリッド　監査役　就任（現任）

2025年1月 当社　執行役　コーポレート領域管掌（現任）

(注)1 85,500

執行役

BESS事業

本部管掌

中屋　英美 1971年1月29日

1993年4月 マツダ㈱　入社

1996年3月 ㈱キーエンス　入社

2014年6月 同社　ドイツ現地法人　CBDO(Chief Business

Development Officer)　就任

2018年3月 同社　シンガポール現地法人　Director(責任

者)　就任

2022年7月 当社　執行役　営業領域管掌　就任

2023年4月 ㈱PowerX Manufacturing　取締役　就任(現任)

2024年1月 当社　執行役　BESS事業本部管掌　就任(現任)

(注)1 53,000

執行役

生産・調達

領域管掌

池添　通則 1971年2月11日

1997年4月 三洋電機㈱　入社

2000年5月 三洋ノースアメリカ　出向(出向先からフォード

社へ駐在)

2002年6月 日産自動車㈱　入社

2005年4月 日産テクニカルセンターノースアメリカ　出向

2011年4月 オートモーティブエナジーサプライ㈱　出向　シ

ニアマネージャ(電池パック開発)

2019年4月 同社　部長(電池、充電システム開発部)

2021年4月 同社　担当部長(電池戦略)

2022年4月 当社　入社　製品企画開発担当部長

2022年6月 当社　製品企画開発部長

2022年12月 当社　執行役　製品企画開発・生産領域管掌　就

任

2023年4月 ㈱PowerX Manufacturing　代表取締役社長　就任

(現任)

2025年3月 当社　執行役　生産・調達領域管掌　就任(現任)

(注)1 74,000

執行役

EVCS事業

領域管掌

森居　紘平 1979年5月12日

2002年4月 三井物産㈱　入社

2011年3月 ブラジル三井物産㈱　プロジェクト部副部長

2012年7月 三井物産㈱　プロジェクト本部戦略企画室マネー

ジャー

2021年12月 同プロジェクト開発第三部第一営業室長社　

2022年8月 当社　入社　EVCS事業部長

2024年1月 当社　執行役　EVCS事業領域管掌　就任(現任)

(注)1 39,000
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数(株)

執行役

電力事業

領域管掌

小嶋　祐輔 1983年7月11日

2008年4月 ソニー㈱　入社

2012年2月 アクセンチュア㈱　入社

2014年8月 ㈱Looop　入社

2014年12月 同社　企画開発部　部長

2016年3月 日本アルファ電力㈱（㈱Looopによる完全子会社

化）　取締役　就任

2016年8月 同社　電力事業本部　本部長

2018年6月 同社　取締役　就任

2020年2月 経団連　電力事業環境タスクフォース　委員

2020年11月 銚子電力㈱　取締役　就任

2021年7月 一般社団法人　再エネ新電力推進協議会

（REAP）　設立　代表理事　就任（現任）

2023年4月 当社　アドバイザー　就任

2023年4月 ㈱MakeD　設立　代表取締役社長　就任（現任）

2023年5月 東京大学大学院　工学系研究科　機械工学専攻　

学術専門職員（現任）

2024年1月 当社　執行役　電力事業領域管掌　就任（現任）

2024年3月 ㈱海上パワーグリッド　非常勤取締役　就任（現

任）

(注)1 10,000

計 5,203,500
 

(注) 1．執行役の任期は、2025年3月27日開催の取締役会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

2．所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。

 
 
2．2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役6名選任の件」を上程してお

り、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。

なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容

（役職等）を含めて記載しています。

男性12名　女性-名(役員のうち女性の比率-％)

a 取締役の状況

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数(株)

取締役 伊藤　正裕 1983年9月5日

2000年12月 ㈱ヤッパ(現 ㈱ZOZO NEXT)　設立　代表取締役社

長1　就任

2014年7月 ㈱スタートトゥデイ工務店(現 ㈱ZOZO NEXT)に㈱

ヤッパの全株式を売却、同年10月同社の傘下とな

る

2015年12月 同社　代表取締役CEO　就任

2017年6月 ㈱ZOZO　取締役　就任

2019年7月 同社　取締役 兼 COO　就任

2020年10月 ㈱FAROUT　設立　代表取締役　就任(現任)

2021年3月 当社　設立　代表取締役社長　就任

2022年3月 ㈱スノーピーク　社外取締役　就任

2022年3月 当社　取締役 兼 代表執行役社長CEO　就任(現

任)

 当社　指名委員 兼 報酬委員　就任(現任)

2023年4月 ㈱PowerX Manufacturing　代表取締役会長　就任

2024年2月 ㈱海上パワーグリッド　設立　代表取締役社長　

就任

2024年7月 函館市　政策アドバイザー　就任(現任)

2025年1月 ㈱海上パワーグリッド　代表取締役会長　就任

（現任）

2026年3月 ㈱PowerX Manufacturing　代表取締役社長　就任

(予定)

(注)3
4,942,000

(注)4
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数(株)

取締役会長 鍵本　忠尚 1976年12月1日

2003年4月 九州大学病院　入職

2004年4月 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院 入職

2005年1月 九州大学病院　入職

2005年4月 アキュメンバイオファーマ㈱（現 アキュメン

㈱）設立 代表取締役社長 就任（現任）

2011年2月 ㈱日本網膜研究所（現 ㈱ヘリオス）設立

2012年2月 同社　代表取締役社長 就任

2014年2月 ㈱サイレジェン　代表取締役社長 就任（現任）

2018年3月 ㈱ヘリオス　取締役 兼 代表執行役社長CEO 就任

（現任）

2021年3月 当社　設立 取締役会長 就任（現任）

2022年3月 当社　指名委員 兼 報酬委員 兼 監査委員 就任

（現任）

2023年7月 ㈱プロセルキュア　取締役（現任）

2025年4月 ㈱日本医療LLM研究所　代表取締役会長　就任(現

任)

(注)3
4,456,000

(注)4

取締役
シーザー・

セングプタ
1976年1月11日

2002年9月 Encentuate　入社(2008年にIBMが買収)

2025年5月 Standard Chartered Bank サマーアソシエイト

参加

2006年7月 Google,Inc.　入社

2009年3月 同社　ChromeOSバイス・プレジデント兼プロダク

トリード　就任

2015年4月 同社　バイス・プレジデント兼ゼネラルマネー

ジャー、ネクスト・ビリオン・ユーザー　就任

2018年1月 同社　ペイメント＆ネクスト・ビリオン・ユー

ザー担当バイス・プレジデント兼ゼネラルマネー

ジャー　就任

2021年7月 当社　取締役　就任

2021年8月 Arta Finance　取締役（現任） 兼 CEO　就任

(注)5

2021年10月 The/Nudge Institute

創設者フィランソロピスト

2022年3月 当社　社外取締役　就任(現任)

 当社　指名委員 兼 報酬委員　就任(現任)

(注)3 36,000

取締役
マーク・

ターセク
1957年2月2日

1979年9月 Bank of America Corporation　入行

1984年8月 ゴールドマン・サックス・グループ　入社

2008年5月 ザ・ネイチャー・コンサーバンシー　入社

2021年7月 当社　取締役　就任

2022年3月 当社　社外取締役　就任(現任)

 当社　指名委員 兼 報酬委員　就任(現任)

2022年8月 RNWBL　取締役　就任（現任）

2022年11月 Potential Energy Coalition Inc. 取締役　就

任（現任）

(注)3 46,000

取締役 芹澤　貢 1957年7月28日

1980年4月 ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)　入行

2001年4月 マニュファクチャラーズ銀行　経営企画室長

2005年11月 ㈱三井住友銀行　欧州統括部長

2009年7月 マニュファクチャラーズ銀行(米国)　会長兼

CEO　就任

2015年6月 SMBCインターナショナルビジネス㈱　代表取締役

社長　就任

2018年4月 SMBCオペレーションサービス㈱　取締役副社長　

就任

2021年11月 当社　監査役　就任

2022年3月 当社　社外取締役(非常勤)　就任(現任)

 当社　監査委員　就任(現任)

(注)3 ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数(株)

取締役 佐久間　達哉 1956年10月2日

1981年4月 司法修習生

1983年4月 検事　任官(東京、那覇、新潟、東京地方検察庁

に順次勤務)

1990年4月 法務省　刑事局付

1993年7月 在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官

1996年8月 法務省　刑事局付

1997年4月 東京地検　検事

1999年4月 法務省　大臣官房付

1999年10月 同省　人権擁護局調査課長

2003年1月 同省　刑事局公安課長

2004年6月 同省　刑事局刑事課長

2005年12月 東京地方検察庁　特別捜査部副部長

2007年1月 同庁　総務部長

2008年7月 同庁　特別捜査部部長

2010年7月 大津地方検察庁　検事正

2011年8月 国連アジア極東犯罪防止研修所　所長

2013年7月 前橋地方検察庁　検事正

2014年11月 千葉地方検察庁　検事正

2016年6月 法務省法務総合研究所　所長

2019年3月 ㈱bitflyer　社外取締役　就任

2019年6月 イオンフィナンシャルサービス㈱　社外取締役　

就任(現任)

2019年11月 弁護士登録　青山TS法律事務所　開設(現任)

2022年3月 当社　社外取締役　就任(現任)

 当社　監査委員　就任(現任)

2023年6月 ㈱リケン　社外取締役　就任

2023年10月 リケンNPR㈱　社外取締役　就任（現任）

2026年3月 当社　指名委員 兼 報酬委員　就任(予定)

(注)3 ―

計 9,480,000
 

(注) 1．取締役シーザー・セングプタ、マーク・ターセク、芹澤貢及び佐久間達哉の各氏は、社外取締役でありま

す。

2．当社の委員会体制は、以下のとおりであります。

指名委員会　　委員長：佐久間　達哉

　　　　　　　委　員：鍵本　忠尚、伊藤　正裕、シーザー・セングプタ、マーク・ターセク

報酬委員会　　委員長：マーク・ターセク

　　　　　　　委　員：鍵本　忠尚、伊藤　正裕、シーザー・セングプタ、佐久間　達哉

監査委員会　　委員長：芹澤　貢

　　　　　　　委　員：鍵本　忠尚、佐久間　達哉

3．取締役の任期は、2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4．所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。

5．取締役シーザー・セングプタは、2026年1月31日をもってArta FinanceのCEOを退任しております。

 
ｂ　執行役の状況

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数(株)

代表執行役

社長CEO
伊藤　正裕 1983年9月5日 「ａ　取締役の状況」参照 (注)1

4,942,000

(注)2

執行役

コーポレート

領域管掌

 CFO

藤田　利之 1971年9月4日

1995年11月 ㈱ソニークリエイティブプロダクツ　入社

1996年9月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマ

ツ)

2000年9月 ㈱フレームワークス　入社

2000年12月 同社　取締役CFO　就任

2005年4月 ㈱KPMG FAS　入社

2012年4月 ㈱レアジョブ　入社

2012年6月 同社　取締役CFO　就任

2015年6月 同社　取締役　副社長　就任

2019年11月 ㈱スタジアム　社外監査役　就任

2021年7月 ㈱レアジョブ　非常勤取締役　就任

2021年10月 当社　執行役員CFO　就任

2022年3月 当社　執行役CFO　就任

2022年3月 ㈱PR TIMES　社外監査役　就任(現任)

2023年4月 ㈱PowerX Manufacturing　監査役　就任(現任)

2024年3月 ㈱海上パワーグリッド　監査役　就任（現任）

2025年1月 当社　執行役　コーポレート領域管掌

2026年3月 当社　執行役　コーポレート領域管掌　CFO（現

任）

(注)1 85,500
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数(株)

執行役

電力事業

領域管掌

小嶋　祐輔 1983年7月11日

2008年4月 ソニー㈱　入社

2012年2月 アクセンチュア㈱　入社

2014年8月 ㈱Looop　入社

2014年12月 同社　企画開発部　部長

2016年3月 日本アルファ電力㈱（㈱Looopによる完全子会社

化）　取締役　就任

2016年8月 同社　電力事業本部　本部長

2018年6月 同社　取締役　就任

2020年2月 経団連　電力事業環境タスクフォース　委員

2020年11月 銚子電力㈱　取締役　就任

2021年7月 一般社団法人　再エネ新電力推進協議会

（REAP）　設立　代表理事　就任（現任）

2023年4月 当社　アドバイザー　就任

2023年4月 ㈱MakeD　設立　代表取締役社長　就任（現任）

2023年5月 東京大学大学院　工学系研究科　機械工学専攻　

学術専門職員（現任）

2024年1月 当社　執行役　電力事業領域管掌　就任（現任）

2024年3月 ㈱海上パワーグリッド　非常勤取締役　就任（現

任）

2026年3月 ㈱PowerX Manufacturing　非常勤取締役　就任

(予定)

(注)1 10,000

執行役

EVCS事業

領域管掌

森居　紘平 1979年5月12日

2002年4月 三井物産㈱　入社

2011年3月 ブラジル三井物産㈱　プロジェクト部副部長

2012年7月 三井物産㈱　プロジェクト本部戦略企画室マネー

ジャー

2021年12月 同プロジェクト開発第三部第一営業室長社　

2022年8月 当社　入社　EVCS事業部長

2024年1月 当社　執行役　EVCS事業領域管掌　就任(現任)

2026年3月 ㈱PowerX Manufacturing　非常勤取締役　就任

(予定)

(注)1 39,000

執行役

 エンジニア

リング・

研究開発

領域管掌

 CTO

 ラウト　

ディーパッ

ク　クマール

1986年1月14日

2008年8月 MAN Trucks India Pvt. Ltd. 入社

2010年8月 Tata Motors Ltd. 入社

2014年8月 三菱ふそうトラック・バス㈱　入社

2022年2月 当社　製品開発部(現 ERD)　入社

2023年1月 当社　製品開発部(現 ERD) 部長　就任

2025年3月 当社　執行役員CTO　就任

2026年3月 当社　執行役　エンジニアリング・研究開発領域

管掌　CTO　就任（予定）

(注)1 ―

執行役 大西 英之 1962年12月10日

1988年4月 ダウ・ケミカル日本㈱　入社

1992年10月 Dow Inc.　リサーチケミスト

1995年1月 ダウ・ケミカル日本㈱　シニアリサーチケミスト

1998年1月 同社　エリアマーケティングマネージャ

2000年8月 同社　グローバルマーケティングマネージャ

2006年7月 同社　プロダクトマネージャ

2007年8月 同社　グローバルビジネスダイレクター

2009年8月 同社　グローバルプロダクトダイレクター

2010年9月 GEエナジー・ジャパン㈱　入社　日本代表就任

2011年10月 同社　パワー＆ウォーター日本　日本代表就任

2016年8月 同社　再生可能エネルギー事業部　北アジア代表

就任

2021年5月 同社　再生可能エネルギー事業部　洋上風力日本

代表就任

2025年1月 同社　Vernova 再生可能エネルギー事業部、風力

事業部 顧問就任

2025年1月 ㈱海上パワーグリッド　代表取締役社長　就任

（現任）

2026年3月 当社　執行役　就任（予定）

(注)1 109,000

執行役

BESS事業

領域管掌

吉原 博之 1970年3月25日

1992年4月 ㈱キーエンス入社

1998年9月 同社　広島営業所長

2000年9月 同社　本社センサ事業部営業企画部門

2003年9月 Keyence Corporation of America Marketing

Manager

2010年9月 KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA　責任

者

2013年9月 Keyence Corporation of America　日系企業営業

責任者

2017年月 同社　内部監査責任者

2020年3月 ㈱キーエンス　海外現法監査チームマネージャー

2026年3月 当社　執行役　BESS事業領域管掌　就任（予定）

(注)1 ―

計 5,185,500
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(注) 1．執行役の任期は、2026年3月27日開催の取締役会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

2．所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。

3．執行役の担当職務については、本報告書提出日現在における予定であり、組織変更等により変更される可能

性があります。

 
② 社外役員の状況

当社は、社外取締役5名を選任しております。社外取締役は、その経営者あるいは弁護士等としての豊富な経験

と高い見識に基づき、当社の経営に対する独立した立場からの助言・提言を行うとともに、経営の監督機能を強化

しております。社外取締役の選任にあたっては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定め

ていないものの、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準等を参考に、一般株主と利益相

反が生じるおそれのない者を選任する方針であります。また、当社のコーポレート・ガバナンスの充実・向上のた

め、会社に対する善管注意義務を遵守し、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると

会社が判断している人物を選任しております。

社外取締役のパオロ・セルッティ氏は、蓄電池事業を展開するグローバル企業での経営全般に関して豊富な知見

を有しております。なお、同氏は、当社の株式37,000株を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に

就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役のシーザー・セングプタ氏は、グローバルテクノロジー企業での経営に関し豊富な経験を有しており

ます。なお、同氏は、当社の株式36,000株を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会

社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役のマーク・ターセク氏は、金融業界における豊富な経験と見識を有しております。なお、同氏は、当

社の株式46,000株を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社と

の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の芹澤貢氏は、金融業界における経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。なお、同

氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は

取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の佐久間達哉氏は、法曹としての豊富な経験と高い見識を有しております。なお、同氏は、その近親

者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他

の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係

当社は指名委員会等設置会社であります。当社の社外取締役は、取締役会の構成員として、経営の基本方針等の

重要な事項を決定するほか、各委員会及び執行機能等から活動状況の報告を受ける等し、株主からの負託を受けて

会社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図るため、取締役及び執行役の職務のモニタリングを行って

います。取締役会で選定された委員で構成される監査委員会は、内部監査室及び会計監査人並びに内部統制に係る

機能と相互連携を図り、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告しています。詳細は「(3)監査の状況」に

記載しています。
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(3) 【監査の状況】

① 監査委員会監査の状況

　当社は指名委員会等設置会社で監査委員会は監査委員3名体制であります。監査委員長は社外取締役1名、監査委

員は社外取締役1名及び社内取締役1名で構成しております。

 

氏名 経歴等

芹澤　貢

(監査委員長・社外取締役)

金融業界における経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。

鍵本　忠尚 当社の創設から関与して当社の状況を熟知しているとともに、再生医療に係る企

業等で培った経営者としての豊富な経験を有しております。

佐久間　達哉

(社外取締役)

法曹としての豊富な経験と高い見識を有しております。

 

 
　監査委員会は、当事業年度において12回開催し、監査委員会の年間の監査方針及び監査計画を定め、定期的に執

行役からその職務の遂行に関する報告を受けています。また、会計監査人から年間の監査計画の説明を受け、期末

時点で、監査の手続や監査結果について会計監査人から直接報告及び説明を受けております。それらをもとに、会

計監査人の適格性及び独立性を評価し会計監査人が行う監査の相当性の評価を行います。

　さらに、内部監査室から年間の内部監査方針及び監査計画の報告を受けて意見交換を行い、必要により、内部監

査の内容、方法等につき意見交換を行っております。

当事業年度において、個々の監査委員の出席状況については「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ⑦ 監査委

員会の活動状況」をご参照ください。

　監査委員会における当事業年度の具体的な検討内容は次のとおりであります。

　・IPO申請に沿った社内体制整備（経理、内部管理等）の確認。

・経営計画の進捗状況:資金調達、人員計画、財務状況等に関する計画との乖離の有無、並びに、乖離がある場

合の対策の確認等。

・岡山工場の稼働状況と各種リスクの確認等。

・子会社管理（含む海外）状況の確認。

・内部管理体制の構築状況確認等。

①  取締役会、執行役会等各種内部会議の開催状況、議事内容等

②  内部監査室の活動状況

③  コンプライアンス管理体制（ハラスメント防止、内部通報、インサイダー取引防止等）

④  リスクマネジメント体制、情報管理体制

⑤  反社会的勢力の排除に向けた体制
 

 
　なお当社は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役6名選任の件」を提案

しており、当該議案が承認可決されますと、監査委員会は引き続き3名の監査委員（うち2名は社外取締役）で構成

されることになります。

 
② 内部監査の状況

　当社における内部監査は、代表執行役社長が直轄する独立した組織である内部監査室を設置し、専任の内部監査

担当者が、内部監査計画書に基づき、各事業部門及び管理部門に対して内部監査を実施しております。また、内部

監査の実効性を担保するため、監査委員会と内部監査の計画策定や進捗、実施結果等についての意見交換を適宜

行っており、内部監査室は、必要に応じて監査委員会において内部監査に関して説明を行っております。さらに、

監査委員会及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行う等、三様監査を実施しており、監査機能の向上を図っ

ております。内部監査の結果は代表執行役社長、監査委員会及び被監査部門に報告されるとともに、被監査部門に

対して改善等のための指摘及び改善状況の確認を行っております。
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③ 会計監査の状況

a 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

b 継続監査期間

2022年以降

 
c 業務を執行した公認会計士

公認会計士　上田　雅也

公認会計士　樋野　智也

公認会計士　菊池　寛康

 

d 監査業務に係る補助者の構成

補助者の構成は公認会計士9名、その他26名となっております。

 

e 会計監査人の選定方針と理由

　監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査委

員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。

　また、会計監査人の専門性、職業倫理、独立性、監査実施体制、品質管理体制および職務遂行状況など、企業

会計審議会が定める監査基準および監査に関する品質管理基準への準拠性について、通期の監査活動を通じて確

認し、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、会

社法第404条第2項の定めに従い、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定

いたします。

　上記方針並びに、会計監査人の概要、独立性、内部管理体制、監査報酬の水準等の判断基準に基づき、職業的

専門組織としての信頼性を確認し、有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選定しております。

 

f 監査委員会による会計監査人の評価

監査委員会は、期中及び期末に監査の状況について会計監査人から報告を受けるとともに、情報交換を行って

おります。会計監査人の品質管理状況、監査チームの相当性、監査報酬等の妥当性、監査委員会とのコミュニ

ケーションの有効性、経営者等とのコミュニケーションの有効性、グループ監査の妥当性、不正リスクの適切な

評価及び会計監査人の資格審査について、評価を実施しております。これらの評価の結果、会計監査人は求めら

れる独立性と専門性・適切性を有しており、その監査活動は妥当であると判断しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
 

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 53 ― 80 6

連結子会社 ― ― ― ―

計 53 ― 80 6
 

当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項以外の業務である新規上場に係るコンフォートレ

ター作成業務であります。

 
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)

該当事項はありません。
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c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 
d 監査報酬の決定方針

会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるか等を検討し、監査報酬を決定してお

ります。

 

e 監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前連結会計年

度監査計画と実績の比較、監査時間・配員等の見積りの根拠及び報酬額の推移並びに監査体制を確認したうえ

で、報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

 
(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

a 基本方針

当社の報酬委員会は、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬等について、以下の基本方針を定めておりま

す。

［取締役及び執行役が受ける個人別の報酬等の基本方針］

(a) 株主及び従業員に対する説明責任を果たしうる公正かつ合理性の高い報酬内容とする。

(b) 経営の監督機能を担う取締役と業務執行を担う執行役の報酬等は、別体系とする。

(c) 取締役の報酬等は、取締役が、その職務である経営の監督機能を十分に発揮するのに相応しい報酬内容と

する。

(d) 執行役の報酬等は、執行役が、その職務である業務執行に対し強く動機付けられ、大きな貢献を生み出せ

る報酬内容とする。

(e) 取締役と執行役を兼任する者の報酬等は、執行役の報酬等のみとする。

(f) 執行役と使用人を兼任する者の報酬等は、執行役の報酬等のみとする。

 

b 報酬体系と内容

報酬委員会では、取締役及び執行役の報酬等に関する諸課題を検討するとともに、報酬等の水準を適宜確認

し、報酬体系を決定しております。

(a) 取締役の報酬体系

取締役の報酬等は、以下に示すとおり、基本報酬(固定報酬)と非金銭報酬であるストックオプションで

構成しております。

・基本報酬(固定報酬)は常勤・非常勤の別や議長の職責などを加味した取締役としての責務、また役員が

活動・居住する国における関係業界の報酬水準等に応じて報酬委員会において各取締役の額を決定し、

原則として毎月一定額を支給いたします。

・ストックオプションは、中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進するための中長期

インセンティブ報酬としての位置づけであり、事業進捗に応じてストックオプションの内容及び各取締

役に割り当てる数を報酬委員会において決定し、割り当てます。
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(b) 執行役の報酬体系

執行役の報酬等は以下に示すとおり、基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬及び非金銭報酬であるストッ

クオプションで構成しております。

・個々の執行役の基本報酬(固定報酬)は、各執行役の責務、また役員が活動・居住する国における関係業

界の報酬水準等に応じて報酬委員会において各執行役の年間額を決定し、原則として毎月一定額を支給

いたします。

・業績連動報酬は、業績連動報酬最大額に、当社が事業計画に基づき別途設定する当年度社内売上目標に

対する達成率を0％から100％(100％以上の場合は100％とする)で反映の上決定し、原則として年1回支給

いたします。

・ストックオプションは、当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、株主の皆様とリスク・リター

ンを共有化し企業価値をより一層高めることを目的として、各執行役の責務に応じてストックオプショ

ンの内容及び各執行役に割り当てる数を報酬委員会において決定し、割り当てます。

 
c 当事業年度に係る役員の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると報酬委員会が判断した理由

取締役及び執行役の個人別の報酬等の額の決定にあたっては、報酬委員会が決定方針との整合性を検討し、決

定方針に沿うものであると判断しました。

 
d 当事業年度の役員報酬等の決定過程における報酬委員会の活動内容

当事業年度の役員報酬等については、2025年5月14日に報酬委員会を開催し、基本方針との整合性を含めた多

角的な検討を実施し決定いたしました。

 
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数
(名)固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

40 40 ― ― 2

執行役 141 141 ― ― 6

社外取締役 51 51 ― ― 5
 

(注)1．取締役のうち1名は執行役を兼務しており、対象となる役員の員数及び報酬等については、取締役の欄に記載し

ております。

2．上表には、期中に辞任した執行役1名を含んでおります。また、報酬等の総額には当該役員の辞任までの在任期

間に対する報酬を含んでおります。

 
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 
④ 使用人兼務役員の使用人給与

該当事項はありません。
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(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の

価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、

それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

④ 当事業年度の投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更

したもの

該当事項はありません。
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第5 【経理の状況】

 

1　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい

て作成しております。

 
2　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)の

連結財務諸表及び事業年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツ

の監査を受けております。

 
3　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には会計基準等の内容を

適切に把握できる体制を整備するため、各種セミナーへの参加及び会計監査人との意見交換等を通じて、情報収集に

努めるとともに、適正な連結財務諸表等を作成するための社内規定、マニュアル等を整備するなど、決算業務体制を

整備しております。
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1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,244 7,454

  売掛金及び契約資産 ※1,2  2,160 ※1,2  5,881

  リース債権 － 491

  商品及び製品 ※2  1,466 ※2  2,613

  仕掛品 － ※2  15

  原材料及び貯蔵品 ※2  670 ※2  1,889

  前払金 460 1,444

  前払費用 91 139

  未収消費税等 113 67

  その他 19 201

  流動資産合計 6,226 20,197

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） ※2,3  2,288 ※2,3  2,206

   機械及び装置（純額） ※2,3  534 ※2,3,4  1,032

   車両運搬具（純額） ※3  76 ※3  87

   工具、器具及び備品（純額） ※3  198 ※3  293

   土地 ※2  1,001 ※2  1,001

   リース資産（純額） ※3  165 ※3  157

   建設仮勘定 100 169

   有形固定資産合計 4,365 4,948

  無形固定資産   

   特許権 － 0

   商標権 0 0

   ソフトウエア 55 73

   無形固定資産合計 55 74

  投資その他の資産   

   関係会社出資金 ※2  7 7

   長期前払費用 8 27

   繰延税金資産 － 608

   その他 167 372

   投資その他の資産合計 183 1,016

  固定資産合計 4,604 6,038

 資産合計 10,830 26,236
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 264 882

  短期借入金 ※2,5  2,693 ※2,5  4,000

  1年内返済予定の長期借入金 ※2,5  175 ※2,5  750

  リース債務 6 82

  未払金 527 709

  未払費用 422 709

  未払法人税等 65 18

  契約負債 1,118 9,153

  預り金 167 46

  賞与引当金 77 185

  受注損失引当金 － 142

  製品保証引当金 21 144

  その他 8 8

  流動負債合計 5,547 16,833

 固定負債   

  長期借入金 ※2,5  3,325 ※2,5  2,000

  リース債務 187 595

  繰延税金負債 4 －

  資産除去債務 35 71

  その他 60 87

  固定負債合計 3,612 2,754

 負債合計 9,160 19,587

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 9,089 4,634

  資本剰余金 9,049 3,190

  利益剰余金 △16,707 △1,659

  株主資本合計 1,431 6,165

 その他の包括利益累計額   

  繰延ヘッジ損益 － 64

  その他の包括利益累計額合計 － 64

 新株予約権 238 418

 純資産合計 1,670 6,648

負債純資産合計 10,830 26,236
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 2024年 1月 1日
　至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年 1月 1日
　至 2025年12月31日)

売上高 ※1  6,161 ※1  19,306

売上原価 ※2  4,614 ※2  14,073

売上総利益 1,546 5,232

販売費及び一般管理費 ※3,4  6,489 ※3,4  5,909

営業損失（△） △4,942 △677

営業外収益   

 受取利息 0 2

 弁償金 5 10

 受取奨励金 1 2

 その他 2 1

 営業外収益合計 9 17

営業外費用   

 支払利息 244 261

 株式交付費 12 24

 資金調達費用 479 571

 為替差損 23 49

 支払補償費 6 221

 その他 4 7

 営業外費用合計 769 1,136

経常損失（△） △5,702 △1,796

特別利益   

 国庫補助金受贈益 － 90

 新株予約権戻入益 1 4

 特別利益合計 1 95

特別損失   

 固定資産除却損 ※5  85 ※5  0

 固定資産売却損 ※6  3 －

 固定資産圧縮損 － ※7  86

 減損損失 ※8  2,211 ※8  246

 解約違約金 － ※9  243

 特別損失合計 2,300 577

税金等調整前当期純損失（△） △8,002 △2,278

法人税、住民税及び事業税 6 10

法人税等調整額 4 △642

法人税等合計 10 △631

当期純損失（△） △8,013 △1,646

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △8,013 △1,646
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【連結包括利益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 2024年 1月 1日
　至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年 1月 1日
　至 2025年12月31日)

当期純損失（△） △8,013 △1,646

その他の包括利益   

 繰延ヘッジ損益 － 64

 その他の包括利益合計 － ※  64

包括利益 △8,013 △1,582

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △8,013 △1,582
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　2024年1月1日　至　2024年12月31日)

 (単位：百万円)

 
株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 6,952 6,912 △8,694 5,170 73 5,244

当期変動額       

新株の発行 1,946 1,946  3,893  3,893

新株の発行（新株予

約権の行使）
190 190  380  380

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
  △8,013 △8,013  △8,013

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

   － 165 165

当期変動額合計 2,136 2,136 △8,013 △3,739 165 △3,574

当期末残高 9,089 9,049 △16,707 1,431 238 1,670
 

 
当連結会計年度(自　2025年1月1日　至　2025年12月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

繰延ヘッジ

損益

その他の包括

利益累計額

合計

当期首残高 9,089 9,049 △16,707 1,431 － － 238 1,670

当期変動額         

新株の発行 3,177 3,177  6,355  －  6,355

新株の発行（新株予

約権の行使）
12 12  25  －  25

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
  △1,646 △1,646  －  △1,646

減資 △7,645 7,645  －  －  －

欠損填補  △16,694 16,694 －  －  －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

   － 64 64 179 243

当期変動額合計 △4,454 △5,858 15,047 4,734 64 64 179 4,978

当期末残高 4,634 3,190 △1,659 6,165 64 64 418 6,648
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 2024年 1月 1日
　至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年 1月 1日
　至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純損失（△） △8,002 △2,278

 減価償却費 325 458

 減損損失 2,211 246

 株式報酬費用 166 80

 賞与引当金の増減額（△は減少） 52 107

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4 －

 受注損失引当金の増減額（△は減少） △70 142

 製品保証引当金の増減額（△は減少） 20 122

 受取利息 △0 △2

 支払利息 244 261

 株式交付費 12 24

 資金調達費用 479 571

 支払補償費 6 221

 国庫補助金受贈益 － △90

 固定資産除却損 85 0

 固定資産売却損益（△は益） 3 －

 固定資産圧縮損 － 86

 解約違約金 － 243

 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） △1,928 △3,720

 リース債権の増減額（△は増加） － 13

 棚卸資産の増減額（△は増加） △1,538 △2,381

 前払金の増減額（△は増加） △261 △986

 仕入債務の増減額（△は減少） 68 618

 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 80 121

 契約負債の増減額（△は減少） 846 8,065

 その他 428 △269

 小計 △6,771 1,657

 利息の受取額 0 2

 利息の支払額 △192 △275

 支払補償費の支払額 － △9

 法人税等の支払額 △7 △6

 営業活動によるキャッシュ・フロー △6,971 1,369

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △1,207 △1,275

 無形固定資産の取得による支出 △141 △32

 有形固定資産の除却による支出 △107 －

 出資金の払込による支出 △0 －

 国庫補助金の受取額 － 90

 その他 △2 △248

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,458 △1,466
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           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 2024年 1月 1日
　至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年 1月 1日
　至 2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 2,693 1,307

 長期借入れによる収入 3,500 －

 長期借入金の返済による支出 △1,500 △750

 株式の発行による収入 3,893 6,355

 新株予約権の発行による収入 380 107

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 21

 資金調達費用の支払による支出 △281 △707

 その他 △13 △27

 財務活動によるキャッシュ・フロー 8,670 6,306

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 240 6,209

現金及び現金同等物の期首残高 1,004 1,244

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,244 ※1  7,454
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1．連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

　　連結子会社の数

　　　2社

連結子会社の名称

株式会社PowerX Manufacturing

株式会社海上パワーグリッド

 
2．持分法の適用に関する事項

　(1) 持分法を適用した関連会社の数

該当事項はありません。

 
　(2) 持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称

PXAM合同会社

PXAM合同会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、

持分法の適用から除外しております。

 
3．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 

4．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　棚卸資産

　　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

　①商品及び製品、仕掛品

　　　月次総平均法

　②原材料

　　　移動平均法

　③貯蔵品

　　　　最終仕入原価法

 
(2) 重要な固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。ただし、工具、器具及び備品については定率法を採用しております。なお、

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物     　　　　　　　 8～38年

機械及び装置  　　　　 2～17年

車両運搬具　　　　　　　 2～ 7年

工具、器具及び備品　　　 2～15年

②無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（5年）

に基づく定額法によっております。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るもの

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
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(3) 重要な繰延資産の処理方法

株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。

 
(4) 重要な引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

②受注損失引当金

当連結会計年度末における受注案件に係る将来損失に備えるため、損失が発生すると見込まれ、かつ当該

損失額を合理的に見積ることが可能なものについて、翌連結会計年度以降の損失見込額を計上しておりま

す。

③製品保証引当金

製品保証の費用に備えるため、製品販売の際の無償保証や契約不適合責任等によって、翌連結会計年度以

降に発生する保証費用見込額を計上しております。

 
(5) 重要な収益及び費用の計上基準

　当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常

の時点（収益を認識する通常の時点）等は、以下のとおりです。

　当社グループでは、系統用蓄電池、産業・商業用蓄電池などの用途で利用可能な大型定置用蓄電システム

「PowerX Mega Power」、中型定置用蓄電システム「PowerX Cube」などの製造販売、稼働試験業務及びメンテ

ナンス等を行うBESS事業、蓄電池型急速EV充電システム「PowerX Hypercharger」の製造販売、メンテナンス及

び自社拠点でのEV充電サービスを行うEVCS事業、事業者向けの電力提供サービス及び蓄電所運営事業者向けの

蓄電池製品販売を行う電力事業を報告セグメントとしております。

　これらの事業において発生する取引の対価は、履行義務充足後、1年以内に受領しており、重大な金融要素は

含んでおりません。

①蓄電池製品及び関連する商品の販売

BESS事業及び電力事業において「PowerX Mega Power」及び「PowerX Cube」の、またBESS事業及びEVCS事

業において「PowerX Hypercharger」の製造販売を行うとともに、関連する商品の販売を行っております。こ

れらの製品及び商品の販売については、製品及び商品を引渡し顧客が検収した時点で顧客が当該製品及び商

品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該時点において収益を認識し

ております。

②役務の提供

　当社グループでは各事業において蓄電池製品に係る稼働試験業務及びメンテナンス等の役務の提供を行っ

ております。このような役務の提供のうち、稼働試験業務等の開始から検収までの期間がごく短い契約につ

いては、検収時点において履行義務が充足されたものとみなし、当該時点で収益を認識しております。ま

た、メンテナンスについては、主たる履行義務である年次点検の実施、検収時点において履行義務が充足さ

れたものと判断し、当該時点で収益を認識しております。

　なお、蓄電池製品及び関連する商品と稼働試験業務等は通常、合わせて販売しており、製品等の納入と稼

働試験業務等が契約上で別個の履行義務と識別されるものに関しては、契約金額を独立販売価格として各履

行義務へ配分しております。

③EV充電サービス

EVCS事業において「PowerX Hypercharger」を利用したEVユーザー向け充電サービス「PowerX Charge

Station」を提供しております。EV充電サービスについては、顧客のEVへの充電が完了した時点で収益を認識

しております。

④電力提供サービス

電力事業では金融機関や事業会社などの需要家に対する電力小売を行っております。電力小売は電力供給

契約に従って当社が契約期間にわたり顧客に対し電力を供給することが履行義務であり、供給した電力量等

に応じて履行義務を充足し、毎月の供給量等に基づいて収益を認識しております。
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(6) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。

 
(7) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替リスクのヘッジについて振当処理の要件を充た

している場合には振当処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約

ヘッジ対象：外貨建金銭債務

③ ヘッジ方針

将来の為替相場の変動によるリスクを回避することを目的に、実需の範囲内で為替予約を利用する方針で

あります。

④ ヘッジ有効性評価の方法

外貨建予定取引に係る為替予約については、予定取引の主要な取引条件の予測可能性及びその実行可能性

を検討し、有効性の評価を行っております。なお、振当処理によっている外貨建金銭債権債務等に係る為替

予約は振当処理の要件を満たしていることを確認しており、その判定をもって有効性の評価に代えておりま

す。

 
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

 
 

(重要な会計上の見積り)

1．固定資産の減損

　(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

 前連結会計年度 当連結会計年度

有形固定資産 4,365百万円 4,948百万円

無形固定資産 55百万円 74百万円

減損損失 2,211百万円 246百万円
 

 
　(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 算出方法

当社グループは、減損の兆候が認められ、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る資産

グループについては、帳簿価額を使用価値又は正味売却価額のいずれか高い価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として計上しております。

　② 主要な仮定

減損損失の認識の判定において利用する割引前将来キャッシュ・フローの算定にあたっては、事業計画を

基礎としております。当該事業計画には、市場動向や生産計画、販売計画等についての一定の仮定が含まれ

ており、以下を主要な仮定として、将来の不確実性を考慮して見積っております。

・蓄電池製品の販売予定数量

・「PowerX Charge Station」の各拠点の利用者による予定充電量

また、正味売却価額は、外部の専門家から入手した鑑定評価書等に基づき見積りを行っております。
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　③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

　減損損失の認識及び測定に当たっては、その時点における合理的で信頼性のある情報に基づき将来キャッ

シュ・フロー及び正味売却価額の見積りを行っておりますが、経済条件の変動等により当該見積りや仮定の

見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において追加の減損損失を計上する可能性があ

ります。

 
2．繰延税金資産の回収可能性

　(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

 前連結会計年度 当連結会計年度

繰延税金資産 －百万円 608百万円
 

 
　(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 算出方法

当社グループは、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号）に

従って過去の税務上の欠損金の発生状況及び将来の課税所得の見積りにより企業分類を判定し、一時差異等

の解消年度のスケジューリングを行い、回収可能と見込まれる金額について繰延税金資産を計上しておりま

す。

　② 主要な仮定

将来の課税所得の見積りにつきましては、翌連結会計年度以降の予算及び中期事業計画を基礎としてお

り、蓄電池製品の販売予定数量を主要な仮定として、将来の不確実性を考慮して見積っております。

　③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

　将来の課税所得の見積りに当たっては、その時点における受注残高など合理的で信頼性のある情報に基づ

いて算出しておりますが、経済条件の変動等により当該見積りや仮定の見直しが必要となった場合、翌連結

会計年度の連結財務諸表において繰延税金資産の取崩し及び法人税等調整額を計上する可能性があります。

 
 

(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組の一環として、借手の全ての

リースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた

検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全

ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS

第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表さ

れました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナ

ンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係

る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 
(2) 適用予定日

2028年12月期の期首より適用予定であります。

 
(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。
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(表示方法の変更)

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「支払補償費」は、金額的重要性が

増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度

の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた10百万円

は、「支払補償費」6百万円、「その他」4百万円として組み替えております。

 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「支払補償費」は、金額的重要性が増した

ため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結

財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「未払金及び未払費用の増減額（△は減少）」86百万円は、「支払補償費」6百万円、「未払金及び未払費用の増

減額（△は減少）」80百万円、「支払補償費の支払額」－百万円として組み替えております。

 
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「新株予約

権の行使による株式の発行による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しておりま

す。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」

の「その他」に表示していた△13百万円は、「新株予約権の行使による株式の発行による収入」0百万円、「その

他」△13百万円として組み替えております。

 
 

(連結貸借対照表関係)

※1　売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以下のとおりであり

ます。

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
 (2025年12月31日）

売掛金 2,158 百万円 5,879 百万円

契約資産 1 百万円 1 百万円
 

 
※2　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
 (2025年12月31日）

売掛金及び契約資産 2,333百万円 5,937百万円

商品及び製品 1,466百万円 2,613百万円

仕掛品 －百万円 15百万円

原材料及び貯蔵品 670百万円 1,889百万円

短期貸付金 －百万円 150百万円

建物 2,288百万円 2,206百万円

機械及び装置 534百万円 1,032百万円

土地 1,001百万円 1,001百万円

関係会社株式 610百万円 －百万円

関係会社出資金 7百万円 －百万円

計 8,911百万円 14,845百万円
 

（注）上記は担保協定書に定められた、グループ単純合算かつ連結相殺前の金額となります。
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前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
 (2025年12月31日）

短期借入金 2,693百万円 4,000百万円

長期借入金（1年内返済予定の長期借
入金を含む）

3,500百万円 2,750百万円

計 6,193百万円 6,750百万円
 

 
※3　有形固定資産の減価償却累計額

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

有形固定資産の減価償却累計額 468 百万円 885 百万円
 

 
※4　圧縮記帳額

国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりであり

ます。

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

圧縮記帳額 － 百万円 86 百万円

（うち、機械及び装置） － 百万円 86 百万円
 

 
※5　財務制限条項等

前連結会計年度(2024年12月31日)

当社グループは、2024年1月17日付で、新生信託銀行株式会社との間で金銭消費貸借契約を締結しております。

この契約には、以下の財務制限条項等が付されており、抵触した場合には、当該債務について期限の利益を喪失

する可能性があります。

(1) 自己資本比率維持

各四半期末の自己資本比率(貸借対照表又は試算表上の純資産の部の合計金額を、純資産の部と負債の部の合

計金額により除して得られる値)を20%以上に維持すること。ただし、(d)バランスシートモニタリングへの抵触

がなく、かつ、自己資本比率が正の値であることを条件として、期限の利益喪失事由には該当しないものとす

る。

(2) 利益維持

2025年12月期以降(2025年12月期を含む。) 、各決算期末における営業利益又は経常利益のいずれかが一つで

も赤字となる状態を生じさせないこと。ただし、(d)バランスシートモニタリングへの抵触がないことを条件と

して、期限の利益喪失事由には該当しないものとする。

(3) フリー・キャッシュフローの維持

2024年12月期の各四半期の連結ベースのフリー・キャッシュフローの合計値について、当初提出した事業計

画における当該対象期の連結ベースのフリー・キャッシュフローの合計値を4四半期中、3四半期以上下回らな

いこと。また、2025年12月期以降（2025年12月期を含む。）の各四半期末において、当該対象期の連結ベース

のフリー・キャッシュフローの合計値、及び当該対象期の直前の四半期の連結ベースのフリー・キャッシュフ

ローの合計値を2期連続で赤字にしないこと。ただし、(d)バランスシートモニタリングへの抵触がないこと、

かつ、当該対象期のフリー・キャッシュフローに当該対象期に借入人が新たに実施した資本調達額及び許容劣

後借入の金額等を加えた合計値が0以上であることを条件として、期限の利益喪失事由には該当しないものとす

る。

(4) バランスシートモニタリング

各四半期決算において、連結ベースにおける本貸付の総借入額が流動資産（現預金、売上債権、棚卸資産、

前払費用及び貸倒引当金をいう。）の残高を超えないようにすること。

 
上記の財務制限条項については、会計基準の変更があった場合には、当該変更による影響について全当事者

で協議することとなっております。
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なお、2025年2月17日付の新生信託銀行株式会社との合意に基づき、当連結会計年度末において、(3)フ

リー・キャッシュフローの維持及び(4)バランスシートモニタリングについて、当連結会計年度の数値によらず

財務制限条項への抵触が生じなかったものとみなす同意を得ております。また、(1)自己資本比率維持において

も、財務制限条項への抵触はあるものの、期限の利益喪失事由への該当はありません。

 
当該契約に基づく当連結会計年度末における借入金残高は次のとおりであります。

 
当連結会計年度
(2024年12月31日)

短期借入金 2,693 百万円

長期借入金 3,500 百万円
 

（注）長期借入金には1年内返済予定長期借入金を含んでおります。

 
当連結会計年度(2025年12月31日)

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約及び金銭消費貸

借契約を締結しております。なお、当該契約には、それぞれ以下の財務制限条項等が付されており、抵触した場

合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。

1．コミットメントライン契約（本契約の相手先の名称：株式会社みずほ銀行）

2025年3月以降、毎月末時点の、借入人連結会社の連結処理を行った精算表上の純資産額を、正の値に維持す

ること。

当該契約に基づく当連結会計年度末における借入実行残高等は次のとおりであります。

 
当連結会計年度
(2025年12月31日)

コミットメントラインの総額 4,000 百万円

借入実行残高 4,000 百万円

差引額 － 百万円
 

 
2．金銭消費貸借契約（本契約の相手先の名称：新生信託銀行株式会社）

(1) 自己資本比率維持

各四半期末の自己資本比率（貸借対照表又は試算表上の純資産の部の合計金額を、純資産の部と負債の部

の合計金額により除して得られる値）を20%以上に維持すること。但し、当該条項への抵触が6ヶ月以上継続

した場合又は当該自己資本比率が15%を下回ることとなった場合を除き、期限の利益喪失事由には該当しない

ものとする。

(2) 利益維持

2025年12月期以降（2025年12月期を含む。）、各決算期末における営業利益又は経常利益のいずれかが一

つでも赤字となる状態を生じさせないこと。ただし、経常利益については、(i)新規貸付契約に係るアレンジ

メントフィーその他アップフロントで支払を要する費用、(ii)PO又はIPO準備コスト（証券会社に対する手数

料の支払を含む。）および(iii)本貸付契約の変更に係る各アメンドメントフィーを足し戻して算出する。

(3) フリー・キャッシュフローの維持

2025年12月期以降（2025年12月期を含む。）の各四半期末において、当該対象期の連結ベースのフリー・

キャッシュフローの合計値、及び当該対象期の直前の四半期の連結ベースのフリー・キャッシュフローの合

計値を2期連続で赤字にしないこと。

(4) バランスシートモニタリング

各四半期決算において、連結ベースにおける本貸付の総借入額が流動資産（現預金、売上債権、棚卸資

産、前払費用及び貸倒引当金をいう。）の残高ならびに土地および工場の鑑定評価額の合計額を超えないよ

うにすること。

 
上記、財務制限条項については、会計基準の変更があった場合には、当該変更による影響について全当事者

で協議することとなっております。
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なお、当連結会計年度末において、(2)利益維持について財務制限条項への抵触はあるものの、(4)バランス

シートモニタリングに抵触しない場合は期限の利益喪失事由に該当しないものとする2025年8月7日付の新生信

託銀行株式会社との合意に基づき、期限の利益喪失事由への該当はありません。

 
当該契約に基づく当連結会計年度末における借入金残高は次のとおりであります。

 
当連結会計年度
(2025年12月31日)

長期借入金 2,750 百万円
 

（注）長期借入金には1年内返済予定長期借入金を含んでおります。

 
(連結損益計算書関係)

※1 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客と

の契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（セグメント情報等） セグメント情報 3．報告セグメ

ントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載しており

ます。

 

※2 期末棚卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれておりま

す。

前連結会計年度
(自 2024年1月1日
 至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年1月1日
 至 2025年12月31日)

56百万円 22百万円
 

 
※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(自 2024年1月1日
 至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年1月1日
 至 2025年12月31日)

給料及び手当 823百万円 1,069百万円

賞与引当金繰入額 61百万円 148百万円

研究開発費 2,414百万円 1,775百万円
 

 

※4 一般管理費に含まれている研究開発費の総額は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2024年1月1日
 至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年1月1日
 至 2025年12月31日)

2,414百万円 1,775百万円
 

 

※5 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(自 2024年1月1日
 至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年1月1日
 至 2025年12月31日)

建物 －百万円 0百万円

工具、器具及び備品 －百万円 0百万円

解体撤去費用 85百万円 －百万円

合計 85百万円 0百万円
 

 
※6 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(自 2024年1月1日
 至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年1月1日
 至 2025年12月31日)

工具、器具及び備品 3百万円 －百万円

合計 3百万円 －百万円
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※7 固定資産圧縮損の内容は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(自 2024年1月1日
 至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年1月1日
 至 2025年12月31日)

機械及び装置 －百万円 86百万円

合計 －百万円 86百万円
 

 
※8 減損損失

前連結会計年度（自　2024年1月1日　至　2024年12月31日）

当連結会計年度において当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所 金額

事業用資産 機械及び装置 東京都他 189百万円

事業用資産 建設仮勘定 岡山県玉野市 1,858百万円

事業用資産 ソフトウエア仮勘定 岡山県玉野市 163百万円

合計   2,211百万円
 

当社グループは、事業用資産については管理会計上の区分を基礎としてグルーピングを行い、遊休資産につい

ては個別資産ごとにグルーピングを行っております。

減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッ

シュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

として計上しております。

当連結会計年度において、製造拠点に設置している水冷モジュール製造設備に関する製造計画を見直した結

果、当初計画で想定していた製造スケジュールからの遅延が確認されたことから、当該事業における資産等につ

いて減損の兆候を識別しました。これらの資産グループについて割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価

額を比較した結果、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回ったため、減損損失を計上しております。

回収可能価額は、使用価値と正味売却価額のいずれか高い価額により評価しております。将来キャッシュ・フ

ローに基づく使用価値が不透明のものについては、保守的に零として評価し、正味売却価額は合理的に算定され

た評価額等に基づき評価しております。

 
当連結会計年度（自　2025年1月1日　至　2025年12月31日）

当連結会計年度において当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所 金額

事業用資産 機械及び装置 千葉県南房総市他 175百万円

事業用資産 工具、器具及び備品 岡山県玉野市 32百万円

事業用資産 建設仮勘定 岡山県玉野市 38百万円

合計   246百万円
 

当社グループは、事業用資産については管理会計上の区分を基礎としてグルーピングを行い、遊休資産につい

ては個別資産ごとにグルーピングを行っております。

減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッ

シュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

として計上しております。

当連結会計年度において、主にEVユーザー向け充電サービス「PowerX Charge Station」の自社拠点について、

営業損益が継続してマイナスとなる見込みであることから、当該事業における資産について減損の兆候を識別

し、割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較した結果、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価

額を下回ったため、減損損失を計上しております。

回収可能価額は、使用価値と正味売却価額のいずれか高い価額により評価しております。将来キャッシュ・フ

ローに基づく使用価値が不透明のものについては、保守的に零として評価し、正味売却価額は合理的に算定され

た評価額等に基づき評価しております。
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※9 解約違約金

前連結会計年度（自　2024年1月1日　至　2024年12月31日）

該当事項はありません。

 
当連結会計年度（自　2025年1月1日　至　2025年12月31日）

将来の蓄電システム設計に係る方針変更に伴い、一部外部委託研究開発の中止に係る費用として解約違約金を

計上しております。

 
 
(連結包括利益計算書関係)

※ その他の包括利益に係る税効果額
 

 
前連結会計年度
(自 2024年1月1日
 至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年1月1日
 至 2025年12月31日)

繰延ヘッジ損益     

当期発生額 －百万円 92百万円

税効果調整前 －百万円 92百万円

税効果額 －百万円 △28百万円

繰延ヘッジ損益 －百万円 64百万円

その他の包括利益合計 －百万円 64百万円
 

 

 
(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　2024年1月1日　至　2024年12月31日）

1．発行済株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 5,000 － － 5,000

AA種株式 5,000 － － 5,000

A種優先株式 7,566 － － 7,566

A-1種優先株式 2,040 － － 2,040

A-2種優先株式 2,037 － － 2,037

B種優先株式 3,309 － － 3,309

B-1種優先株式 2,409 － － 2,409

B-2種優先株式 628 － － 628

C種優先株式(注)1 － 2,722 － 2,722

C-1種優先株式(注)2 － 265 － 265

合計 27,989 2,987 － 30,976
 

（注）1．C種優先株式の発行済株式数の増加は、第三者割当による新株発行によるものであります。

2．C-1種優先株式の発行済株式数の増加は、J-KISS型新株予約権の転換によるものであります。

 
2．自己株式に関する事項

該当事項はありません。　
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3．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当連結会計
年度末残高
(百万円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社

第6回J-KISS型新

株予約権（注）

C-1 種優先
株式

－ 265 265 － －

第1回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 0

第2回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 0

第4回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 0

第5回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 7

第6回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 0

第7回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 4

第8回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 13

第9回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 1

第10回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 211

合計 － 265 265 － 238
 

（注）第6回J-KISS型新株予約権の減少は、C-1種優先株式への転換によるものであります。

 
4．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自　2025年1月1日　至　2025年12月31日）

1．発行済株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式(注)1,2,3 5,000 36,348,600 － 36,353,600

AA種株式(注)1 5,000 － 5,000 －

A種優先株式(注)1 7,566 － 7,566 －

A-1種優先株式(注)1 2,040 － 2,040 －

A-2種優先株式(注)1 2,037 － 2,037 －

B種優先株式(注)1 3,309 － 3,309 －

B-1種優先株式(注)1 2,409 － 2,409 －

B-2種優先株式(注)1 628 － 628 －

C種優先株式(注)1,4 2,722 1,156 3,878 －

C-1種優先株式(注)1 265 － 265 －

合計 30,976 36,349,756 27,132 36,353,600
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（注）1．2025年7月15日開催の取締役会において、AA種株式、A種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株式、B種優

先株式、B-1種優先株式、B-2種優先株式、C-1種優先株式のすべて及びC種優先株式3,776株につき定款に定

める取得条項に基づき取得することを決議し、2025年8月1日付で自己株式として取得し、対価として各種類

株式1株につきそれぞれ普通株式1株を交付しております。また、C種優先株式102株について、その所有者で

ある株主から普通株式を対価とする取得請求権が行使されたことに伴い、2025年8月1日付で自己株式として

取得し、対価としてC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。当社は、上記で取得した各種

類株式のすべてを2025年8月1日付で消却しております。

2．2025年7月15日開催の取締役会の決議により、2025年8月9日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分

割を行っております。これにより、普通株式が32,099,868株増加し、発行済株式総数は32,132,000株となっ

ております。

3．2025年12月19日の東京証券取引所グロース市場への新規上場に伴う公募増資による新株式の発行により

4,166,700株、及び新株予約権の行使による新株式の発行により54,900株、それぞれ増加しております。

4．C種優先株式の発行済株式数の増加は、第三者割当による新株発行によるものであります。

 
2．自己株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

AA種株式(注)1 － 5,000 5,000 －

A種優先株式(注)1 － 7,566 7,566 －

A-1種優先株式(注)1 － 2,040 2,040 －

A-2種優先株式(注)1 － 2,037 2,037 －

B種優先株式(注)1 － 3,309 3,309 －

B-1種優先株式(注)1 － 2,409 2,409 －

B-2種優先株式(注)1 － 628 628 －

C種優先株式(注)1,4 － 3,878 3,878 －

C-1種優先株式(注)1 － 265 265 －

合計 － 27,132 27,132 －
 

（変動事由の概要）

　　「1．発行済株式に関する事項」に記載したとおりであります。
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3．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当連結会計
年度末残高
(百万円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社

第1回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 0

第2回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 0

第4回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 0

第5回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 7

第6回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 0

第7回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 4

第8回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 12

第9回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 1

第10回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 285

第11回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － 7

第12回ストック・

オプションとして

の新株予約権

－ － － － － -

連結子会社 － － － － － － 100

合計 － － － － 418
 

 
4．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度

(自　2024年1月1日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年1月1日
至　2025年12月31日)

現金及び預金 1,244百万円 7,454百万円

現金及び現金同等物 1,244百万円 7,454百万円
 

 

　2　重要な非資金取引

新株予約権に関するもの

 
前連結会計年度

(自　2024年1月1日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年1月1日
至　2025年12月31日)

新株予約権の行使による資本金増加額 190百万円 12百万円

新株予約権の行使による資本準備金増加額 190百万円 12百万円
 

 
 
(リース取引関係)

1．ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

BESS事業における蓄電池運用サービスに用いる蓄電池設備（機械及び装置）であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4．会計方針に関する事項 (2) 重要な固定資産の減価償却

の方法」に記載のとおりであります。

 
（貸主側）

所有権移転ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の決算日後の回収予定額

流動資産

前連結会計年度(2024年12月31日)

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(2025年12月31日)

（単位：百万円）

 1年内
1年超

2年以内

2年超

3年以内

3年超

4年以内

4年超

5年以内
5年超

リース債権 76 79 82 86 89 76
 

 
2．オペレーティング・リース取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 
前連結会計年度
 (2024年12月31日)

当連結会計年度
 (2025年12月31日)

 

1年内 138百万円 287百万円

1年超 10百万円 1,967百万円

合計 149百万円 2,255百万円
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(金融商品関係)

1．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業計画に照らして必要な運転資金及び設備投資資金を、銀行等金融機関からの借入等のほ

か、株式発行等状況に応じて最適と判断した手法により調達しております。なお、デリバティブ取引は後述する

リスクを回避するために利用しており、当社グループは投機的な取引は行わない方針であります。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内に決済又は支払期日が到来するものであり、一部

には外貨建てのものを含んでおります。そのため、これらは為替変動リスク及び流動性リスク(支払期日に支払い

を実行できなくなるリスク)に晒されております。また、外貨建ての営業債務は為替変動リスクに晒されておりま

すが、為替予約を利用し当該リスクをヘッジしております。

借入金は運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであり、主に変動金利によるものであります。こ

れら借入金は金利の変動リスク及び流動性リスクに晒されております。

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権について、取引先ごとに期日及び残高を管理するととも

に、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、当社では必要に応じて前受

金や預り金を受入れ、信用リスクの軽減を図っております。

②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

為替変動リスクについては、原則として為替予約を利用してヘッジしております。為替予約については、為

替リスク管理規程に基づいて実需の範囲内で財務経理部が取引を行い、為替予約の取組状況及び予約残高につ

いては定期的に執行役会へ報告しております。

借入金の金利変動リスクについては、随時、市場金利の動向を監視する等により対応しております。

③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手

許流動性を適切に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

 
(4) 信用リスクの集中

当連結会計年度末における営業債権のうち46.1％が特定の大口顧客に対するものであります。

 

2．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現金及び預金、売掛

金及び契約資産、未収消費税等、買掛金、短期借入金、未払金及び未払法人税等については、短期間で決済される

ため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

前連結会計年度(2024年12月31日)

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

長期借入金(※) 3,500 3,500 -

負債計 3,500 3,500 -
 

(※) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
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当連結会計年度(2025年12月31日)

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

長期借入金(※1) 2,750 2,750 -

負債計 2,750 2,750 -

デリバティブ取引（※2） 92 92 -
 

(※1) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については（　）で表示しております。

 
(注)1．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2024年12月31日)

 
1年以内
(百万円)

1年超
5年以内
(百万円)

5年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 1,244 - - -

売掛金及び契約資産 2,160 - - -

合計 3,405 - - -
 

 

当連結会計年度(2025年12月31日)

 
1年以内
(百万円)

1年超
5年以内
(百万円)

5年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 7,454 - - -

売掛金及び契約資産 5,881 - - -

合計 13,335 - - -
 

 

   2．長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2024年12月31日)

 
1年以内
(百万円)

1年超
2年以内
(百万円)

2年超
3年以内
(百万円)

3年超
4年以内
(百万円)

4年超
5年以内
(百万円)

5年超
(百万円)

長期借入金 175 350 2,975 - - -

リース債務 6 6 6 6 7 160

合計 181 356 2,981 6 7 160
 

 

当連結会計年度(2025年12月31日)

 
1年以内
(百万円)

1年超
2年以内
(百万円)

2年超
3年以内
(百万円)

3年超
4年以内
(百万円)

4年超
5年以内
(百万円)

5年超
(百万円)

長期借入金 750 2,000 - - - -

リース債務 82 86 89 93 97 229

合計 832 2,086 89 93 97 229
 

 

3．関係会社出資金は、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2020年3

月31日)第5項に従い、時価開示の対象とはしておりません。なお、当該出資の連結貸借対照表計上額は7百万

円であります。
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3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

ております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度(2024年12月31日)

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(2025年12月31日)

区分
時価(百万円)

レベル1 レベル2 レベル3 合計

デリバティブ取引     

通貨関連 - 92 - 92

資産計 - 92 - 92
 

 
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度(2024年12月31日)

区分
時価(百万円)

レベル1 レベル2 レベル3 合計

長期借入金 - 3,500 - 3,500

負債計 - 3,500 - 3,500
 

 

当連結会計年度(2025年12月31日)

区分
時価(百万円)

レベル1 レベル2 レベル3 合計

長期借入金 - 2,750 - 2,750

負債計 - 2,750 - 2,750
 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

デリバティブ取引

　為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベ

ル2の時価に分類しております。

長期借入金

　長期借入金の時価について、変動金利によるものは短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似してい

ると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借

入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル2の時価に分類しております。なお、1年内

返済予定の長期借入金を含めた金額を記載しております。
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(デリバティブ取引関係)

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

 

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　通貨関連

前連結会計年度(2024年12月31日)

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(2025年12月31日)

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象
契約額等
(百万円)

契約額等のうち
1年超
(百万円)

時価
(百万円)

為替予約等の
振当処理

為替予約取引

外貨建予定取引

   

買建    

米ドル 3,468 － 92
 

 

 
(ストック・オプション等関係)

1．ストック・オプションにかかる資産計上額、費用計上額及び科目名

 前連結会計年度 当連結会計年度

現金及び預金 －百万円 7百万円

販売費及び一般管理費の
株式報酬費用

166百万円 80百万円
 

 
2．権利不行使による失効により利益として計上した金額

 前連結会計年度 当連結会計年度

新株予約権戻入益 1百万円 4百万円
 

 
3．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 第1回新株予約権 第2回新株予約権 第4回新株予約権

　会社名 提出会社 提出会社 提出会社

　決議年月日 2021年10月7日 2021年10月7日 2022年8月31日

　付与対象者の区分及び人数

当社取締役　   3名

当社執行役   　1名

当社使用人   　4名

当社顧問、

アドバイザー 　4名
当社取締役   　1名

株式の種類別のストック・

オプションの数　(注)1
普通株式  345,000株 普通株式   40,000株 普通株式 1,077,000株

　付与日 2021年10月15日 2021年10月15日 2022年9月15日

　権利確定条件 (注)2 (注)2 (注)2

　対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

　権利行使期間
2021年10月15日～

2031年10月14日

2021年10月15日～

2031年10月14日

2022年9月15日～

2032年9月14日
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 第5回新株予約権 第6回新株予約権 第7回新株予約権

　会社名 提出会社 提出会社 提出会社

　決議年月日 2022年8月31日 2022年8月31日 2023年10月13日

　付与対象者の区分及び人数

当社取締役　   1名

当社執行役     3名

当社使用人    41名

当社顧問、

アドバイザー   4名
当社取締役     1名

株式の種類別のストック・

オプションの数　(注)1
普通株式 2,021,000株 普通株式   30,000株 普通株式  322,000株

　付与日 2022年9月15日 2022年9月15日 2023年10月25日

　権利確定条件 (注)2 (注)2 (注)2

　対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

　権利行使期間
2022年9月15日～

2032年9月14日

2022年9月15日～

2032年9月14日

2023年10月25日～

2033年10月24日
 

 
 第8回新株予約権 第9回新株予約権 第10回新株予約権

　会社名 提出会社 提出会社 提出会社

　決議年月日 2023年10月13日 2023年10月13日 2023年10月13日

　付与対象者の区分及び人数

当社取締役 　 1名

当社執行役   　3名

当社使用人　  77名

子会社使用人　　5名

当社顧問、

アドバイザー　 9名

当社執行役　   3名

当社使用人  　46名

株式の種類別のストック・

オプションの数　(注)1
普通株式   867,000株 普通株式    95,000株 普通株式   563,000株

　付与日 2023年10月25日 2023年10月25日 2023年10月25日

　権利確定条件 (注)2 (注)2 (注)2

　対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

　権利行使期間
2023年10月25日～

2033年10月24日

2023年10月25日～

2033年10月24日

2025年10月24日～

2033年10月13日
 

 
 第11回新株予約権 第12回新株予約権

　会社名 提出会社 提出会社

　決議年月日 2025年4月25日 2025年4月25日

　付与対象者の区分及び人数

当社取締役 　 1名

当社顧問、

アドバイザー　 2名

当社取締役 　 1名

当社使用人　 106名

子会社取締役　　1名

子会社使用人 　14名

株式の種類別のストック・

オプションの数　(注)1
普通株式  565,000株 普通株式  782,000株

　付与日 2025年5月20日 2025年5月20日

　権利確定条件 (注)2 (注)2

　対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。

　権利行使期間
2025年5月20日～

2035年5月19日

2027年5月15日～

2035年4月25日
 

(注)1．株式数に換算して記載しております。なお、当社は、2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025

年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の株式数

に換算して記載しております。

　　2．「第4　提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（2025年12月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 第1回新株予約権 第2回新株予約権 第4回新株予約権

　会社名 提出会社 提出会社 提出会社

　決議年月日 2021年10月7日 2021年10月7日 2022年8月31日

　権利確定前（株）    

　　前連結会計年度末 330,000 40,000 1,077,000

　　付与 - - -

　　失効 - - -

　　権利確定 330,000 40,000 -

　　未確定残 - - 1,077,000

　権利確定後（株）    

　　前連結会計年度末 - - -

　　権利確定 330,000 40,000 -

　　権利行使 9,900 - -

　　失効 - - -

　　未行使残 320,100 40,000 -
 

 
 第5回新株予約権 第6回新株予約権 第7回新株予約権

　会社名 提出会社 提出会社 提出会社

　決議年月日 2022年8月31日 2022年8月31日 2023年10月13日

　権利確定前（株）    

　　前連結会計年度末 1,905,000 30,000 322,000

　　付与 - - -

　　失効 36,000 - -

　　権利確定 1,869,000 30,000 -

　　未確定残 - - 322,000

　権利確定後（株）    

　　前連結会計年度末 - - -

　　権利確定 1,869,000 30,000 -

　　権利行使 3,000 10,000 -

　　失効 - - -

　　未行使残 1,866,000 20,000 -
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 第8回新株予約権 第9回新株予約権 第10回新株予約権

　会社名 提出会社 提出会社 提出会社

　決議年月日 2023年10月13日 2023年10月13日 2023年10月13日

　権利確定前（株）    

　　前連結会計年度末 814,000 95,000 506,000

　　付与 - - -

　　失効 61,000 - 51,000

　　権利確定 753,000 95,000 455,000

　　未確定残 - - -

　権利確定後（株）    

　　前連結会計年度末 - - -

　　権利確定 753,000 95,000 455,000

　　権利行使 11,000 15,000 6,000

　　失効 - - -

　　未行使残 742,000 80,000 449,000
 

 
 第11回新株予約権 第12回新株予約権

　会社名 提出会社 提出会社

　決議年月日 2025年4月25日 2025年4月25日

　権利確定前（株）   

　　前連結会計年度末 - -

　　付与 565,000 782,000

　　失効 10,000 71,000

　　権利確定 - 711,000

　　未確定残 555,000 -

　権利確定後（株）   

　　前連結会計年度末 - -

　　権利確定 - 711,000

　　権利行使 - -

　　失効 - 20,000

　　未行使残 - 691,000
 

（注）当社は、2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株

の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。

 
②　単価情報

 第1回新株予約権 第2回新株予約権 第4回新株予約権

　会社名 提出会社 提出会社 提出会社

　決議年月日 2021年10月7日 2021年10月7日 2022年8月31日

　権利行使価格（円） 60 60 190

　行使時平均株価（円） 1,640 ‐ ‐

　付与日における公正な評価単価（円) ‐ ‐ ‐
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 第5回新株予約権 第6回新株予約権 第7回新株予約権

　会社名 提出会社 提出会社 提出会社

　決議年月日 2022年8月31日 2022年8月31日 2023年10月13日

　権利行使価格（円） 190 190 696

　行使時平均株価（円） 1,640 1,730 ‐

　付与日における公正な評価単価（円) ‐ ‐ ‐
 

 
 第8回新株予約権 第9回新株予約権 第10回新株予約権

　会社名 提出会社 提出会社 提出会社

　決議年月日 2023年10月13日 2023年10月13日 2023年10月13日

　権利行使価格（円） 696 696 60

　行使時平均株価（円） 1,722 1,730 1,640

　付与日における公正な評価単価（円) ‐ ‐ ‐
 

 
 第11回新株予約権 第12回新株予約権

　会社名 提出会社 提出会社

　決議年月日 2025年4月25日 2025年4月25日

　権利行使価格（円） 770 770

　行使時平均株価（円） ‐ ‐

　付与日における公正な評価単価（円) ‐ ‐
 

（注）当社は、2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株

の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の価格に換算して記載しております。

 
4．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

新株予約権の付与日時点において、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価

の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、

DCF法により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。

 

5．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお

ります。

 

6．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の

合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

当連結会計年度末における本源的価値の合計額 10,887百万円

当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの

権利行使日における本源的価値の合計額
71百万円
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(税効果会計関係)

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

 
当連結会計年度
(2025年12月31日)

繰延税金資産      

　未払事業税 19百万円  18百万円

賞与引当金 23百万円  56百万円

株式報酬 64百万円  －百万円

　減価償却超過額 4百万円  34百万円

　繰延資産 27百万円  21百万円

　減損損失 845百万円  823百万円

　研究開発費 182百万円  164百万円

　ソフトウエア 259百万円  249百万円

　税務上の繰越欠損金 3,685百万円  3,982百万円

　その他 129百万円  376百万円

繰延税金資産小計 5,242百万円  5,728百万円

　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）2 △3,685百万円  △3,854百万円

　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,556百万円  △1,229百万円

評価性引当額小計（注）1 △5,242百万円  △5,083百万円

繰延税金資産合計 －百万円  644百万円

繰延税金負債      

　資産除去債務に対応する除去費用 △4百万円  △7百万円

　繰延ヘッジ損益 －百万円  △28百万円

繰延税金負債合計 △4百万円  △35百万円

繰延税金資産又は負債（△）の純額 △4百万円  608百万円
 

 
(注)1．評価性引当額の変動の主な内容は、将来の課税所得に基づいて繰延税金資産の回収可能性を判断する際の

企業の分類を変更したことにより評価性引当額が減少したものであります。

2．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2024年12月31日）

 
1年以内
(百万円)

1年超
2年以内
(百万円)

2年超
3年以内
(百万円)

3年超
4年以内
(百万円)

4年超
5年以内
(百万円)

5年超
(百万円)

合計
(百万円)

税務上の繰越
欠損金（※）

－ － － － － 3,685 3,685

評価性引当額 － － － － － △3,685 △3,685

繰延税金資産 － － － － － － －
 

（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 
当連結会計年度（2025年12月31日）

 
1年以内
(百万円)

1年超
2年以内
(百万円)

2年超
3年以内
(百万円)

3年超
4年以内
(百万円)

4年超
5年以内
(百万円)

5年超
(百万円)

合計
(百万円)

税務上の繰越
欠損金（※）1

－ － － － － 3,982 3,982

評価性引当額 － － － － － △3,854 △3,854

繰延税金資産
（※）2

－ － － － － 128 128
 

(注)1．税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

2．税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産128百万円は、将来の課税所得の見込額に基づき、回収可能と判

断した額であります。
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2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

前連結会計年度及び当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略して

おります。

 
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）」が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以後

開始する連結会計年度より防衛特別法人税が課されることとなりました。

これに伴い、2027年1月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延

税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。

なお、この変更による影響は軽微であります。

 
 

(資産除去債務関係)

1．資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

不動産賃貸借契約で定める、当社が設置する機械及び装置の撤去に伴う原状回復義務費用等であります。

 

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

当社が設置する機械及び装置の使用見込期間を2年から17年と見積り、長期国債の金利を参考に使用見込期間

に対応する割引率を使用して、資産除去債務の金額を算定しております。なお、機械及び装置の使用見込期間

経過前に退去が見込まれる拠点については、賃貸借契約の期間にて償却しております。

　

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

 
前連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年1月1日
至 2025年12月31日)

期首残高 16百万円 35百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 18百万円 34百万円

時の経過による調整額 0百万円 0百万円

期末残高 35百万円 71百万円
 

 

2．資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上していないもの

　当社グループは、東京オフィス等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務と

して認識しております。

　不動産賃貸借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、不動

産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込まれないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連

結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
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(収益認識関係)

1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、連結財務諸表「注記事項（セグメント情報等）」に記載のと

おりであります。

 

2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事項） 4 会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとお

りであります。

 
3．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度

末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する

情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 232百万円 2,158百万円

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 2,158百万円 5,879百万円

契約資産(期首残高) －百万円 1百万円

契約資産(期末残高) 1百万円 1百万円

契約負債(期首残高) 266百万円 1,130百万円

契約負債(期末残高) 1,130百万円 9,153百万円
 

契約資産は、電力販売について期末時点で履行義務を充足しているものの未請求の対価に対する当社の権利

に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生

じた債権に振替えられます。当該対価は、支払条件に従い請求し、主として2ヶ月以内に受領しております。

契約負債は主に、履行義務の充足時点に収益を認識する顧客に対する蓄電池製品の販売契約について、契約

条件に基づき顧客から受け取った前受金、及び電力供給契約に基づき顧客から契約金等を受け取ったこと等に

よる前受収益に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

前連結会計年度に認識した収益の額のうち、期首の契約負債残高等に含まれていたものは、258百万円であり

ます。契約負債の増減は、主として前受金の受取りと収益認識によるものであります。なお、過去の期間に充

足した履行義務から前連結会計年度に認識した収益の金額はありません

当連結会計年度に認識した収益の額のうち、期首の契約負債残高等に含まれていたものは、948百万円であり

ます。契約負債の増減は、主として前受金の受取りと収益認識によるものであります。なお、過去の期間に充

足した履行義務から当連結会計年度に認識した収益の金額はありません。

 

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想

される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。当連結会計年度末における未充足

（又は部分的に未充足）の履行義務の主な内容は、BESS事業及びEVCS事業における蓄電池製品の販売に関する

ものです。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる時期は、以下のとおりであります。な

お、収益の認識が見込まれる最長期間は、10年以内であります。

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

1年以内 55百万円 6,219百万円

1年超 51百万円 2,050百万円

合計 107百万円 8,270百万円
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、執行

役会が、経営資源の配分の決定及び業績の評価のために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、事業部を基礎としたセグメントから構成されており、「BESS事業」、「EVCS事業」、「電力事

業」の3つを報告セグメントとしております。

「BESS事業」は大型定置用蓄電システム「PowerX Mega Power」及び中型定置用蓄電システム「PowerX Cube」の

製造販売、稼働試験業務及びメンテナンス、「EVCS事業」は蓄電池型急速EV充電システム「PowerX Hypercharger」

の製造販売、メンテナンス及び充電サービス、「電力事業」は事業者への電力提供サービス及び「PowerX Mega

Power」などの蓄電池製品の販売を行っております。

 
2．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準

拠した方法であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

 
3．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報

前連結会計年度（自　2024年1月1日　至　2024年12月31日）

     （単位：百万円）

 
報告セグメント 調整額

（注）1

連結財務諸
表計上額
（注）2BESS事業 EVCS事業 電力事業 計

売上高       

一時点で移転される
財又はサービス

4,139 1,617 187 5,944 - 5,944

一定の期間にわたり
移転される財又は
サービス

4 10 201 216 - 216

顧客との契約から生じ
る収益

4,143 1,628 389 6,161 - 6,161

外部顧客への売上高 4,143 1,628 389 6,161 - 6,161

計 4,143 1,628 389 6,161 - 6,161

セグメント利益又は損
失（△）

855 △498 △55 301 △5,244 △4,942

セグメント資産 3,733 960 359 5,053 5,776 10,830

その他の項目       

減価償却費 3 9 0 13 312 325

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額

172 283 0 456 619 1,075
 

(注)1．調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用と

なります。全社費用の主なものは、当社の本社管理部門に係る費用であります。

(2) セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産となります。全社資産の主な

ものは、製造部門及び管理部門に係る資産であります。全社資産のうち製造部門に係る費用については合

理的な方法に基づいて各報告セグメントに配分しておりますが、資産については合理的な配分が困難なた

め、共用資産として調整額に含めております。

(3) 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費となります。

2．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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当連結会計年度（自　2025年1月1日　至　2025年12月31日）

     （単位：百万円）

 
報告セグメント 調整額

（注）1

連結財務諸
表計上額
（注）2BESS事業 EVCS事業 電力事業 計

売上高       

一時点で移転される
財又はサービス

17,083 1,145 461 18,691 － 18,691

一定の期間にわたり
移転される財又は
サービス

18 4 592 615 － 615

顧客との契約から生じ
る収益

17,102 1,149 1,054 19,306 － 19,306

外部顧客への売上高 17,102 1,149 1,054 19,306 － 19,306

計 17,102 1,149 1,054 19,306 － 19,306

セグメント利益又は損
失（△）

3,870 △424 35 3,481 △4,158 △677

セグメント資産 11,298 1,696 362 13,356 12,879 26,236

その他の項目       

減価償却費 18 35 0 54 404 458

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額

0 734 － 734 636 1,370
 

(注)1．調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用と

なります。全社費用の主なものは、当社の本社管理部門に係る費用であります。

(2) セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産となります。全社資産の主な

ものは、製造部門及び管理部門に係る資産であります。全社資産のうち製造部門に係る費用については合

理的な方法に基づいて各報告セグメントに配分しておりますが、資産については合理的な配分が困難なた

め、共用資産として調整額に含めております。

(3) 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費となります。

2．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 
 

【関連情報】

前連結会計年度(自　2024年1月1日　至　2024年12月31日)

1．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省

略しております。

 

2．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

3．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。
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当連結会計年度(自　2025年1月1日　至　2025年12月31日)

1．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省

略しております。

 

2．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

3．主要な顧客ごとの情報

  (単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

エネルギーパワー株式会社 2,641 BESS事業
 

 
 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自　2024年1月1日　至　2024年12月31日)

     （単位：百万円）

 
報告セグメント

全社・消去 合計
BESS事業 EVCS事業 電力事業 計

減損損失 － 189 － 189 2,021 2,211
 

 
当連結会計年度(自　2025年1月1日　至　2025年12月31日)

     （単位：百万円）

 
報告セグメント

全社・消去 合計
BESS事業 EVCS事業 電力事業 計

減損損失 － 175 － 175 70 246
 

 
 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 
 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

1．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度(自　2024年1月1日　至　2024年12月31日）

種　類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容又

は職業

議決権等の所

有(被所有)

割合(%)

関連当事者と

の関係
取引内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

関連会社
PXAM

合同会社

東京都

中央区
20 リース業

(所有)

直接35.0

蓄電池設備

のリース

リース資

産の取得

(注)2

167
リース

資産
165

リース債

務の返済
1

リース

債務

(注)3

193

利息の支

払
1   

 

(注)1．取引条件は、原則として市場価格等を勘案して個別に協議の上、一般取引と同様に決定しています。

2．リース資産の取得については、売買取引に係る方法に準じたファイナンス・リース取引によるリース資

産の当連結会計年度における取得価額を記載しております。

3．リース債務の期末残高は、流動負債と固定負債の合計額であります。

 
当連結会計年度(自　2025年1月1日　至　2025年12月31日）

種　類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容又

は職業

議決権等の所

有(被所有)

割合(%)

関連当事者と

の関係
取引内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

関連会社
PXAM

合同会社

東京都

中央区
20 リース業

(所有)

直接35.0

蓄電池設備

のリース

リース債

務の返済
6

リース

債務

(注)2

187

利息の支

払
8   

 

(注)1．取引条件は、原則として市場価格等を勘案して個別に協議の上、一般取引と同様に決定しています。

2．リース債務の期末残高は、流動負債と固定負債の合計額であります。

 
（イ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

前連結会計年度(自　2024年1月1日　至　2024年12月31日）

種　類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容又

は職業

議決権等の所

有(被所有)

割合(%)

関連当事者と

の関係
取引内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社

㈱FAROUT

(注)1

東京都

港区
1 資産管理業

(被所有)

直接36.50
-

第三者割

当増資

(注)2

20 - -

 

(注)1．当社取締役伊藤 正裕が議決権の100%を直接保有しております。

2．第三者割当増資については、2024年8月28日付の株主総会の決議に基づき実施されたものであり、当社

が行った増資（14株）を1株1,430,421円で引き受けたものであります。

 
当連結会計年度(自　2025年1月1日　至　2025年12月31日）

種　類

会社等

の名称又は

氏名

所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容又

は職業

議決権等の所

有(被所有)

割合(%)

関連当事者と

の関係
取引内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

子会社

役員
大西 英之 - -

子会社取締

役

(被所有)

直接0.30
-

第三者割

当増資

(注)

137 - -

 

(注) 第三者割当増資については、2024年8月28日付の株主総会の決議に基づき実施されたものであり、当社が

行った増資（96株）を1株1,430,421円で引き受けたものであります。
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(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

 
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

 
 

(1株当たり情報)

 

 
前連結会計年度

(自　2024年1月1日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年1月1日
 至　2025年12月31日)

1株当たり純資産額 △535.46円 171.38円

1株当たり当期純損失（△） △280.07円 △51.40円
 

(注)1．前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株

式は非上場であり期中平均株価が把握できないため、また、1株当たり当期純損失を計上しているため記載

しておりません。

2．当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当

たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。

3．当社は、2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000

株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当

たり純資産額及び1株当たり当期純損失（△）を算定しております。

4．1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度
(自　2024年1月1日
 至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年1月1日
 至　2025年12月31日)

1株当たり当期純損失   

親会社株主に帰属する当期純損失（△）
(百万円)

△8,013 △1,646

普通株主及び普通株主と同等の株主に帰
属しない金額(百万円)

－ －

普通株式及び普通株式と同等の株式に係
る親会社株主に帰属する当期純損失
（△）(百万円)

△8,013 △1,646

普通株式及び普通株式と同等の株式の期
中平均株式数(株)

28,611,193 32,042,252

（うち普通株式（株）） (5,000,000) (32,042,252)

（うち普通株式と同等の株式（株）） (23,611,193) (       －)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後1株当たり当期純利益の算定に含まれな
かった潜在株式の概要

新株予約権9種類
(普通株式　5,119,000株)
なお、新株予約権の概要は
「第4　提出会社の状況　1
株式等の状況 (2)新株予約権
等の状況 ①ストックオプ
ション制度の内容」に記載の
とおりであります。

新株予約権11種類
(普通株式　6,162,100株)
なお、新株予約権の概要は
「第4　提出会社の状況　1
株式等の状況 (2)新株予約権
等の状況 ①ストックオプ
ション制度の内容」に記載の
とおりであります。

 

(注) 当社が発行する種類株式は、いずれも剰余金の配当について普通株式と同順位であるため、その普通株式

相当数の合計を普通株式と同等の株式数としております。
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(重要な後発事象)

（第三者割当による新株式の発行）

当社は、2025年12月19日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2025

年11月21日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が行うオーバーアロットメン

トによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2026年1

月19日に払込が完了いたしました。

1． 募集方法                 　第三者割当（オーバーアロットメントによる売出し）

2． 発行する株式の種類及び数   普通株式 1,158,200株

3． 払込価格                   1株当たり1,020円

4． 割当価格                   1株当たり1,128.50円

5． 資本組入額　　　　　　　　 1株当たり564.25円

6． 割当価格の総額             1,307百万円

7． 資本組入額の総額           653百万円

8． 払込期日                   2026年1月19日

9． 割当先                     三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

10. 資金使途  　            　PowerX Mega Power 2500の開発資金、東京オフィス移転資金、Power Base第2

工場建設資金に充当する予定です。

 
（新株予約権の行使）

当連結会計年度の末日後、2026年2月28日までの間に第1回新株予約権、第2回新株予約権、第5回新株予約権、第8

回新株予約権、第9回新株予約権、及び第10回新株予約権の一部が行使されております。

当該新株予約権の行使により発行した株式の概要は以下のとおりであります。

 第1回新株予約権 第2回新株予約権 第5回新株予約権

行使新株予約権数 4,950個 1,000個 234個

交付株式数 普通株式　49,500株 普通株式　10,000株 普通株式　234,000株

資本金増加額 1百万円 0百万円 22百万円

資本準備金増加額 1百万円 0百万円 22百万円
 

 
 第8回新株予約権 第9回新株予約権 第10回新株予約権

行使新株予約権数 21個 5個 93個

交付株式数 普通株式　21,000株 普通株式　5,000株 普通株式　93,000株

資本金増加額 7百万円 1百万円 32百万円

資本準備金増加額 7百万円 1百万円 32百万円
 

 
（子会社の新株式発行及び引受）

　当社の連結子会社である株式会社海上パワーグリッドは、2026年2月27日開催の株主総会において、当社を含む法

人7社を割当先とする第三者割当増資を次のとおり決議し、2026年3月13日に払込が完了いたしました。また、2026

年3月13日付けで同社が発行していた新株予約権の行使により、次のとおり新株式が発行されております。なお、当

該事象による連結の範囲に変更はございません。

1．対象会社の概要

名称 株式会社海上パワーグリッド

所在地  東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー 43階

代表者の役職・氏名  代表取締役社長　大西英之

事業内容

 電気運搬船の開発・販売および海上電力輸送事業

 離島および港湾等のマイクログリッド開発

 離島および洋上におけるデータセンター関連事業
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2．第三者割当増資の概要

発行する株式の種類及び数 A種優先株式 6,109株

割当価格  1株当たり 180,000円

資本組入額 1株当たり 90,000円

割当価格の総額  1,099百万円

資本組入額の総額  549百万円

払込期日  2026年3月13日

割当先  当社を含む法人7社

資金の使途  海上送電事業の開発及び運転資金に充当する予定です
 

（注）当社の取得株式数は1,667株、取得額は300百万円であります。

 
3．新株予約権の行使による新株式発行の概要

発行する株式の種類及び数 A-1種優先株式 694株

行使日  2026年3月13日

割当価格 1株当たり 144,000円

資本組入額の総額  50百万円
 

 
4．当該事象による当社の持分比率の変動

第三者割当増資及び新株予約権の行使前  100.00%

第三者割当増資及び新株予約権の行使後  69.43%
 

 
（重要な設備投資）

当社は、2026年2月27日の執行役会において、「PowerX Mega Power」（以下、「MP」）に係る受注増加への対

応、及び災害発生時の事業継続リスクへの対応の観点から、Power Base第1工場へのMP製造ラインの増設、及び

Power Base Hokkaidoの設置について決議いたしました。また、2026年3月23日の執行役会において、Power Base

Hokkaidoの土地及び建物の取得について決議し、同日付で土地建物売買契約を締結しております。

 
1．設備投資の目的及び内容

当社では、系統用蓄電所向けを中心とした蓄電システムに対する受注が好調に推移しており、主力事業であ

るBESS事業では2026年2月13日時点で39,209百万円の受注残高（契約締結済み）を有しております。また、新規

事業として量産型データセンター事業についても取組みを開始しており、これらの受注及び今後の事業展開を

見据えた生産能力の拡充が急務となっております。また、2026年3月時点において当社の生産拠点は岡山県に集

中しておりますが、納品先は日本全国に広がっており、北海道を含む北日本への納入案件も増加傾向にありま

す。こうした状況を踏まえて、当社の主力工場であるPower Base第1工場内における製造ラインの増設に加え、

需要地に近い北海道苫小牧市に新工場を設置しMPを生産することで、効率的な製品供給体制の構築と災害発生

時の事業継続リスクの低減を図るものであります。
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2．設備投資の内容

拠点名 Power Base第1工場 Power Base Hokkaido

所在地 岡山県玉野市 北海道苫小牧市

設備投資の内容

（注）1

Power Base第1工場の増床・改修工事及

びMP製造ライン設置

Power Base Hokkaidoの土地建物取得、

改修工事及びMP製造ライン設置

生産能力（注）2 年間生産能力　2GWh 年間生産能力　2GWh

投資額 2,000百万円 3,000百万円

資金調達方法 自己資金及び借入金 自己資金及び借入金

着手予定日 2026年3月 2026年3月

完了予定日 2027年1月 2027年6月
 

（注）1．Power Base Hokkaidoの土地建物につきましては2026年6月の引渡しを予定しております。

2．生産能力は、「PowerX Mega Power 2500」の生産可能台数800台に同製品のストレージ容量を乗じて算出

しております。また、生産可能台数は2ライン・常昼で稼働することを前提として算出しております。

 
3．業績に与える影響

本件が2026年12月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

 
（コミットメントライン契約締結について）

当社は、2026年3月23日開催の執行役会において、以下のシンジケート型コミットメントライン契約を締結するこ

とを決議しました。

 
1．コミットメントライン契約締結の目的

受注規模の拡大に伴う今後の短期運転資金需要に対応し、既存のコミットメントライン契約（極度額4,000百万

円）を増額のうえ更新し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することにより財務基盤の強化を図るものであ

ります。

 
2．コミットメントライン契約の概要

(1) 極度                         8,000百万円

(2) 契約締結日                   2026年3月31日（予定）

(3) コミットメント期間           2026年3月31日から2027年3月31日

(4) 参加金融機関　　　　　　　   株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケート団

(5) 適用利率                     Tibor＋スプレッド

(6) 担保提供資産           　   当社所有不動産及び売掛債権

(7) 保証                   　　　無保証

(8) 財務制限条項                 2026年3月以降、毎月末時点の連結純資産額を正の値に維持すること
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 
 
【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 2,693 4,000 2.8 ―

1年以内に返済予定の長期借入金 175 750 6.3 ―

1年以内に返済予定のリース債務 6 82 4.3 ―

長期借入金(1年以内に返済予定の
ものを除く。)

3,325 2,000 6.3 2027年1月

リース債務(1年以内に返済予定の
ものを除く。)

187 595 4.3
2031年7月
～2044年10月

合計 6,386 7,428 － ―
 

(注) 1．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2．長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごと

 の返済予定額の総額

区分
1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金 2,000 － － －

リース債務 86 89 93 97
 

 

 
【資産除去債務明細表】

　明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を

省略しております。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等
 

 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 (百万円) 4,647 19,306

税金等調整前
中間(当期)純損失(△)

(百万円) △2,231 △2,278

親会社株主に帰属する
中間(当期)純損失(△)

(百万円) △2,230 △1,646

1株当たり
中間(当期)純損失(△)

(円) △70.46 △51.40
 

(注)当社は、2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株の

割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり中

間(当期)純損失（△）を算定しております。
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2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,140 7,279

  売掛金 ※1  2,158 ※1  5,879

  契約資産 ※1  1 ※1  1

  リース債権 － 491

  商品及び製品 ※1  1,466 ※1  2,613

  仕掛品 － ※1  15

  原材料及び貯蔵品 ※1  668 ※1  1,887

  前払金 460 1,444

  前払費用 89 136

  短期貸付金 － ※1,2  150

  未収消費税等 113 66

  その他 ※2  19 ※2  203

  流動資産合計 6,116 20,168

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） ※1  2,286 ※1  2,204

   機械及び装置（純額） ※1  384 ※1,3  899

   車両運搬具（純額） 76 87

   工具、器具及び備品（純額） 196 292

   土地 ※1  1,001 ※1  1,001

   リース資産（純額） 165 157

   建設仮勘定 100 169

   有形固定資産合計 4,212 4,813

  無形固定資産   

   特許権 － 0

   商標権 0 0

   ソフトウエア 55 73

   無形固定資産合計 55 74

  投資その他の資産   

   関係会社株式 ※1  610 610

   関係会社出資金 ※1  7 7

   長期前払費用 8 27

   繰延税金資産 － 603

   その他 166 372

   投資その他の資産合計 792 1,620

  固定資産合計 5,061 6,507

 資産合計 11,177 26,676
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 264 882

  短期借入金 ※1,2,4  2,893 ※1,2,4  4,360

  1年内返済予定の長期借入金 ※1,4  175 ※1,4  750

  リース債務 ※2  6 ※2  82

  未払金 ※2  689 ※2  734

  未払費用 ※2  417 ※2  703

  未払法人税等 63 13

  契約負債 1,118 9,147

  預り金 164 39

  賞与引当金 68 172

  受注損失引当金 － 142

  製品保証引当金 21 144

  その他 0 0

  流動負債合計 5,882 17,175

 固定負債   

  長期借入金 ※1,4  3,325 ※1,4  2,000

  リース債務 ※2  187 ※2  595

  繰延税金負債 4 －

  資産除去債務 35 71

  その他 60 87

  固定負債合計 3,612 2,754

 負債合計 9,495 19,929

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 9,089 4,634

  資本剰余金   

   資本準備金 9,049 3,190

   資本剰余金合計 9,049 3,190

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △16,694 △1,461

   利益剰余金合計 △16,694 △1,461

  株主資本合計 1,443 6,363

 評価・換算差額等   

  繰延ヘッジ損益 － 64

  評価・換算差額等合計 － 64

 新株予約権 238 318

 純資産合計 1,682 6,746

負債純資産合計 11,177 26,676
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② 【損益計算書】

           (単位：百万円)

          前事業年度
(自 2024年 1月 1日
　至 2024年12月31日)

当事業年度
(自 2025年 1月 1日
　至 2025年12月31日)

売上高 6,161 19,306

売上原価   

 商品及び製品期首棚卸高 233 1,466

 当期製品製造原価 ※1  5,230 ※1  10,880

 当期商品仕入高 945 4,837

 合計 6,409 17,184

 他勘定振替高 ※2  327 ※2  496

 商品及び製品期末棚卸高 1,466 2,613

 売上原価合計 4,615 14,075

売上総利益 1,545 5,231

販売費及び一般管理費 ※3  6,486 ※3  5,718

営業損失（△） △4,940 △487

営業外収益   

 受取利息 0 ※1  3

 弁償金 5 10

 受取奨励金 1 2

 業務受託料 ※1  2 ※1  1

 その他 2 1

 営業外収益合計 10 18

営業外費用   

 支払利息 ※1  244 ※1  265

 株式交付費 12 24

 資金調達費用 479 571

 為替差損 23 49

 支払補償費 6 221

 その他 3 7

 営業外費用合計 769 1,139

経常損失（△） △5,699 △1,608

特別利益   

 国庫補助金受贈益 － 90

 新株予約権戻入益 1 4

 特別利益合計 1 95

特別損失   

 固定資産除却損 ※4  85 ※4  0

 固定資産売却損 ※5  3 －

 固定資産圧縮損 － ※6  86

 減損損失 2,211 246

 解約違約金 － ※7  243

 特別損失合計 2,300 577

税引前当期純損失（△） △7,999 △2,090

法人税、住民税及び事業税 4 7

法人税等調整額 4 △636

法人税等合計 9 △628

当期純損失（△） △8,008 △1,461
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2024年1月1日　至　2024年12月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 6,952 6,912 6,912 △8,685 △8,685 5,179

当期変動額       

新株の発行 1,946 1,946 1,946  － 3,893

新株の発行（新株予約権

の行使）
190 190 190  － 380

当期純損失（△）   － △8,008 △8,008 △8,008

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
  －  － －

当期変動額合計 2,136 2,136 2,136 △8,008 △8,008 △3,735

当期末残高 9,089 9,049 9,049 △16,694 △16,694 1,443
 

 

 新株予約権 純資産合計

当期首残高 73 5,252

当期変動額   

新株の発行  3,893

新株の発行（新株予約権

の行使）
 380

当期純損失（△）  △8,008

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
165 165

当期変動額合計 165 △3,569

当期末残高 238 1,682
 

 
当事業年度(自　2025年1月1日　至　2025年12月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 9,089 9,049 － 9,049 △16,694 △16,694 1,443

当期変動額        

新株の発行 3,177 3,177  3,177  － 6,355

新株の発行（新株予約権

の行使）
12 12  12  － 25

当期純損失（△）    － △1,461 △1,461 △1,461

減資 △7,645 △9,049 16,694 7,645  － －

欠損填補   △16,694 △16,694 16,694 16,694 －

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
   －  － －

当期変動額合計 △4,454 △5,858 － △5,858 15,233 15,233 4,919

当期末残高 4,634 3,190 － 3,190 △1,461 △1,461 6,363
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評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
繰延ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 － － 238 1,682

当期変動額     

新株の発行  －  6,355

新株の発行（新株予約権

の行使）
 －  25

当期純損失（△）  －  △1,461

減資  －  －

欠損填補  －  －

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
64 64 79 143

当期変動額合計 64 64 79 5,063

当期末残高 64 64 318 6,746
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【注記事項】

(重要な会計方針)

1．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

 
2．棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

(1) 商品及び製品、仕掛品

月次総平均法

(2) 原材料

移動平均法

(3) 貯蔵品

最終仕入原価法

 
3．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。ただし、工具、器具及び備品については定率法を採用しております。なお、主

な耐用年数は次のとおりであります。

建物     　　　　　　　 8～38年

機械及び装置  　　　　 2～17年

車両運搬具　　　　　　　 2～ 7年

工具、器具及び備品　　　 2～15年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（5年）に

基づく定額法によっています。

(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るもの

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

 
4．繰延資産の処理方法

　株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。

 
5．引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(2) 受注損失引当金

当事業年度末における受注案件に係る将来損失に備えるため、損失が発生すると見込まれ、かつ当該損失額

を合理的に見積ることが可能なものについて、翌事業年度以降の損失見込額を計上しております。

(3) 製品保証引当金

製品保証の費用に備えるため、製品販売の際の無償保証や契約不適合責任等によって、翌事業年度以降に発

生する保証費用見込額を計上しております。
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6．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収

益を認識する通常の時点）等は、以下のとおりです。

当社では、系統用蓄電池、産業・商業用蓄電池などの用途で利用可能な大型定置用蓄電システム「PowerX Mega

Power」、中型定置用蓄電システム「PowerX Cube」などの製造販売、稼働試験業務及びメンテナンス等を行う

BESS事業、蓄電池型急速EV充電システム「PowerX Hypercharger」の製造販売、メンテナンス及び自社拠点でのEV

充電サービスを行うEVCS事業、事業者向けの電力提供サービス及び蓄電所運営事業者向けの蓄電池製品販売を行

う電力事業を報告セグメントとしております。

これらの事業において発生する取引の対価は、履行義務充足後、1年以内に受領しており、重大な金融要素は含

んでおりません。

(1) 蓄電池製品及び関連する商品の販売

BESS事業及び電力事業において「PowerX Mega Power」及び「PowerX Cube」の、またBESS事業及びEVCS事業

において「PowerX Hypercharger」の製造販売を行うとともに、関連する商品の販売を行っております。これら

の製品及び商品の販売については、製品及び商品を引渡し顧客が検収した時点で顧客が当該製品及び商品に対

する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該時点において収益を認識しておりま

す。

(2) 役務の提供

　当社では各事業において蓄電池製品に係る稼働試験業務及びメンテナンス等の役務の提供を行っておりま

す。このような役務の提供のうち、稼働試験業務等の開始から検収までの期間がごく短い契約については、検

収時点において履行義務が充足されたものとみなし、当該時点で収益を認識しております。また、メンテナン

スについては、主たる履行義務である年次点検の実施、検収時点において履行義務が充足されたものと判断

し、当該時点で収益を認識しております。

　なお、蓄電池製品及び関連する商品と稼働試験業務等は通常、合わせて販売しており、製品等の納入と稼働

試験業務等が契約上で別個の履行義務と識別されるものに関しては、契約金額を独立販売価格として各履行義

務へ配分しております。

(3) EV充電サービス

EVCS事業において「PowerX Hypercharger」を利用したEVユーザー向け充電サービス「PowerX Charge

Station」を提供しております。EV充電サービスについては、顧客のEVへの充電が完了した時点で収益を認識し

ております。

(4) 電力提供サービス

電力事業では金融機関や事業会社などの需要家に対する電力小売を行っております。電力小売は電力供給契

約に従って当社が契約期間にわたり顧客に対し電力を供給することが履行義務であり、供給した電力量等に応

じて履行義務を充足し、毎月の供給量等に基づいて収益を認識しております。

 
7．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

 
8．重要なヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たし

ている場合には振当処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約

ヘッジ対象：外貨建金銭債務

(3) ヘッジ方針

将来の為替相場の変動によるリスクを回避することを目的に、実需の範囲内で為替予約を利用する方針で 

あります。
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(4) ヘッジ有効性評価の方法

外貨建予定取引に係る為替予約については、予定取引の主要な取引条件の予測可能性及びその実行可能性を

検討し、有効性の評価を行っております。なお、振当処理によっている外貨建金銭債権債務等に係る為替予約

は振当処理の要件を満たしていることを確認しており、その判定をもって有効性の評価に代えております。

 
 
(重要な会計上の見積り)

1．固定資産の減損

　(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

 前事業年度 当事業年度

有形固定資産 4,212百万円 4,813百万円

無形固定資産 55百万円 74百万円

減損損失 2,211百万円 246百万円
 

 
　(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　算出方法等は、「第5 経理の状況　1 連結財務諸表等　（1）連結財務諸表　注記事項（重要な会計上の見積

り）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 
2．繰延税金資産の回収可能性

　(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

 前事業年度 当事業年度

繰延税金資産 －百万円 603百万円
 

 
　(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　算出方法等は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等　（1）連結財務諸表　注記事項（重要な会計上の見積

り）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 
 

(表示方法の変更)

（損益計算書関係）

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「支払補償費」は、金額的重要性が増し

たため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の

組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた9百万円は、「支払補

償費」6百万円、「その他」3百万円として組み替えております。
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(貸借対照表関係)

※1　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

 
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

売掛金 2,158百万円 5,879百万円

契約資産 1百万円 1百万円

商品及び製品 1,466百万円 2,613百万円

仕掛品 － 百万円 15百万円

原材料及び貯蔵品 668百万円 1,887百万円

短期貸付金 －百万円 150百万円

建物 2,286百万円 2,204百万円

機械及び装置 384百万円 899百万円

土地 1,001百万円 1,001百万円

関係会社株式 610百万円 －百万円

関係会社出資金 7百万円 －百万円

計 8,585百万円 14,653百万円
 

 

 
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

短期借入金 2,693百万円 4,000百万円

長期借入金（1年内返済予定の長期借
入金を含む）

3,500百万円 2,750百万円

計 6,193百万円 6,750百万円
 

 
※2　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

 
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

短期金銭債権 0百万円 153百万円

短期金銭債務 378百万円 423百万円

長期金銭債務 187百万円 180百万円
 

 
※3　圧縮記帳額

国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

圧縮記帳額 － 百万円 86 百万円

（うち、機械及び装置） － 百万円 86 百万円
 

 
※4　財務制限条項等

「1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項（連結貸借対照表関係）※5 財務制限条項等」に記載した内容と

同一であります。
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(損益計算書関係)

※1　関係会社との取引高

 
前事業年度

(自 2024年1月1日
 至　2024年12月31日)

当事業年度
(自　2025年1月1日
至　2025年12月31日)

営業取引による取引高     

　当期製品製造原価 265百万円 282百万円

営業取引以外の取引による取引高     

　受取利息 －百万円 0百万円

　業務受託料 1百万円 1百万円

　支払利息 1百万円 12百万円
 

 
※2　他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2024年1月1日
 至　2024年12月31日)

当事業年度
(自　2025年1月1日
至　2025年12月31日)

機械及び装置への振替高 217百万円 495百万円

販売費及び一般管理費への振替高 105百万円 0百万円

営業外費用への振替高 3百万円 0百万円
 

 
※3　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2024年1月1日
 至　2024年12月31日)

当事業年度
(自　2025年1月1日
至　2025年12月31日)

給料及び手当 765百万円 1,063百万円

賞与引当金繰入額 55百万円 147百万円

業務委託費 814百万円 496百万円

研究開発費 2,411百万円 1,586百万円

減価償却費 216百万円 282百万円
 

販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度19％、当事業年度30％、一般管理費に属する費用のおおよ

その割合は前事業年度81％、当事業年度70％であります。

 
※4　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2024年1月1日
 至　2024年12月31日)

当事業年度
(自　2025年1月1日
至　2025年12月31日)

建物 －百万円 0百万円

工具、器具及び備品 －百万円 0百万円

解体撤去費用 85百万円 －百万円

合計 85百万円 0百万円
 

 
※5　固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2024年1月1日
 至　2024年12月31日)

当事業年度
(自　2025年1月1日
至　2025年12月31日)

工具、器具及び備品 3百万円 －百万円

合計 3百万円 －百万円
 

 
※6 固定資産圧縮損の内容は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(自 2024年1月1日
 至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年1月1日
 至 2025年12月31日)

機械及び装置 －百万円 86百万円

合計 －百万円 86百万円
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※7 解約違約金

前事業年度（自　2024年1月1日　至　2024年12月31日）

該当事項はありません。

 
当事業年度（自　2025年1月1日　至　2025年12月31日）

将来の蓄電システム設計に係る方針変更に伴い、一部外部委託研究開発の中止に係る費用として解約違約金を

計上しております。

 

 
(有価証券関係)

子会社株式及び関係会社出資金は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関係会社出資金の貸借対照表計上額は以下のとおりです。

  (単位：百万円)

区分 2024年12月31日 2025年12月31日

子会社株式 610 610

関係会社出資金 7 7

計 617 617
 

 

 
(税効果会計関係)

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(2024年12月31日)
 

当事業年度
(2025年12月31日)

繰延税金資産      

　未払事業税 17百万円  16百万円

賞与引当金 21百万円  52百万円

株式報酬 64百万円  －百万円

　減価償却超過額 4百万円  34百万円

　繰延資産 27百万円  21百万円

　減損損失 845百万円  823百万円

　研究開発費 182百万円  164百万円

　ソフトウエア 259百万円  249百万円

　税務上の繰越欠損金 3,685百万円  3,924百万円

　その他 129百万円  375百万円

繰延税金資産小計 5,237百万円  5,664百万円

　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △3,685百万円  △3,796百万円

　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,552百万円  △1,229百万円

評価性引当額小計 △5,237百万円  △5,025百万円

繰延税金資産合計 －百万円  638百万円

繰延税金負債      

　資産除去債務に対応する除去費用 △4百万円  △7百万円

　繰延ヘッジ損益 －百万円  △28百万円

繰延税金負債合計 △4百万円  △35百万円

繰延税金資産又は負債（△）の純額 △4百万円  603百万円
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2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

 
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）」が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以後

開始する事業年度より防衛特別法人税が課されることとなりました。

これに伴い、2027年1月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金

資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。

なお、この変更による影響は軽微であります。

 
 
(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）」

に同一の内容を記載しているので注記を省略しております。

 
 
(重要な後発事象)

（第三者割当による新株式の発行）

連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 
（新株予約権の行使）

連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 
（子会社の新株式発行及び引受）

連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 
（重要な設備投資）

連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 
（コミットメントライン契約締結について）

連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(百万
円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産        

　建物 2,443 124 4 2,562 358 205 2,204

　機械及び装置 456 855
262
(175)
[86]

1,049 149 77 899

　車両運搬具 109 32 - 141 54 21 87

　工具、器具及び備品 359 218
33
(32)

545 252 90 292

　土地 1,001 - - 1,001 - - 1,001

　リース資産 167 - - 167 10 8 157

　建設仮勘定 100 133
63
(38)

169 - - 169

有形固定資産計 4,639 1,363
364
(246)
[86]

5,638 824 404 4,813

無形固定資産        

　商標権 0 - - 0 0 0 0

　特許権 - 0 - 0 0 0 0

　ソフトウエア 61 32 - 93 19 13 73

無形固定資産計 61 32 - 93 19 13 74
 

（注）1．当期増加額の主な内訳は以下のとおりであります。

 建物 POWERD LABの新規開設 87百万円

 機械及び装置 EVCS事業の自社CS拠点充電設備 734百万円

 工具、器具及び備品 POWERD LAB工具、器具 180百万円

 建設仮勘定 岡山MTEの生産設備 45百万円
 

2．当期減少額の主な内訳は以下のとおりであります。

 機械及び装置 EVCS事業の自社CS拠点充電設備の減損処理 175百万円

  EVCS事業の自社CS拠点充電設備の圧縮損計上 86百万円

 工具、器具及び備品 Power Baseの通信設備の減損処理 32百万円

 建設仮勘定 Power Baseオフィスラボ棟の減損処理 27百万円

  Power Baseの水冷モジュール生産設備の減損処理 11百万円
 

3．当期減少額の（）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

4．当期減少額の［］は内数で、当期の固定資産圧縮損による減少額であります。

 
 

【引当金明細表】

科目
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

賞与引当金 68 172 68 － 172

受注損失引当金 － 142 － － 142

製品保証引当金 21 144 21 － 144
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 
 
(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第6 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 毎年1月1日から同年12月31日まで

定時株主総会 毎事業年度の終了後3か月以内

基準日 毎年12月31日

剰余金の配当の基準日 毎年6月30日、毎年12月31日

1単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行㈱　証券代行部

　　株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行㈱

　　取次所 ―

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告としております。

ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない

ときは、日本経済新聞に掲載しております。

当社の公告掲載URLは次のとおりであります。

https://power-x.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定

款に定めております。

(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第7 【提出会社の参考情報】

 

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

　

2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 
(1) 有価証券届出書及びその添付書類

有償一般募集増資(ブックビルディング方式による募集)及び株式売出し(ブックビルディング方式による売出

し)　2025年11月21日　中国財務局長に提出。

 
(2) 有価証券届出書の訂正届出書

上記(1)に係る訂正届出書を2025年12月3日及び2025年12月10日　中国財務局長に提出。

 
(3) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書を2025年12月

19日　中国財務局長に提出。

 
(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書を2026年1月19

日　中国財務局長に提出。

 
(5) 臨時報告書の訂正報告書

訂正報告書（上記(4) 臨時報告書の訂正報告書）を2026年1月22日　中国財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2026年3月24日

 株式会社パワーエックス

 取締役会　御中

 
有限責任監査法人トーマツ

 

東京事務所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 上　　田　　雅　　也  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 樋　　野　　智　　也  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 菊　　池　　寛　　康  

 

 
＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社パワーエックスの2025年1月1日から2025年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社パワーエックス及び連結子会社の2025年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び

連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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「PowerX Mega Power」販売に係る収益認識の期間帰属

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の注記事項（セグメント情報等）に記載

されているとおり、当連結会計年度のBESS事業における

外部顧客への売上高は17,102百万円であり、連結損益計

算書における売上高の88.6%を占めている。BESS事業は、

主として大型定置用蓄電システム「PowerX Mega Power」

の製造販売を行っており、「PowerX Mega Power」は、こ

れを引渡し、顧客が検収した時点で履行義務が充足され

たと判断し、収益を認識している。

「PowerX Mega Power」は、1台当たりの売上の金額が

大きく、予定どおりに売上が計上されない場合には、業

績目標の達成に大きな影響を与える可能性がある。ま

た、顧客が利用する蓄電池製品の購入に関する補助金制

度の受給要件充足の都合上、下期偏重傾向にあり、当連

結会計年度において12月に数多くの「PowerX Mega

Power」が納品された。さらに、顧客の要請に基づき、顧

客による製品の検収を納品先ではなく会社の管理下にあ

る「PowerX Mega Power」の保管場所にて実施する取引が

あり、当該取引につき、製品の出荷前に売上を計上する

場合がある（以下、「請求済未出荷取引」という）。

会社は「PowerX Mega Power」販売に係る収益認識の期

間帰属の適切性を担保する内部統制を整備・運用してい

るが、当該内部統制が機能せず、収益認識の期間帰属を

誤った場合、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性

がある。特に、請求済未出荷取引は、物理的な出荷を伴

わないものであり、顧客による検収時期の判別が重要と

なる。また、通常より入金回収サイトが長く、期末時点

で未入金の取引は、「PowerX Mega Power」販売に係る収

益認識の期間帰属を誤っている可能性が相対的に高い。

そのため、当監査法人は、顧客の検収が完了した一時点

で収益を認識する「PowerX Mega Power」販売のうち、請

求済未出荷取引や、通常より入金サイトが長く、期末時

点で未入金の取引に係る収益認識の期間帰属について慎

重な検討が必要であり、監査上の主要な検討事項である

と判断した。

当監査法人は、「PowerX Mega Power」販売に係る収益

認識の期間帰属の適切性を検討するにあたり、主として

以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の整備及び運用状況の検討

「PowerX Mega Power」販売に係る収益認識の期間帰属

について、内部統制の整備及び運用状況の検討を実施し

た。特に、収益認識の前提となる、売上受注管理表の内

容と契約書等根拠資料との整合性を確かめる内部統制及

び顧客の検収完了の事実を確かめる内部統制について、

より慎重に検討した。

(2)収益認識の期間帰属の適切性の検討

● 「PowerX Mega Power」の月次販売実績分析により売上

計上月の把握や、売上受注管理表の年間売上計上額と

試算表の売上計上額の整合性の検討を実施した。

● 会社の管理下にある全ての「PowerX Mega Power」の保

管場所において、請求済未出荷取引に係る「PowerX

Mega Power」の現物の実在性を検証した。更に会社の

生産管理システムのデータを閲覧し、請求済未出荷取

引が検収済みのステータスになっているかの検討を実

施した。

● 売上受注管理表における「PowerX Mega Power」の売上

計上日及び回収スケジュール、必要に応じて請求書に

おける支払期日を閲覧し、「PowerX Mega Power」販売

取引のうち売上計上日から入金日までの期間が通常よ

り長く、期末時点で未入金となっている取引があるか

どうかの検討を実施した。

● 「PowerX Mega Power」販売取引のうち、会社のビジネ

スモデル等を勘案して特に検討を要すると判断した請

求済未出荷取引や、通常より入金回収サイトが長く、

期末時点で未入金かつ金額的重要性の高い取引につい

て、主として以下の手続を実施した。

① 契約書及び検収書等の閲覧を実施し、売上計上に必

要な書類が整備されていることを検討した。

② 顧客に対する債権がスケジュールどおりに入金され

ているかどうか検討した。

③ 確認状を発送し、会社の売上計上額及び債権計上額

と顧客の取引認識額及び債務認識額が一致している

か検討した。差異がある場合には、当該差異理由に

合理性があるか検討した。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、そ

の他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連

結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手

した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及

び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は

阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状

況】に記載されている。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
 

 

(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2026年3月24日

 株式会社パワーエックス

 取締役会　御中

 
有限責任監査法人トーマツ

 

東京事務所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 上　　田　　雅　　也  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 樋　　野　　智　　也  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 菊　　池　　寛　　康  

 

 
＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社パワーエックスの2025年1月1日から2025年12月31日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社パワーエックスの2025年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 
「PowerX Mega Power」販売に係る収益認識の期間帰属

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（「PowerX Mega Power」販売に係る収益認

識の期間帰属）と同一内容であるため、記載を省略している。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、そ

の他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や

会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は

阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査

上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている

場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理

的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

 

(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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